
1

THE MITSUI TRUST AND BANKING COMPANY, LIMITED 1999

ごあいさつ

　平素は私ども三井信託銀行をお引き立てい

ただき、厚く御礼申し上げます。本年も、当

社の経営方針や現況等を皆様方により詳しく、

またわかりやすくご理解いただくために、こ

の小冊子を作成いたしました。

　「日本版ビッグバン」を迎え、わが国経済な

らびに金融界を取り巻く環境は激しく変化し

ております。このような情勢の中で、私ども

信託銀行には、多様化するニーズに的確にお

応えする商品・サービスをお客様に提供する

とともに、いかなる環境変化にも対応し得る

強固な経営基盤を築き上げ、国内外の経済の

発展に寄与することが求められていると考え

ております。

　このような視点に立って、当社は本年１月

より中央信託銀行と合併に向けて具体的協議

を重ねてまいりました。その結果、お互いの

長所を活かし、新しい銀行をつくることがこの

趣旨に適うものとの共通認識に至り、平成１２

年４月１日を期して、中央信託銀行と合併す

ることを正式に決定し、株主の皆様のご承認

も賜りました。

　合併後の新銀行は、信託業務におけるナン

バーワンバンクになるとともに、「利便性」と

「専門性」に優れた全く新しいタイプの総合金

融機関としてトップバンクに飛躍し、今後さ

らに激化する競争にも勝ち抜いていけると確

信しております。

　今後とも、株主の皆様の利益向上とお客様

とのより一層の信頼関係の構築を最優先課題

と位置付け、業務再構築に向けて全役職員一

丸となって全力で取り組んでまいりますので、

引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

平成１１年７月
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三井信託銀行を
より深く理解して
いただくために

日本版ビッグバンの進展により、

金融界を取り巻く環境は激しく変化しています。

三井信託銀行はトップバンクをめざし、

経営基盤の一層の強化を図るため、

中央信託銀行と合併することを決定いたしました。

金融新時代に向けて、いま大きく飛躍しようとする三井信託銀行。

その「現在」と「これから」をご紹介します。
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経営理念

　金融機関としての当社の経営理念は、わが国の金
融システムの一翼を担うことにより、自らがその一
員であるところの社会の発展に貢献することにあり
ます。

経営戦略

　当社は、いわゆる｢日本版ビッグバン｣後に特色あ
る銀行として勝ち残るため、注力すべき分野を明確
に選択し、重点分野に経営資源を集中するととも
に、その他の分野については徹底的な効率化を行う
戦略をとってきました。
　具体的には、個人資産関連業務、受託資産運用・
管理業務を重点分野と位置付け、経営資源を集中す
るとともに、海外バンキング業務からの撤退、証券
子会社の整理等を実施しました。そして、これらに
より、投資信託窓口販売で邦銀トップクラス、住宅
ローンの取り扱いで信託銀行トップの実績をあげる
など、成果は着実にあがってきています。

中央信託銀行との合併

　このような実績を確固たるものとし、さらに激化
する競争に打ち勝っていくためには、より一層の経
営基盤の強化が不可避であるとの判断から、平成
１２年４月１日を期して中央信託銀行と合併すること
を正式に決定いたしました。合併後の新銀行は、信

託業務におけるナンバーワンバンクとなるととも
に、国内トップクラスの総合金融機関をめざすこと
により、株主の皆様やお客様のご期待に応えてまい
ります。

合併の狙いと効果
１　営業基盤の強化

多様かつ広範な個人取引基盤と、相互に補
完性の高い法人取引基盤が拡大・充実し、
営業基盤の飛躍的な強化が図れます。

２　信託業務での圧倒的優位性の確立
企業年金等の受託資産運用業務、投資信託
等の受託資産管理業務、証券代行業務をは
じめとする信託業務の各分野においてトッ
プシェアを有する信託銀行となります。さ
らに、両社が蓄積してきた高度なノウハウ
を結集することにより、競争力が飛躍的に
向上するとともに、強固な収益基盤を獲得
することができます。

３　お客様の利便性向上
両社の店舗網が結び付くことによって、首
都圏を中心にきめ細かいネットワークが構
築できるため、お客様の利便性が格段に向
上します。

４　大幅なコスト削減
信託銀行同士の合併であり、重複している
システムや業務の整理・統合、営業店舗の
統廃合等を通じて、大幅にコストを削減す
ることができます。

“優れた商品・サービス”だけをお客様に提供する
特色ある金融機関をめざします。

経営方針

中央信託銀行との合併要旨

１　合併の方法 対等合併
２　商　　　号 中央三井信託銀行株式会社

（The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited）
３　合 併 期 日 平成１２年４月１日（予定）
４　本店所在地 東京都中央区京橋一丁目７番１号

　なお、現在中央信託銀行株式会社にて建設中の新本店（東京都港区芝三丁目所在）の竣工後、同所に移
転する予定（平成１２年下期を予定）。

５　合併比率および優先株式の割当比率

会社名 三井信託銀行株式会社 中央信託銀行株式会社

合併比率 ０．３ １

優先株式の割当比率 ０．２１８７５ １

　三井信託銀行株式会社の普通株式１０株に対し、中央信託銀行株式会社の普通株式３株を割り当てる。
　なお、三井信託銀行株式会社の第一回優先株式３２株に対し、中央信託銀行株式会社の第三回甲種優先
株式７株を割り当てる。
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21世紀へ向けての新銀行ビジョン�

□個人取引先270万世帯�

ファイナンシャルプランナー　約2，000人�

宅地建物取引主任者　　　　   約4，000人�

□166（再構築後131）の店舗網�

□インストアブランチ（現在5店舗、今後拡充）�

□ダイレクトマーケティングチャネル�

�

□法人取引基盤の拡充�

三井信託は三井系企業に基盤�

中央信託は非財閥系企業に基盤�

貸出取引のある取引社数は現在の約4，400社か�

ら約11，000社へ　�

□信託業務の各分野におけるトップシェアの確保�

□高度の専門性を有するプロの人材�

証券アナリスト　約300人�

年金数理人　　　  約20人�

□新規参入者の追随を許さないインフラ�

□個人ローン�

□資産運用�

□遺言書保管・執行�

□不動産仲介・有効利用�

□融資業務�

□法人資産運用�

□不動産仲介・有効利用�

□証券代行業務�

充実した事業会社向けサービス�

卓越した受託資産サービス�

合
併
5
年
後
に
実
勢
業
務
純
益
約
2
3
0
0
億
円
体
制
へ�

個人資産のトータル管理�

□受託資産運用業務�

□受託資産管理業務�

□年金信託業務�

計数は平成11年3月期�

＊１ 国内ベース資金量は、海外店分・譲渡性預金・オフショアを除いたもの�

＊2 インストアブランチ5店舗を除く（再構築後は131店舗）�

＊3 国内会社分�

圧倒的な優位性�
を誇る新銀行の�
経営基盤�

国内ベース資金量*�

41兆3,364億円�

（全国銀行1位）�

1

国内店舗数*�

166店舗�

（信託銀行1位）�

2 信託財産残高�

44兆7,940億円�

（信託銀行1位）�

年金資産受託残高�

9兆2,783億円�

（信託銀行1位）�

証券代行受託先*�

1,709件（信託銀行1位）�

土地信託受託件数�

676件（信託銀行1位）�
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公的資金の導入と経営健全化計画

　平成１０年１０月、長期にわたり低迷する景気を回
復軌道に乗せ､金融システムの再生と安定に万全を
期すべく、｢金融機能の再生のための緊急措置に関
する法律｣等の金融再生関連法案および｢金融機能の
早期健全化のための緊急措置に関する法律（いわゆ
る早期健全化法）｣が施行されました。
　このうち、早期健全化法は、金融機関等の資本の
増強に関する緊急措置の制度を講ずることなどによ
りわが国の金融機能の早期健全化を図り、金融シス
テムの再構築と経済の活性化に資することを目的と
しています。
　具体的には、自己資本が健全な状況にあると認め
られた金融機関に対しては、優先株式、劣後社債の
引き受けあるいは劣後ローンの貸し付けにより資本
の増強を図るものです。

　当社は、早期健全化法の趣旨に則り、平成１１年
３月、同法第７条に基づいて公的資金の申請を行
い、金融再生委員会の承認を経て、優先株式２，５０２
億円の発行および期限付劣後ローン１，５００億円の借
り入れを行いました。
　また、平成１１年３月、公的資金導入の申請を機
に、｢経営の健全化のための計画（いわゆる経営健全
化計画）｣を策定しました。
　この「経営健全化計画」は、中央信託銀行との合併
による業務再構築を核としており、個人・法人両方
における強固な取引基盤や信託業務における圧倒的
な優位性などにより、安定的な収益基盤と財務基盤
の確立をめざすものです。
　今後は本計画の達成に向け、一層の経営努力を重
ねてまいります。

収益見通し（三井信託・中央信託合算ベース）�

リストラ計画（三井信託・中央信託合算ベース）�

*平成11年度（合併直前期）と平成16年度の比較�

実勢業務粗利益�

　資金収益�

　役務取引収益�

経費�

実勢業務純益�

3，520�

2，282�

958�

2，101�

1，419

3，971�

2，338�

1，342�

1，674�

2，297

451�

56�

384�

△427�

878

平成11年度�平成16年度� 増減� 主な施策等�

個人ローン、�
中小企業取引を中心とした貸出増強�

（単位：億円）�

（単位：億円）�

＊平成11年3月末現在�

出典：「経営の健全化のための計画」（平成11年3月）より抜粋�

人件費137億円、物件費293億円の削減�

約2,300億円体制へ�

年金運用力強化等による年金報酬増、�
投信市場拡大・積極販売による手数料増等�

取締役数（人）�

従業員数（人）�

国内店舗数（店舗）�

人件費�

物件費�

総経費�

50  �

9,876＊�

166  �

902  �

1，126  �

2，101  

24�

8，300�

131�

765�

833�

1，674

△26�

△1,576�

△35�

△137�

△293�

△427

平成11年度�平成16年度� 増減� 主な施策等�

執行役員制度導入�

人員減・給与水準見直し�

システム経費削減等�

本部および重複店舗の人員削減等�

重複店舗の統合�

経費 約430億円削減*

◇個人ローン�

重点戦略分野として実績をあげている�

個人ローンについては、大幅に拡充する

店舗網をてこに、両社の営業ノウハウの

融合により、一層の強化を図る。�

＜貸出計画＞�

ローンマーケット全体の規模を微増にと

どまるものと想定しても、営業チャネル

の拡大等により、合併後毎年2,000億円

前後の純増を確保する。�

◇投信販売�

顧客ニーズに合致した商品の品揃えと、�

投信センターを中核とする充実した店舗

網を活かした強力な販売体制の構築によ

り、積極的な業務展開を図る。�

＜販売計画＞�

投信市場の拡大（5年後100兆円市場に

成長）を前提に、平成15年度には現状の

両社預貯金シェア並みの投信残高シェア、

販売手数料150億円を確保する。�

実勢業務粗利益　約450億円増*

実勢業務純益約880億円増　約2，300億円体制へ�
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自己資本比率

　信託銀行の業務純益を一般の銀行の業務純益と比
較するうえでは、｢信託勘定償却前業務純益｣が適当
な指標とされています。当期は、この信託勘定償却
前業務純益が、前期比５１１億円減の１，０５２億円とな
りました。ただし、これは一般貸倒引当金につい
て、前期は５９１億円の取り崩しを行ったのに対し、
当期は４億円の繰り入れを行ったことによる影響を
受けたものであり、この特殊要因を除いた｢実勢業
務純益｣については前期比８４億円増の１，０５７億円と
なりました。�
　不良債権処理および有価証券含み損処理を積極的
に実施した結果、経常損失は１，966億円となりま
した。また、当期より税効果会計を適用した結果、
当期純損失は１，４４０億円となり、これに、過年度税
効果調整額１，３２４億円等を加減した当期未処理損失
は１０１億円となり、任意積立金２０３億円を取り崩し
た結果、配当実施後の次期繰越利益は５０億円とな
りました。

平成１０年度の決算概要

　１株当り配当金につきましては、期末配当を第一
回優先株式２銭、普通株式２円５０銭とし、通期で
第一回優先株式２銭、普通株式５円とさせていただ
きました。

　自己資本比率規制（BIS規制）は、国際的な銀行シ
ステムの健全性と安定性の向上を図るとともに、銀
行間の平等な競争条件を確保するために一定の自己
資本比率を維持するよう求める規制です。海外に営
業拠点を持つ銀行は、一定の算式により算出したリ
スクアセットに対して８％以上の自己資本の比率を
維持しなければなりません。
　当社は、自己資本の充実を図るため、平成１１年
３月に公的資金４，００２億円を導入したほか、第三者
割当増資２７５億円を実施しました。このような自己
資本強化策によって、平成１１年３月末時点の連結
自己資本比率は１５．４０％となり、平成１０年３月末の
１０．４０％から５．００％上昇しています。なお、単体
ベースでの自己資本比率は１５．６４％となっています。
このように、当社の自己資本比率は、国際統一基準
の基準値である８％を大幅に上回り、大手銀行トッ
プの水準にあります。また、特に資本としての性格
が強い基本的項目（Tier Ⅰ）の連結自己資本比率も
９．３３％と高水準にあります。なお、前記の公的資金

導入の要因を除外しても連結自己資本比率は１０．２７％
となります。
　当社は、平成１０年１０月に海外バンキング業務か
らの全面撤退を決定していますが、自己資本比率に
ついては今後も１０％以上を維持していく方針です。

(％)

0

4

8

12

16

連結自己資本比率�

平成10年度�平成9年度�平成8年度�

基本的項目（Tier Ⅰ）�

(億円)

0

500

1,000

1,500

2,000

信託勘定償却前業務純益と実勢業務純益�

平成10年度�平成9年度�

信託勘定償却前業務純益�

実勢業務純益�
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保全率（％）

（（B＋C）／A）

１００．０

８４．９

３６．７

８１．４
７８．２
１００．０

不良債権の処理状況

　当社は、従来より、資産の健全性確保の観点か
ら、不良債権の早期処理を経営の重要課題に掲げ、
全力を挙げて取り組んでいます。平成１０年度にお
いては、金融監督庁および金融再生委員会の「金融
検査マニュアル」「引当ガイドライン」に基づいて積
極的に処理を行った結果、不良債権の基本的な処理
は終了しました。
　具体的には、引当ガイドラインに基づき、「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」のⅢ・Ⅳ分類に
あたる債権全額と「危険債権」のⅢ分類にあたる債権
額の７３．０％（ガイドラインの目安は７０％）を個別貸倒
引当金に計上しました。この結果、不良債権処理損
失は４，２２１億円（銀行勘定３，７３０億円・信託勘定４９０
億円）となっています。
一方で、引当ガイドラインに基づき、「要管理債
権」については、担保・保証等による保全を除いた
部分に対して１５．７％を一般貸倒引当金に計上してい
ます。なお、一般貸倒引当金については、従来同引
当金に繰り入れていたアジア向け貸出にかかる引当
を、当期より特定海外債権引当勘定に繰り入れるこ
とにしたため、取り崩しが生じました。この結果、
一般貸倒引当金は４億円の増加となりました。

　当社では、平成１０年度末より金融再生法施行規
則に基づく開示を実施しています。この開示債権額
（「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債
権」「要管理債権」の合計額）は７，６８８億円となり、保
全率（債権金額に対する担保・保証等による保全額
と引当金額の合計の割合）は８１．４％と高い水準に
なっています。また、リスク管理債権は７，６２１億円
となり、保全率は８８．１％となっています。なお、こ
れらの金融再生法施行規則に基づく開示債権および
リスク管理債権は、すべてが回収不能になるという
ことではないため、この保全率から見て、基本的な
処理は終了したといえます。
　一方、平成１０年度末より連結ベースの開示も実
施しています。連結ベースでの金融再生法施行規則
に基づく開示債権は７，９６２億円、保全率は８１．９％と
なり、単体ベースとほぼ同水準になっています。ま
た、リスク管理債権は７，８８６億円と、単体ベースに
比べ２６５億円増加していますが、当該連結子会社に
て担保・保証・引当等により全額保全しています。

引当率（％）
（C／（A－B））

１００．０

７３．０

１５．７

５８．０
５３．７
１００．０

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
　銀行勘定
　信託勘定
危険債権
　銀行勘定
　信託勘定
要管理債権
　銀行勘定
　信託勘定
合計
　銀行勘定
　信託勘定

金融再生法施行規則に基づく開示（平成１１年３月３１日）
単体ベース （単位：百万円）

債権金額

（A）

２０２，４３９

１５６，０４０
４６，３９９
４１５，４６８
３６１，０３４
５４，４３４
１５０，９７７
１４０，１４８
１０，８２９
７６８，８８４
６５７，２２２
１１１，６６２

担保・保証等
による保全額

（B）

１９４，２１１

１５３，２９８
４０，９１３
１９５，８１０
１５９，８５３
３５，９５７
３８，１３７
３４，８２４
３，３１３

４２８，１５８
３４７，９７５
８０，１８３

引当金額
（銀行勘定：引当金残高）　　　　
（信託勘定：特別留保金・債権償却準備金）

（C）

２，７４２

１４６，８０４

１６，５８０

１９７，４８７
１６６，１２６
３１，３６１

（注）銀行勘定の破産更生債権及びこれらに準ずる債権については、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を、取立不能見込
額として全額引当のうえ、債権額から控除（直接減額）しています（直接減額は４１７，４２７百万円）。
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（注）銀行勘定の破綻先債権、延滞債権および貸出条件緩和債権の一部については、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額
を、取立不能見込額として全額引当のうえ、債権額から控除（直接減額）しています（単体ベース直接減額４０２，４０８百万円、連結ベース直接減額４０２，４０８百万円）。

連結ベース

５８，７８２
５１，３９１
７，３９１

５４２，０８１
４６６，０９３
７５，９８８
７，８２７
５，２９２
２，５３５

１７９，９２８
１５４，３７１
２５，５５７
７８８，６１８
６７７，１４７
１１１，４７１

破綻先債権
　銀行勘定
　信託勘定
延滞債権
　銀行勘定
　信託勘定
３カ月以上延滞債権
　銀行勘定
　信託勘定
貸出条件緩和債権
　銀行勘定
　信託勘定
リスク管理債権
銀行勘定
信託勘定

リスク管理債権（平成１１年３月３１日） （単位：百万円）

単体ベース

４７，２３３
３９，８４２
７，３９１

５２８，２９６
４５２，３０８
７５，９８８
７，８０２
５，２６７
２，５３５

１７８，８４７
１５３，２９０
２５，５５７
７６２，１８０
６５０，７０９
１１１，４７１

引当率（％）
（C／（A－B））

１００．０

７３．０

１５．６

５９．７
５５．８
１００．０

保全率（％）

（（B＋C）／A）

１００．０

８５．４

３６．７

８１．９
７９．０
１００．０

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
　銀行勘定
　信託勘定
危険債権
　銀行勘定
　信託勘定
要管理債権
　銀行勘定
　信託勘定
合計
　銀行勘定
　信託勘定

連結ベース （単位：百万円）

債権金額

（A）

２１７，９７９

１７１，５８０
４６，３９９
４２６，２６９
３７１，８３５
５４，４３４
１５１，９７７
１４１，１４８
１０，８２９
７９６，２２５
６８４，５６３
１１１，６６２

担保・保証等
による保全額

（B）

１９４，６６９

１５３，７５６
４０，９１３
２０６，０８３
１７０，１２６
３５，９５７
３８，５０５
３５，１９２
３，３１３

４３９，２５７
３５９，０７４
８０，１８３

引当金額
（銀行勘定：引当金残高）　　　　
（信託勘定：特別留保金・債権償却準備金）

（C）

１７，８２４

１４７，３３２

１６，５８０

２１３，０９７
１８１，７３６
３１，３６１

（注）銀行勘定の破産更生債権及びこれらに準ずる債権については、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を、取立不能見込
額として全額引当のうえ、債権額から控除（直接減額）しています（直接減額は４１７，４２７百万円）。
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自己査定、金融再生法施行規則に基づく開示債権およびリスク管理債権の関係�

破  　綻　  先�

破 綻 先 債 権�
破 綻 先 債 権�

貸  出  条  件�
緩  和  債  権�

貸  出  条  件�
緩  和  債  権�

貸  出  条  件�
緩  和  債  権�

延  滞  債  権�
延  滞  債  権�

3 カ 月 以 上�
延  滞  債  権�

3カ月 以 上�
延  滞  債  権�

貸 出 金 以 外�

貸 出 金 以 外�

貸 出 金 以 外�

貸 出 金 以 外�

自己査定�

実 質 破 綻 先�

破 綻 懸 念 先 

5，282億円�

1,788億円�

78億円�

472億円�

4，154億円�

2，024億円�

要  注  意  先�

危  険  債  権�

1，509億円�

要 管 理 債 権�

70，475億円�

正  常  債  権� 正  常  債  権�正  　常  　先�

金融再生法施行�
規則に基づく開示�
（単体ベース）�

破産更生債権�
及びこれらに�
準 ず る 債 権�

リスク管理債権�
（単体ベース）�

対象債権�
貸出金および�
貸出金に�
準ずる債権�

貸出金および�
貸出金に�
準ずる債権�

貸出金�

延  滞  債  権�

�
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自己査定

自己査定とは
　金融機関の保有する資産を個別に検討して、回収の危険性
または価値の毀損の危険性の度合いに従って区分することを
資産査定といいます。また、金融機関自らが行う資産査定を
自己査定といいます。
　なお、自己査定の対象となる債権は、貸出金および貸出金
に準ずる債権（貸付有価証券、外国為替、未収利息、未収
金、貸出金に準ずる仮払金、支払承諾見返）です。
自己査定の基本的な考え方
　債権の査定にあたっては、原則として、信用格付を行い、
信用格付に基づき債務者区分を行ったうえで、債権の資金使
途等の内容を個別に検討し、担保や保証等の状況を勘案のう
え、債権の回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合い
に応じて分類を行います。
信用格付
　債務者の財務内容、格付機関による格付、信用調査機関の
情報などに基づいた、債務者の信用リスクの程度に応じた格
付をいいます。また、信用格付は、債務者区分と整合的でな
ければならないとされています。
債務者区分
　債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を
判定して、その状況等により債務者を正常先、要注意先、破
綻懸念先、実質破綻先および破綻先に区分することをいい
ます。
　①正常先：業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の
問題がないと認められる債務者。

　②要注意先：金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件
に問題のある債務者、元本返済もしくは利息支払いが事
実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほ
か、業況が低調ないしは不安定な債務者または財務内容
に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債
務者。

　③破綻懸念先：現状、経営破綻の状況にはないが、経営難
の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくな
く、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（金融機関等の支援継続中の債務者を含む）。

　④実質破綻先：法的・形式的な経営破綻の事実は発生して
いないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻
に陥っている債務者。

　⑤破綻先：法的・形式的な経営破綻の事実が発生している
債務者。たとえば、破産、清算、会社整理、会社更生、
和議、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破
綻に陥っている債務者。

債権の分類
　自己査定において、Ⅱ、ⅢおよびⅣ分類に分けることを
｢分類｣といい、Ⅱ、ⅢおよびⅣ分類を｢分類資産｣といいま
す。また、Ⅱ、ⅢおよびⅣ分類としないことを｢非分類｣とい
い、分類資産以外の資産を｢非分類資産｣といいます。

金融再生法施行規則に基づく資産の開示

債務者区分
①破産更生債権及びこれらに準ずる債権：破産、会社更
生、和議等の事由により経営破綻に陥っている債務者に
対する債権およびこれらに準ずる債権。
②危険債権：債務者が経営破綻の状態には至っていない
が、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性
の高い債権。
③要管理債権：3カ月以上延滞債権（元金または利息の支
払いが、約定支払日の翌日を起算日として3カ月以上延
滞している貸出債権）および貸出条件緩和債権(経済的困
難に陥った債務者の再建または支援を図り、当該債権の
回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の
譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権）。

　④正常債権：債務者の財政状態および経営成績に特に問題
がないものとして、上記①から③までに掲げる債権以外
のものに区分される債権。

自己査定における債務者区分との関係
　①破産更生債権及びこれらに準ずる債権：破綻先に対する
債権および実質破綻先に対する債権。
②危険債権：破綻懸念先に対する債権。
③要管理債権：要注意先に対する債権のうち、３カ月以上
延滞債権および貸出条件緩和債権。

　④正常債権：正常先に対する債権および要注意先に対する
債権のうち要管理債権に該当する債権以外の債権。

リスク管理債権

リスク管理債権とは
①破綻先債権：元本または利息の支払いの遅延が相当期間
継続していることその他の事由により元本または利息の
取立または弁済の見込みのないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以
下｢未収利息不計上貸出金｣）のうち、法人税法施行令（昭
和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまで
に掲げる事由または同項第４号に規定する事由が生じて
いる貸出金。

　②延滞債権：未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権
および債務者の経営再建または支援を図ることを目的と
して利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金。

　③３カ月以上延滞債権：元本または利息の支払いが、約定
支払日の翌日から３カ月以上延滞している貸出金で破綻
先債権および延滞債権に該当しないもの。

　④貸出条件緩和債権：債務者の経営再建・支援を図ること
を目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決め
を行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月
以上延滞債権に該当しないもの。

自己査定および金融再生法施行規則に基づく
資産の開示との関係
　自己査定および金融再生法施行規則に基づく資産の開示に
おける債権とは、貸出金および貸出金に準ずる債権ですが、
リスク管理債権における債権とは、貸出金のみである点が大
きな相違点です。
　①破綻先債権：破綻先に対する債権のうち、一部債権放棄
を実施した貸出金を除く貸出金。

　②延滞債権：実質破綻先に対する貸出金および破綻懸念先
に対する貸出金。

　③３カ月以上延滞債権：要注意先に対する債権のうち、元
本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から３カ月
以上延滞している貸出金。

　④貸出条件緩和債権：要注意先に対する債権のうち、債務
者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金。
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リスク管理体制

リスク管理について

リスク管理の基本方針
規制の緩和・撤廃などにより金融の自由化・国際
化を促す｢日本版ビッグバン｣の進展に伴い、金融機
関のビジネスチャンスが拡大する一方で、金融機関
を取り巻く各種リスクは複雑化しています。また、
金融機関経営においては、従来以上に自らの責任に
おいて業務の健全性と適切性を確保することが求め
られており、こうした要請に応えていくためには、
取締役自らが自行の抱える各種リスクの特性を十分
に理解し、堅牢な管理体制を整備していくことが不
可欠です。また、単にリスクを最小化するだけでは
なく、適切なリスク管理を行いながら必要なリスク
をとり、収益向上に結びつけていくことがより重要
となっています。
　当社では、従来より金融機関にとって自己責任原
則に基づく適切なリスク管理こそが、経営の健全性
を確保する最大のポイントのひとつであると認識
し、取締役会の統轄のもと、リスク管理体制の強
化・充実に取り組んでおり、今後も計量可能なリス
クの統合管理体制の整備を推進するなど、さらなる
高度化に努めてまいります。

リスク管理体制全般
当社では、取締役会で決定した｢リスク管理規程｣
において、管理すべきリスクの種類、リスク管理手
法やリスク管理の組織・権限を定め、その具体的内
容については個別の規程・規則等で規定しています。
　管理すべきリスクについては、マーケットリスク、
流動性リスク、信用リスクといった｢計量可能なリ
スク｣と、事務リスクやシステムリスクなどの｢計量
不可能なリスク｣とに区分し、管理しています。
　具体的には、｢計量可能なリスク｣については、リ
スク計測手法の明文化、リスク限度枠等の設定、枠
の使用状況・損益状況のモニタリングおよび報告に
より、また｢計量不可能なリスク｣については、各種
リスクに対応した予防的措置を講じることにより、
適切なリスク管理を行っています。
　組織・体制に関しては、これまで、取締役会の統
轄のもと、各リスクごとに所管部を定め、マーケッ
トリスクや流動性リスク管理等については｢経営会
議｣、個別取引の信用リスク管理については｢投融資
審議会｣、事務リスクなどその他のリスク管理につ
いては｢内部管理審議会｣が統轄・管理する体制とし
ていましたが、本年６月、各種リスクの統合管理体
制の強化を図るため、リスク管理に関する経営会議
を新設し、「内部管理審議会」を統合のうえ、新たに
「内部管理経営会議」を設置しました。「内部管理経
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営会議」では、各種リスク管理方針の事前討議、リ
スク限度枠の設定による経営資源の適切な配分、各
種リスクの状況把握等を定期的に実施するなど、経
営の健全性を確保すべく適切な運営を行っています。
　また、本年7月には、リスク統合管理体制の一層の
強化を目指し、「経営管理部」を新設しました。「経営
管理部」は、従来総合企画部が所管していた内部管理
やリスク管理の統轄機能に加え、マーケットリスク
および流動性リスク管理におけるミドル機能（「市場
リスク管理部」を統合）を合わせもち、取締役会にお
けるリスク管理の統轄機能に関し補佐的役割を担う
部署として、各種リスクを統合管理するとともに、具
体的なリスク管理体制の整備に努めています。

マーケットリスク管理体制
マーケットリスクとは、金利、有価証券等の価

格、為替等、さまざまな市場のリスクファクターの
変動により保有する資産価値が変動し、損失を被る
リスクのことです。
経営管理部では、こうしたマーケットリスクを管
理するため、市場関連取引を実施するフロントオ
フィスから独立したミドルオフィスとして、全社的
マーケットリスクを日々計測・モニタリングすると
ともに、リスクの状況について経営陣には日次で、
「内部管理経営会議」には月次で報告しています。
マーケットリスクの計測方法については、｢バ

リュー・アット・リスク（VaR：Value at Risk）｣
を採用しています。VaRとは｢最大損失予想額｣で
あり、相場が不利な方向に動いた場合の損失予想額
を統計的手法を用いて求めたものです。
　当社では、マーケットリスクが、経営体力や収益
目標等を勘案して設定したリスク限度枠（VaR）の
範囲内に収まるよう、厳格な管理を実施していま
す。VaRについては、ポジションの方向性を示さ
ないなどの弱点もあるため、各業務運営上の利便
性・商品特性等を考慮して、BPV（ベーシス・ポイ
ント・バリュー）枠やベガ枠等のポジション枠による
モニタリングを併せて実施するとともに、市場取引
に伴う不測の損失を管理するため、アラームポイン
トやロスリミット枠を設定するなど多面的な管理を
実施しています。
　また、VaRによるリスク計測の有効性を検証す
るため、VaRと実際の日次損益を比較するバック
テストを日次で実施しています。平成１０年度は、当
社のトレーディング取引（連結ベース）のVaRは、
概ね１～４億円（想定保有期間：１日、信頼区間：
片側９９％）の範囲で推移し、２４７営業日のうち日次

損益がVaRを上回った日は３日間でした。この結
果（超過比率１．２％）は、当社のVaR計測モデルの前
提である１％とほぼ整合しており、同モデルが十分
な精度を持ってマーケットリスクを予想しているこ
とを示しています。さらに、このような検証に加
え、市場は時として予想を超えた変動を起こすこと
があるため、ストレステストを日次で実施し、不測
の事態に備えています。
　当社では、以上のような管理体制を整備し、適切
なリスク管理に努めていますが、マーケットリスク
管理の一層の充実を図るため、管理手法の高度化等
に取り組んでいます。

信用リスク管理体制
　当社では、不良債権の発生を未然に防ぎ、資産の
健全性を確保すべく、以下のような体制や方法で信
用リスク管理の強化に取り組んでいます。
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＜明確な基本方針＞
　貸出、市場性取引、オフバランス取引業務等、さ
まざまな与信関連業務にまたがる信用リスクを統合
的に管理する枠組みとして「信用リスク管理規程」を
制定し、連結対象子会社を含めた全社的信用リスク
管理の統轄部として、融資企画部が与信関連各部と
連携して常に当社の信用リスク管理体制の整備・高
度化に取り組んでいます。

＜厳格な案件審査＞
　案件の採否については、営業推進部門から独立し
た審査第一部、審査第二部が、それぞれ所管する個
別案件ごとに資金使途・償還能力・キャッシュフ
ロー・担保力・収益性等の観点から厳格な審査・管
理を行っています。さらに、重要な案件の審査につ
いては、その取り組み可否を「投融資審議会」に付議
し、経営レベルで個別案件を審議する体制をとって
います。

＜資産査定や信用格付を活用した中間管理＞
　当社では、資産の健全性確保の観点から、「資産
査定規程」に基づいて資産査定を実施しており、営
業店等が第一次査定を、審査部等の所管本部が第二
次査定を行っています。この資産査定は、当社の正
確な財務諸表作成の基礎となるだけでなく、与信先
の問題点を一層的確に把握するための中間管理の仕
組みとして機能しており、問題点が明確となった与
信先については、「管理貸出取扱規則」に基づき、審
査第三部の指導のもと、厳格な管理を行っています。
　また、全法人与信先を対象に、資産査定とリンク
する１２段階の信用格付制度を導入し、与信先をきめ
細かくチェックしています。この信用格付は、社内
モデルによる信用リスク計量化のベースとしても活
用されており、モンテカルロ・シミュレーション等
によるポートフォリオの分析の基礎となっていま
す。中央信託銀行との合併後は、統一基準による格
付を初年度より実施するとともに、与信取引先の飛
躍的な拡大によって期待できる基礎的データの充実
等を活かして、さらなる信用リスク管理の高度化を
推進する予定です。

＜業務ラインと独立した部門による牽制体制＞
　当社は、与信管理状況、資産査定、償却・引当の
監査部門として、営業・決算関連部門から独立した
「資産監査部」を平成１１年６月に設置しました。同部
では、信用格付制度を含む与信管理状況を監査する
とともに、資産査定のプロセス・結果、償却・引当
の適切性に関して監査を行い、結果を取締役会に報

告するなど、信用リスク管理が適正に行われている
かをチェックしています。

＜基礎的な審査能力の向上＞
　以上のように、当社としては信用リスク管理の一
層の高度化に努めるとともに、日常の活動を通じて
行われる第一次審査の能力向上を図るべく、支店の
融資担当者を対象として階層別の研修を定期的に実
施しているほか、与信関連各部においても倒産・事
故原因分析検討会を開催し、分析結果を業務運営に
活用しています。

流動性リスク管理体制
　流動性リスクには、財務内容の悪化等により必要
な資金が確保できなくなったり、高利での資金調達
を余儀されることにより損失を被る｢資金繰りリス
ク｣と、市場の混乱等により市場において取引がで
きなくなるなどの｢市場流動性リスク｣とがあります。
　「資金繰りリスク」については、総合資金部が円・
外貨に係る全社ベースの資金繰りの管理・運営を行
い、相互牽制の観点から、経営管理部がガイドライ
ンの遵守状況等をモニタリングし、「内部管理経営
会議」に報告する体制となっています。
　具体的には、資金繰りを管理する方法として、リ
テイル資金等の市場性資金を除くコアの円資金の過
不足を管理する限度額としてポジションガイドライ
ンを、また円・外貨にかかわる市場性資金の要調達
額を管理する限度額としてギャップガイドラインを
設定しています。当社では資金繰りの状況に応じて
ガイドラインを随時見直したり、常時処分可能な準
備資産を一定額以上保有することなどにより、その
管理に万全を期しています。
　市場流動性リスクについては、商品ごとに市場規
模（グローバルベース）の一定割合を基準とした残高
ガイドラインを設定し、遵守状況をモニタリング・
報告することにより、その適正な運営に努めてい
ます。

その他のリスク管理
　金融機関を取り巻くリスクには、ほかにも事務リ
スク、システムリスクなどがあり、当社では事務手
続き・事務マニュアルの整備と日常業務における
チェック体制の充実、緊急時対策の策定等、リスク
回避のための予防的措置を講じています。
　当社では、コンピュータシステムのダウンまたは
誤作動等、システム不備や不正利用等により損失を



15

被るリスクであるシステムリスクへの各種対応に加
え、情報システムのみならず、各種情報資産を適切
に保護し管理するための体制整備を進めています。
　また、信託銀行独自のリスクである、信託業務に
おける受託者責任から生じるリスクに対しても、信
託業務運営に関する諸規程・規則等を制定するなど、
適正な運営に努めています。

検査体制
　以上のようなリスク管理体制の適切性を確保すべ
く、当社では検査体制の充実を図っています。具体
的には、各営業部店および各本部に対して検査部が
年１回の検査を実施しているほか、各部店において
も部店内検査を実施しています。またシステム部門
については、年２回の内部監査のほか、検査部によ
る年１回のシステム監査を実施しています。
　検査部検査の結果については、取締役会や内部管
理経営会議に定期的に報告され、経営陣は自行の管
理水準の実態を把握し、適正な運営がなされている
かをチェックしています。

ALM体制とその運営

　金融の自由化・国際化、また金融商品の多様化・
高度化により、銀行の資産・負債構造は年々変化し
ています。これにより、金利はもとより為替、株価
などの変動が金融機関の収益に与える影響は従来に
増して複雑化しており、リスクをいかにコントロー
ルし収益を安定・拡大させていくかがより重要に
なっています。
　当社では、｢内部管理経営会議｣において、全社的
リスクの状況報告や金利リスク運営方針の策定な
ど、全社的なALMを推進しています。
　また、期初に自己資本などの経営体力や業務戦略
等を勘案して市場部門（フロントオフィス）に対する
リスク限度枠、損失限度枠等の設定を行うことによ
り、経営資源の配分を通じたリスクの効率的運営を
めざしています。
　ALMを運営するうえでは、全社ベースの預貸金、
有価証券等のオンバランスに加え、スワップ等のオ
フバランス取引を含むリスクの把握・分析が不可欠
であり、当社ではALMサポートシステム等を活用
することにより、バランスシート全体の金利リスク
についてVaR、BPV、マチュリティ・ラダー、期
間損益シミュレーション等による多面的な管理を実
施し、リスクの把握・分析に努めています。こうし
た分析を通じてリスクの状況や金融・経済環境等を
総合的に勘案し、リスクコントロールが必要と判断

した場合には、運用・調達計画の見直しやスワップ
等の市場取引によるオペレーションを実施してい
ます。

法令遵守（コンプライアンス）体制について

　金融機関は、広く預金等を受け入れ、経済活動の
基盤となる資金決済機能や仲介機能を発揮すること
で、社会・経済の健全な発展に資するという公共的
使命を負っており、その社会的責任は重いものと認
識しています。
　また他方では、金融にかかわる諸制度の改正に伴
い、規制緩和・自由化が急ピッチで進展しており、
金融機関経営に大きな変革をもたらしつつあります。
　このような情勢の中で、金融機関には私企業とし
ての存在と社会的責任、公共的使命を高い次元で実
現することが求められています。これを全うするた
めには、お客様、ひいては社会からの揺るぎない信
頼を受けることが前提となります。
　この信頼の維持・向上には、厳格な自己規律に支
えられた自己責任原則に基づく健全かつ適切な経営
が不可欠であり、当社ではかかる観点より「コンプ
ライアンス」の実現に従来以上に力を入れています。
　「コンプライアンス」とは、法令等を厳格に遵守す
ることはもちろん、広く社会的規範を全うすること
をいいます。信用が最大の財産である当社にとって
コンプライアンスの実現は当然の基本原則であり、
経営者はもとより、役職員一人ひとりが日々の業務
運営の中で着実に実践しなければならないものと位
置付けています。
　具体的には、平成１０年５月に「倫理規範」を制定
し、役職員として遵守すべき規範を示すとともに、
法令遵守体制の統轄部署として「法務部」を新設し、
法務部を中心に従来以上に法令遵守に関する事前・
事後のチェック機能の強化を図っています。
　法令遵守体制の確立のための施策としては、経営
者を含む全社員向けの行為規範となる社内規定を制
定するとともに、コンプライアンスを実現するため
の具体的な手引書である「コンプライアンスマニュ
アル」を制定しました。
また、これと並行して法令遵守に関するチェック
体制の確立、研修制度の充実など、法令遵守に関す
る具体的実践計画（コンプライアンスプログラム）も
策定し、コンプライアンス体制整備に注力してい
ます。
　当社は、このような施策を通じて社会からの信頼
に応えることのできる自己責任原則に基づく適正な
経営に努めています。
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　「コンピュータ西暦２０００年問題」は世界的な規模で同
時多発的に発生し、ビジネス活動や社会生活に幅広く
影響を及ぼしかねない社会的な問題であると考えられ
ています。
　とりわけ、金融機関にとっては、自己の業務のみな
らず、決済システム等を通じ社会・経済全体にも大き
な影響を与えかねない問題であり、当社も経営にかか
わる重要な課題と認識し、以下のとおり取り組んでい
ます。

取り組み体制

　当社では、１９７７（昭和５２）年の第二次オンライン開発
時より、２０００年問題に留意したシステム開発を行うな
ど、システム部門を中心に取り組みを行ってきました。
　しかしながら、同問題への対応を重要な経営課題と
位置付けてからは、１９９７（平成９）年に統轄部署を、
１９９８（平成１０）年には統轄役員を委員長とする全社横断
的な「２０００年問題対応委員会」を設置するなど社内体制
を強化しながら、２０００年問題全体にわたる「２０００年問
題対応計画」ならびに危機管理計画「２０００年問題対応コ
ンティンジェンシープラン」に基づき、経営陣をはじめ
全社を挙げた取り組みを行っています。

対応状況

　当社は、「２０００年問題対応計画」に基づく各対応を
１９９９（平成１１）年６月に完了しましたが、今後も同計画
に基づき策定した「２０００年問題対応コンティンジェン
シープラン」に沿って、２０００年へ向け万全を期すべく取
り組んでいきます。
　なお、これまで行ってきた対応の主な内容は以下の
とおりです。

社内システムの対応
　すべての社内システムについて、確認テスト（外部と
接続のあるシステムについては外部接続テスト。その
他は内部テスト）を完了しました。
　また、１９９９（平成１１）年５月の連休には全社規模で本
番機を用いたリハーサルテストを実施し、問題のない
ことを確認しました。
　なお、当社は２０００（平成１２）年４月の中央信託銀行と
の合併を決定し、現在その準備を進めていますが、シ
ステムの統合等は合併後に行う予定であるため、２０００
年対応への直接的な影響はありません。
社外システムへの対応
　全銀システム・日銀ネット等決済系ネットワークと
接続しているシステムについては、それぞれの日程に
合わせて接続テストに参加してきましたが、当社では
２０００年問題にかかる障害は発生しておらず、すべて順
調に終了しています。

データ交換先への対応
　磁気テープ等の電子媒体を通じてデータ交換を行っ
ているお取引先とは相互確認テストを行ってきまし
た。ご都合によりテスト実施に至っていないお取引先
についても、今後ご協力を得ながら極力テストを進め
ていく予定です。
設備機器・事務機器等への対応
　自動貸金庫・キャッシュコーナー・電話交換機・
FAX等マイクロコンピュータ搭載の設備機器・事務機
器等についてはすべて稼動保証の確認を行うとともに、
重要なものについては実地テストも完了しています。
　また、事務センターをはじめとする当社所有建物、
本支店の入居建物等の建物設備についても稼動保証の
確認とともに重要なものについては実地テスト等を完
了しています。

２０００年問題対応コンティンジェンシープラン

　当社は、２０００年問題に備えるための危機管理計画で
ある「２０００年問題対応コンティンジェンシープラン」を
１９９９（平成１１）年６月に策定しました。この計画は、
２０００年問題の特殊性に鑑み、同問題に基づくトラブル
の発生を防止するとともに、万一トラブルが発生した
場合においてもお客様・お取引先へのサービスに支障
が出ないようにすることを主な目的とし、業務全般に
わたってさまざまなトラブルを想定し、それらへの対
応策をまとめたものです。今後はこの計画に基づき、
２０００年問題の抱えるさまざまなリスクを極力軽減・回
避すべく対応を進めるとともに、計画自体についても
検証・リハーサルなどを通じて対応策の追加や見直し
を適宜行いながら万全を期す予定です。

経営資源の確保状況

　以上の対応に伴う費用として、当社グループ全体で
は総額約１１１億円の投資を見込んでいます（うち１９９９(平
成１１)年３月末時点で約９０億円を投資済み）。
　１９９９（平成１１）年７月以降も、危機管理計画に基づく
対応費用をはじめ必要な経営資源の追加投資について
は優先的に対応していく方針です。

対応状況の開示

　２０００年問題への対応状況については、今後ともホー
ムページをはじめ、さまざまな機会・手段を利用し、
積極的に情報を開示していく予定です。

＊当社はコンピュータ西暦２０００年問題への対応に最善
を尽くしておりますが、この文章により何らかの保
証、義務の発生、権利の放棄を表明または容認する
ものではありません。

「コンピュータ西暦２０００年問題」への対応状況について
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　「日本版ビッグバン」の進展とともに、こ
れまで規制によりご提供できなかった金融
商品やサービスが、個人のお客様にご提供
できるようになってきています。また、高
度なテクノロジーを活用した新しい金融商
品やサービスのご提供も始まりました。当
社では、このような「日本版ビッグバン」実
施によるメリットを、個人のお客様に、よ
り早く、よりわかりやすく、より身近にご
提供するよう努力しています。
　さらに、信託銀行ならではの「不動産に
関するサービス」「次世代への財産の承継に
関するサービス」や、「預金」「信託」「住宅
ローンをはじめとする各種ローン」などに
ついても、常にお客様のニーズを踏まえた
最良の商品をご用意し、個人のお客様の財
産形成からその活用、さらには次世代への
承継に至るまで、あらゆる場面で、親身な
コンサルティングを通じて最適なサービス
をご提供しています。
　このような高い「専門性」に加え、中央信
託銀行との合併により、店舗ネットワーク
が大幅に拡充されるなど、お客様にとって
の「利便性」も飛躍的に高まります。

個人のお客様向けサービスについて
THE MITSUI TRUST AND BANKING COMPANY, LIMITED 1999
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　当社は、信託銀行として長年培ってきた高度な専
門性を活かし、あらゆるライフステージで高品質な
商品・サービスをご提供し、お客様の資産管理を
トータルにサポートさせていただきます。

資産の形成

貯蓄商品
　当社では、ビッグ、貸付信託、ヒット、スーパー
ヒットなどの代表的な信託商品に加え、大口定期、
スーパー定期、リズムなどの各種預金商品を取り揃
え、短期から長期まで、固定金利商品から変動金利
商品まで、お客様の資産形成ニーズに合った幅広い
貯蓄商品をご用意しています。また、国内・海外の
債券・株式に分散投資する投資信託についても、平
成１０年１２月より販売を開始しており、プルデン
シャル三井トラスト投信㈱の商品をはじめとして内
外の商品を厳選して取り揃えています。
　さらに、給与天引きの積立貯蓄の代表商品である
財産形成信託（一般財形信託・年金財形信託・住宅
財形信託）では、わが国金融機関の中でトップクラ
スの実績を有しています。
当社では、これらの貯蓄商品のご提供にあたり、
お客様おひとりおひとりのライフプランや家族構
成、資産の状況などに応じたきめ細かなコンサル
テーションをさせていただき、資産の形成に関する
トータルなご相談を承っています。

マイホーム取得のお手伝い
お客様のマイホームの取得についても、物件のご
紹介からご購入資金の手当てまで、幅広いサービス
をご提供しています。
　物件のご紹介に関しては、不動産業務を手がけて
きた当社の専門性と、三信住宅販売㈱の豊富な物件
情報により、お客様のご希望を実現するお手伝いを
させていただきます。
　また、物件のご購入資金の手当てについては、大
型マイホームローンなど、信託銀行でトップの実績
を誇る当社の住宅ローンをご利用ください。お客様
のニーズに合わせて、固定金利・変動金利が選べ
ます。

資産の活用

　高齢化社会の到来など、時代の変化を考えたと
き、形成された資産を単に保全するだけではなく、
適切に活用することも重要なポイントです。
　当社では、大口定期、ビッグ、貸付信託などの商
品でまとまったご資金をお預かりしているほか、お
客様が希望するライフプランに応じて、各種預金商
品、信託商品や投資信託を組み合わせたベストな資
金運用プランをご提供しています。
　また、当社では金融資産のみならず、不動産の活
用についてもご相談に応じさせていただき、最適な
プランをご提案しています。
　たとえば、土地信託などの保有不動産の有効利用
サービス、不動産の活用にあたって必要なご資金を
お貸しするビル・アパートローン、保有不動産の購
入、買い換え、売却の際の不動産仲介などがその代
表例です。
　このような商品・サービスを通じ、当社ではお客
様の資産活用とゆとりある暮らしの実現をお手伝い
しています。

資産の承継

　一生をかけて築き上げた財産をどのような形で次
世代に引き継ぐべきか。いわば人生の集大成とし
て、お客様にとっては極めて重要かつ慎重に考えな
ければならない問題といえます。
　当社では、財務、法務、税務などの面からトータ
ルな視点に立って、財産を次世代に上手に引き継ぐ
ためのプランづくり、遺言書のお預かり、遺言の執
行といった信託銀行ならではのサービスをご提供し
ています。

遺産の整理

　ご遺産の整理は、ときに時間がかかり、法務、税
務といった専門知識を必要とする場合があります。
　当社では、こういった場合に遺産整理をお引き受
けしています。
　また、ご遺産を引き継がれた方に対しては、その
最適な活用方法もプランニングさせていただきます。

ライフステージごとのニーズに応える商品・サービス
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財産コンサルタント、ファイナンシャル
プランナーのコンサルテーション

　以上のような多彩なサービスや商品を、お客様の
ご要望に沿ってご提案させていただくのは、当社独
自のカリキュラムによって専門知識を身につけた
“財産のプロフェッショナル”、「財産コンサルタン
ト」と「ファイナンシャルプランナー」です。

不動産についてのご相談では
当社の財産コンサルタントとファイナンシャルプ
ランナーは“不動産を扱う銀行”ならではの“信頼
できるプロフェッショナル”。マイホーム探しから
有効利用まで、当社のノウハウをご利用ください。

ライフプランに合わせた運用プランでは
結婚資金、教育資金、余裕資金とライフプランに
よって貯蓄の目的はさまざまです。当社のファイ
ナンシャルプランナーが、皆様の貯蓄目的や期間
に合わせてベストプランをご提案します。

ローンに関するご相談は
当社のファイナンシャルプランナーは、皆様のご
相談を伺いながらマイホーム取得に関するたくさ
んのチェックポイントをおさえ、全力でバック
アップさせていただきます。資金計画や返済計画
の作成、ローンのご相談、さらにはご返済中の
ローンのお借り換えまでトータルにサポートしま
す。もちろん、住宅ローン以外にも、ビル・ア
パートローン等、土地の有効利用に関するご相談
もお待ちしています。

総合的なコンサルテーション
不動産、有価証券、さまざまな金融商品と、お客
様の財産の種類は増える一方です。また、資産の
運用や管理には、経済情勢、金融動向に加え、法
律や税金の知識が不可欠です。当社の財産コンサ
ルタントとファイナンシャルプランナーは“財産
のプロフェッショナル”としてお客様の財産を総
合的に診断、コンサルテーションしています。最
初にお客様の財産についてのお考えをよくお伺い
し、ご要望に沿ってオーダーメードのご提案を重
ねていくのが私たちの手法です。ぜひご活用くだ
さい。
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インストアブランチを開設
よりお気軽に当社をご利用いただけるよう、平成

１０年９月、大手銀行では初のインストアブランチ
（商業施設内店舗）「コンサルプラザ日吉」を開設しま
した。「コンサルプラザ」では、住宅ローンや遺言・
相続のご相談を無料で承るほか、貸付信託、定期預
金、投資信託などもお預かりします。
　現在、５店舗を開設しており、今後も大都市圏を
中心に積極的に開設していく方針です。

当社のインストアブランチ（平成１１年６月現在）
●「コンサルプラザ日吉」
　（日吉東急百貨店本館地下１階）
●「コンサルプラザ津田沼」
　（JR津田沼駅南口ユザワヤ横）
●「コンサルプラザ青葉台」
　（東急田園都市線青葉台駅ビル１階）
●「コンサルプラザ港南台」
　（JR港南台駅前港南台バーズ３階）
●「コンサルプラザ大船」
　（JR大船駅前大船ルミネウィング４階）

投信センターを開設
　当社では、お客様ひとりひとりのニーズにマッチ
した商品をご提供するにあたり、お客様のライフプ
ランや投資信託の商品内容について、お客様と
「Face to Face」でじっくりとお話しする機会を持
つことが必要と考えています。
　このため、平成１０年１２月に邦銀初の投資信託専用
店舗「投信センター」を新宿西口支店内にオープン
し、投信のプロフェッショナルが常時ご相談を承る
体制を整えています。
　また、「投信センター」ではさまざまなテーマで
「投信セミナー」を無料開催し、多くの方に投資環境
や資金運用手法などのご説明を行い、ご好評をいた
だいています。

新商品・新サービス

投資信託パンフレット

コンサルプラザ大船

新宿西口投信センター

投資信託の販売を開始
　内外の金融市場の変革に伴い、個人のお客様の資
金運用では、従来の預金・信託のみならず、さまざ
まな金融商品への投資が可能となっています。当社
では、平成１０年１２月に銀行窓口での投資信託の販売
が解禁されたことを受けて、全店にご相談窓口を設
置し、投資信託のご紹介・ご提供を開始しました。
取扱商品としては、プルデンシャル三井トラスト投
信㈱の開発商品をはじめとして、お客様のあらゆる
ニーズにお応えする高品質の投資信託１０商品（投信
センターは１５商品）をご用意しています（平成１１年
６月現在）。
　おかげ様で、当社は邦銀トップクラスの投資信託
販売実績をあげています。
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住宅ローン商品の商品性改定を実施
　平成１１年４月、当社個人ローンの主力である「大
型マイホームローン」の利便性を高めるよう、内容
を改定しました。今回の改定により、金利の動きに
応じて、お客様ご自身で固定金利・変動金利を自由
に選択いただけるようになり、お客様により一層ご
利用いただきやすくなりました。
　このような取り組みの結果、個人のお客様向け
ローンの残高は１兆３，７４８億円（平成１１年３月末現
在）と前期に比べ１，４５６億円増加しており、信託銀行
の中でトップの実績をあげています。

日曜相談会・窓口営業時間延長を実施
　当社では、お客様の生活スタイルに合わせてサー
ビスをご提供することが第一と考え、日曜相談会や
平日夕方５時から７時までの窓口相談を適宜実施
し、ご相談の承りをはじめ、当社の全サービスのご
提供を行っています。
　なお、日曜相談会、営業時間延長ともに店舗に
よって営業日が異なりますので、ご利用の際は、事
前に最寄りの当社店舗にお問い合わせください。

郵便局とのオンライン提携を開始
　当社は、平成１１年３月２９日に郵政省とオンライン
提携を結びました。これにより、全国約２１，０００台の
郵便局のCD・ATMから、当社の普通預金等のお引
き出しができるようになりました。また、当社の
ATMから、郵便局の通常貯金等のお引き出しもご
利用いただけます。

全店で外貨定期預金の取り扱いを開始
　お客様の資金運用ニーズが多様化し、円資産のみ
ならず外貨建資産にも分散投資をする方が増えてき
ています。これに対応して、平成１０年１１月より外貨
定期預金の取り扱いを全店に拡大し、金融商品メ
ニューを充実させています。

テレホンバンキングサービスを開始
平成１０年１１月２４日より「テレホンバンキングサー
ビス」を開始し、定期預金・各種信託商品へのお預
け入れ、送金、残高照会、各種ご相談、さらには投
資信託や外貨預金のお取引まで、お電話一本で承っ
ています。
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中央信託銀行との合併により、
一層充実するサービス

　合併後の新銀行は、「利便性」と「専門性」を併せ持
つ全く新しい金融機関として、お客様のライフス
テージに応じて高品質なサービスをご提供し、一生
お付き合いいただけるお客様本位の金融機関となる
ことをめざします。

お客様の身近なところでサービスをご提供します
　合併により、国内店舗数は現在の５５から１６６（再構
築後は１３１）へと大幅に増加します。さらに、大都
市圏ではインストアブランチ（商業施設内店舗）の設
置を進めており、首都圏を中心にきめ細かな店舗
ネットワークがご用意できます。これにより、いま
まで以上にお客様に身近なところでサービスをご提
供できるようになります。

合併後の店舗ネットワーク�

【国内営業店166店舗】�
首都圏地区108店舗　�
東海地区18店舗　�
関西地区18店舗　�
その他地区22店舗　�

＊平成11年6月30日現在の両社の単純合計。�
  「インストアブランチ」5店舗を除く。�
 （再構築後は131店舗）�

【首都圏地区】�
108店舗�

【関西地区】�
18店舗�

【東海地区】�
18店舗�

高度なコンサルティングをご提供します
　合併後は、当社と中央信託銀行がそれぞれ長年
培ってきたノウハウが融合します。企業年金に代表
される資金運用ノウハウ、多数のお客様とのご相談
を通じて培われた財産の承継に関するノウハウなど、
両社の豊富な経験と実績に裏付けされた高品質な
サービスがご提供できるようになり、お客様のあら
ゆるライフステージにお役立ていただけます。

知識と経験豊富な人材が「Face to Face」の
サービスをご提供します
宅地建物取引主任者約４，０００人、不動産鑑定士・
士補約２１０人、証券アナリスト約３００人といった知
識・経験が豊富な人材が、コンサルティングのプロ
として、お客様に「Face to Face」のサービスをご
提供します。
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�

金融サービス�
（資金調達・運用、�
リスクヘッジ）�

�

年金信託業務�

受託資産運用・�
管理業務�

証券代行業務�

不動産業務�
福利厚生�

サポートサービス�
（持家融資・�
提携ローン・�
財形）�
�

海外拠点を通じた�
サービス�

（受託資産運用・�
管理業務）�

�

その他のサービス�
（事業支援サービス、�

クレジットカード、リース、�
振込・振替サービス、�
会計の検査）�

�

三井信託銀行グループの�
法人のお客様向け�
サービス�

　当社では、資金調達・運用等の金融サー

ビス業務をはじめ、年金信託等の受託資産

運用・管理業務、不動産業務、証券代行業

務等を通じ、法人のお客様に対し多岐にわ

たるサービスをご提供しています。

　さらに、平成１２年４月の中央信託銀行と

の合併後には、信託業務におけるナンバー

ワンバンクとして、また、「利便性」「専門

性」に優れた全く新しいタイプの総合金融

機関として、法人のお客様により一層充実

したサービスをご提供していきます。

法人のお客様向けサービスについて
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　当社では、お客様の資金調達・運用ニーズにお応
えするさまざまな商品をご用意しています。

資金調達

借入、社債、ＣＰ
　設備資金・運転資金の長期貸出を中心に、短期貸
出、手形割引、当座貸越、債務保証、有価証券貸
付、インパクトローン等、さまざまな形態でお客様
の借入ニーズに幅広くお応えしています。また、社
債については、国内債の管理業務の受託を行ってい
るほか、CP（コマーシャルペーパー）も取り扱って
います。

債権流動化
　資金調達手段の多様化やバランスシートのスリム
化などのお客様のニーズにお応えするため、売掛債
権や手形債権など、お客様が保有するさまざまな金
銭債権の信託方式による流動化に取り組んでいます。
また、信託を活用した新たな資金調達手段として、
不動産管理処分信託またはSPC（特別目的会社）等
を利用した不動産の証券化にも積極的に対応してい
ます（28ページの不動産業務をご参照ください）。

● 金融サービス ●

資金運用

預金商品
　各種流動性預金をはじめ、大口定期、スーパー定
期、外貨定期預金などの定期預金を取り扱っていま
す。また、少しでも有利な資金運用が求められる
中、お客様の市場金利予測と預入期間に応じ、デリ
バティブの効果を内包した自由金利型定期預金「ス
テラ・シリーズ」（全９種類）もご用意しています。
お客様が負うリスクを限定的なものにとどめる一方
で、市場金利の動向によっては通常の定期預金に比
べ有利な運用が可能となる商品です。

信託商品
　証券運用を目的とする単独運用の金銭の信託（単
独運用指定金銭信託、ファンドトラスト・特定金銭
信託・特定金外信託）などの運用商品をご提供する
ほか、債権流動化によって発生する信託受益権を、
リスクに応じて有利な利回りが期待できる運用商品
としてご提供しています。

投資信託
　投資信託については、平成１０年１２月の投信窓販解
禁以降、他行に先駆けて投資信託専門店舗「投信セ
ンター」を新宿西口支店内に開設するなど積極的な
業務展開を行っています。取扱商品は平成１１年６月
時点でMMFをはじめ１０種類（新宿西口投信セン
ターでは１５種類）にのぼっており、個人のお客様の
みならず法人のお客様の幅広い投資ニーズにもお応
えしています。

リスクヘッジ

　金利・為替の変動リスクを管理・コントロールし
たいというお客様のニーズに対して、金利・為替相
場に関するタイムリーな情報をご提供するととも
に、スワップ、オプション、先物外国為替取引等の
各種デリバティブ商品を取り揃え、さまざまなニー
ズに合わせた金融スキームをご提案しています。

債権流動化(信託方式)の仕組み�

債権信託�

＜信託設定時＞�

金銭債権� 購入代金�

購入代金引き渡し�

三井信託銀行�
（受託者）��

投資家�
（受益者）�

�

債務者�

受益権�
販売�

�
�

回収金引き渡し�

＜信託終了時＞�

支払い�

三井信託銀行�
（受託者）��

投資家�
（受益者）�

企業�
（委託者）��

債務者�

元利金償還�

�
�

企業�
（委託者）�

＜中央信託銀行との合併による効果＞
　合併により、貸出取引のある法人のお客様数
は約２．５倍の約１１，０００社（うち、中堅・中小企業
約９，５００社）となります。そして、こうした取引
基盤の拡充により情報量は飛躍的に拡大しま
す。これを背景に、同じく合併で充実する業務
ノウハウ、首都圏を中心としたきめ細かいネッ
トワークなどを活かし、法人のお客様の各種
ニーズに積極的にお応えしていきます。
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＜中央信託銀行との合併による効果＞
　合併により、受託資産運用・管理業務のシェ
アは業界最大となります。
受託資産運用業務においては、業界最大クラ

スのクォンツエンジニアやリサーチアナリスト
を擁する体制と、外貨建資産の運用力を高める
有力な提携先等の確保を背景に、運用力向上へ
の相乗効果を高めていきます。また、資産管理
業務においても、スキルを持った人材の充実、
システム投資の効率化等を背景に、管理機能の
一層の向上を図り、従来に増してお客様から高
い評価と厚い信頼を獲得できるよう努めます。

● 受託資産運用・管理業務 ●

　受託資産運用業務とは、年金信託や単独運用指定
金銭信託（指定単）などの指定運用商品を運用する業
務のことで、あらかじめ委託者から指定を受けた範
囲内で、当社の裁量により運用を行います。また、
受託資産管理業務とは、当社が運用を行う指定運用
商品ならびに投資顧問会社や投信委託会社が運用を
行う特定金銭信託、証券投資信託などの特定運用商
品における信託財産を管理する業務です。
　当社では、信託本来の機能を十分に発揮できる
「受託資産の運用・管理業務」を最重要分野のひとつ
と位置付けています。

受託資産運用業務への取り組み

　平成９年５月に「受託資産運用部」を新設し、運用
機能の統合および経営資源の集約により、運用力の
強化を図っています。
　すでに高い評価を得つつあるパッシブ運用（市場
インデックスに連動したパフォーマンスをめざす運
用）については、全資産にわたるパッシブファンド
を取り揃え、さらに競争力を高めるべく、ステー
ト・ストリート銀行との提携を検討しています。
アクティブ運用（市場インデックスを上回るパ

フォーマンスをめざす運用）については、同業他社
に先駆け設置した企業アナリストグループや高度な
定量分析ノウハウを持つ投資技術グループを活用す
ることにより、さらなる超過収益の獲得をめざして
います。
　また、グローバルな運用基盤を構築すべく、米国
株式についてはスカダー・インベストメンツ投信㈱、
欧州株式についてはラザード・ジャパン・アセッ
ト・マネジメント㈱、アジア株式についてはインド
カム投資顧問㈱とそれぞれ投資助言契約を締結して
います。さらに、ニューヨークならびにロンドンに
運用専任担当者を派遣し、運用力の強化に努めてお
ります。

受託資産管理業務への取り組み

　平成８年５月に「受託資産管理部」を新設し、バッ
クオフィス機能の統合・集約を進めているほか、各
種のワーキンググループを立ち上げ、証券管理機能
の強化を図っています。さらに、運用の自由化・多
様化に速やかに対応し、グローバルスタンダードに
沿った事務処理を行うため、約定から決済までの自
動化、ディスクローズの充実などに取り組んでいる
ほか、欧州通貨統合等の制度改正に対しても速やか
な対応を図ってきました。
　また、企業年金分野で関心が高まっているマス
タートラスト（複数の年金プラン、運用機関の運用
する資産を一元的に管理・保管するサービス）への
本格的な取り組みに向けて、同業務において高度な
ノウハウと高い実績を有する米国のステート・スト
リート銀行との共同検討を進めております。
加えて、受託資産管理業務における一層の品質・
信頼性の向上ならびに透明性の確保を図るため、平
成１１年度上期中にも米国基準の外部監査を導入すべ
く、準備を進めています。

受託資産の運用・管理体制�
受託資産�

指定運用�

特定運用�

三井信託銀行�
金銭信託（ユニット型）�
年金信託�
単独運用指定金銭信託�
ファンドトラスト�
その他�
�

特定金銭信託�
特定金外信託�
証券投資信託�
その他�

�

管理�運用�

投資顧問会社�
投信委託会社�
委託者�

�
受託資産運用部�

受託資産管理部�
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　高齢化時代の到来を控え、退職後の所得の中心と
なる公的年金はもちろん、これを補完する「適格退
職年金制度」や「厚生年金基金制度」等の企業年金に
ついても、その役割がますます高まっています。当
社は、企業年金制度の創設以来、制度運営の中心的
役割を担ってきました。その結果、現在では約６兆
９千億円の企業年金資産をお預かりしています。

年金信託業務への取り組み

　当社は重点取り組み分野である受託資産運用・管
理業務の中でも、年金信託業務を中核のひとつと位
置付け注力しています。
　財政面では、年金数理のスペシャリストである年
金数理人をはじめとする専門スタッフが的確かつ高
度なコンサルテーションを実施しており、運用面で
は、現代投資理論を駆使して、内外の有価証券を中
心に幅広い運用対象に分散投資し安定した運用収益
を上げるなど、包括的なサービスの提供に努めてい
ます。
　また、当社は、常に時代を先取りしたサービスの
提供に努めています。たとえば、平成１２年度から導
入が予定されている退職金・企業年金に関するグ
ローバルな会計基準が、お客様の決算や企業格付に
大きな影響を与えることから、いち早くシステム対
応を行いました。この新数理システムは、米国の会
計基準であるFAS８７による計算業務を業界で初めて

開始した当社の実績とノウハウをフルに活用して完
成させたもので、開発には１８億円の費用をかけてい
ます。システム開発と同時に、年金財政に関するコ
ンサルティング業務の担当を１４人体制に倍増し、試
算結果のご報告に加え、影響度合いの分析ならびに
対応策についての高度なコンサルテーションをご提
供しています。企業年金問題が経営の最重要課題と
なったいま、企業経営者の方々からは、タイムリー
なサービスとして大変ご好評をいただいています。
　さらに、会計基準変更への対応策として注目を集
めている確定拠出型年金制度（いわゆる日本版４０１
K）についても、商品化に向けたプロジェクトチー
ムをいち早く組成しました。確定拠出型年金の導入
を予定されるお客様に、付加価値が高くかつ競争力
のある金融サービス提供を行うため、三井グループ
金融各社をはじめ、野村證券、日本興業銀行等の有
力金融機関等との共同事業も視野に入れ、積極的に
対応しています。

政府負担金�

適格退職年金の仕組み�

(退職) 従業員掛金�

年金信託契約�

企業・従業員掛金�

厚生年金基金の仕組み�

(退職等) 従業員掛金� 企業・�
従業員掛金�

年金・�
一時金�
給付　�

年金・�
一時金給付　�

年金信託契約�

企業・従業員掛金　政府負担金�

従業員� 企業�

厚生年金基金�

受給者� 従業員�

受給者�

政府�

三井信託銀行� 企業�

三井信託銀行�

＜中央信託銀行との合併による効果＞
　合併により、年金資産残高は約２兆４千億円増
の約９兆３千億円、基金総幹事数は１００件増の２８０
件、年金数理人は６名増の２１名となり、企業年
金分野においても信託業界のトップ企業となりま
す。合併後は、この確固たる基盤のもと、年金業
務のリーディングカンパニーとして、「コンサル
ティング力」「運用力」の強化になお一層努めます。

● 年金信託業務 ●
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● 証券代行業務 ●

　株式会社が株券を証券取引所に上場または日本証
券業協会に登録する際には、信託銀行および指定さ
れた証券代行会社の中から「名義書換代理人」を選任
し、株式事務を委託することが義務付けられていま
す。この、商法に規定される「名義書換代理人」制度
に基づいて、株主名簿の管理、株式名義書換をはじ
めとした株式事務を会社に代わって執行する業務を
証券代行業務といいます。当社は昭和３３年に業務を
開始して以来、多くの委託会社から大切な株主の管
理をお任せいただき、会社と株主とのパイプ役とし
て厚い信頼をいただいています。

証券代行業務への取り組み

　証券代行業務は、高度な専門知識と正確な事務・
情報処理能力が要求されると同時に、法律や税制等
の改正に迅速に対応することが必要とされます。ま
た、株式公開会社数は年々着実に増加しており、こ
の業務の将来性は高いと考えられます。当社では、
コンピュータシステムのバックアップにより、事務
を正確かつ迅速に処理する体制を構築するととも
に、株式実務、株主総会運営、株式公開、外国人株
主動向等にかかわる諸問題に対し、社内の専門ス
タッフに加え、弁護士および学識経験者を顧問とし
て、コンサルティング体制の充実を図っています。

　平成１０年度において、収益の基盤となる管理株主
数は、株式公開会社の新規大型委託があったことを
主因として前年度比６．４％増加し、３４５万５，０００人と
なりました。委託会社数は、公開会社数が前年度比
５社増加して２７８社となり、未公開会社と合わせて
４４７社となりました。

証券代行業務取扱の仕組み�

委託会社�
（発行会社）�

株券�

諸請求・申出・届出�

株式事務代行�
委託契約�

手続完了株券�

諸請求等�
書類�

単位未満株式買取代金�
株券(郵送扱)�
受理通知書�

三井信託銀行�
国内支店�
（取次店）�

株　主�
（� ）�

三井信託銀行�
証券代行部�
名義書換代理人�
事務取扱場所�

＜中央信託銀行との合併による効果＞
　合併により、委託会社数は１，７０９社、管理株主
数は１，２７３万９，０００人と、いずれも証券代行業界
において３０％以上を占めるトップシェアを確保
し、他社の追随を許さない圧倒的な受託基盤を
有することになります。これにより、委託会社
に対する情報提供面、コンサルティング面にお
いて、より高度なサービスの提供が可能となり
ます。さらに、店舗数の増加に伴う証券代行事
務取次窓口の増加によって、株主の皆様の利便
性は飛躍的に高まります。
　今後とも高度化・多様化する委託会社ならび
に株主の皆様のニーズにきめ細かくお応えし、
会社と株主を結ぶ堅固な架け橋となるよう努め
ていきます。
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● 不動産業務 ●

　当社の不動産業務は、業務用不動産の売買および
び賃貸借の仲介、土地信託および土地有効利用に関
するコンサルティング業務、不動産の鑑定評価業務、
不動産投資および保有不動産の証券化に関するコン
サルティング業務、マンション・住宅分譲事業の販
売代行を行う販売提携業務など幅広い分野にわたっ
ています。

不動産業務への取り組み

　当社は、信託銀行トップ水準を誇る不動産鑑定
士・士補（各９２名、４５名、計１３７名）、約２，０００人の宅
地建物取引主任者、１級建築士といった不動産のス
ペシャリストを全国に配するとともに、弁護士、公
認会計士、税理士等の社外専門家とタイアップし、
万全の体制を整えています。
　不動産部門の主力である不動産売買の仲介業務に
ついては、不動産市況が依然低迷する中でも、企業
の合理化等に伴う大型商業ビル・再開発案件等の取
り扱いが増加し、平成１０年度の取扱高は前年度比
４０２億円増の１，９３０億円、取扱件数は前年度比１５６件
増１，６９９件と取引が拡大しています。大型商業施設
の誘致開発に特徴がある当社の開発部門について
も、大阪府泉佐野市における大型商業施設の着工
等、着実に実績を積み重ねています。

不動産の証券化への取り組み

　現在、多様な資産の流動化が世間の耳目を集めて
いますが、不動産においても平成１０年９月のSPC
（特別目的会社）法の施行を機に、不動産の流動化・
証券化が脚光を浴びています。
　証券化による資金調達は、これまでの企業の信用
力・格付を背景としたコーポレートファイナンスと
は異なり、資産自体の収益力を裏付けとする資産金
融（アセットファイナンス）の一形態であり、こうし
た証券化ストラクチャーの組成は、不動産業務、証

券業務、ファイナンス業務を営み、機関投資家でも
ある信託銀行ならではの業務です。
　当社は、不動産の証券化に対する企業のニーズを
いち早く察知し、不動産部内に投資コンサルティン
グの専門チームを配置してノウハウの蓄積や投資家
ニーズの把握に努めてきました。平成１１年３月に
は、オリジネーター（所有者）である東急不動産㈱の
資金調達ニーズに合わせて、㈱イトーヨーカ堂をテ
ナントとする千葉県の大型ショッピングセンターを
原資産に、不動産管理信託を活用した証券化のアレ
ンジを行い、SPC法に基づくSPCが発行した社債
の一部について、格付会社より国内初の格付を取
得、本格的な不動産の証券化に成功しました。

テナント�金融機関�

土地信託の仕組み�

1 信託�

2 受益権�

9 配当�

6 賃貸 �
�

7 賃料�
�

4 資金�
　調達�

8 元利�
　支払い�

3 建設請�
　負契約�

5 代金�
　支払い�

建設会社�
土地�
所有者�

三井信託銀行�
  信託財産（土地）�
  信託財産（建物）

10 配当・元本償還�

11 売却�

5 発行代理金支払い�

2 信託�
　受益権�
�

3 受益権の�
　売却�
�

1 不動産の�
　信託�

4 証券発行�
　(格付AAA/AA-)�
�

6 売却�
　代金�
　支払い�

7 賃貸�

8 賃料�
　支払い�

9 信託配当�

証券化のスキーム�

投資家�
　特定社債�
　優先出資�

不動産市場�

   ＳＰＣ�

社債管理会社�
�

テナント�オリジネーター�
当社�

信託受託者�
�

＜中央信託銀行との合併による効果＞
　不動産業務については、合併に先駆け、平成
１１年３月に両社間で業務協定を締結しました。
合併前から両社の不動産情報や不動産業務のノ
ウハウを結集し、いち早く信託銀行最大の店舗
ネットワークを構築するためです。今後は、業
界トップ水準の人材を通じて、これまで以上に
お客様のニーズに即した迅速な情報提供と的確
なご提案を行うことができると考えています。
　また、当社は住宅専門の関連会社である三信
住宅販売㈱、中信住宅販売㈱とも併せて業務協
定を結んでおり、両社のネットワークを通じて
従業員の皆様の持家取得・買い換え等のサポー
ト体制もより強化されています。
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リースの取り扱い

　OA・通信機器、商業設備など、技術革新のめざ
ましい分野での設備陳腐化を防ぎ、経営合理化・効
率化を促進する手段として、三信リース㈱がリー
ス・割賦を中心とする多彩な金融サービスと経験に
裏打ちされた高度なノウハウを提供しています。

振込・振替サービス

　NTTのANSERを利用し、プッシュホン、キャプ
テン端末、パソコン等により簡単な操作で資金の振
込・振替ができる「振込・振替サービス」や、預金残
高、振込・入出金明細などの情報を伝える「通知・
照会サービス」を提供しています。

会計の検査

　公益団体、宗教法人、学校法人などの財政状態、
財務諸表の検査および証明、財政診断や経理処理へ
のアドバイスを行っています。

事業支援サービス

　当社の社内外ネットワークを活かし、お客様の事
業ニーズに合った事業支援活動を行います。各種情
報のご提供をはじめ、業務提携やM＆Aの仲介等を
通じ、販路開拓へのご協力や技術応用先ご紹介等、
お客様の業務展開を的確にアシストします。

クレジットカード（中央三井カード）の取り扱い

クレジットカードとして、UC・MC・JCBの３
ブランドを取り扱っています。国内ではUC・MC・
JCB・マスターカード・VISAの各加盟店、海外で
はマスターカード・VISAおよびJCBの各加盟店に
おいて、サインひとつでショッピングやお食事がで
きるほか、カードローンやキャッシングサービス等
もご利用いただけます。また、法人のお客様につい
ては、社内事務の合理化にも役立つコーポレート
カード、大型法人カードも取り扱っています。

● 福利厚生サポートサービス ●

　従業員の皆様への福利厚生のためのサービスとし
て、持家融資制度、提携ローン制度をはじめ、従業
員の皆様に対する財務コンサルティング・サービス
など、さまざまなメニューをご用意しています。ま
た、これらのサービスの新しい提供方法として、エ
クストラネットの仕組みを利用してお客様の社内パ
ソコンネットワークと当社をオンラインで結ぶ「三井
信託銀行 On-Line相談室」を開設し、当社金融商品
のご案内、ならびに各種のご相談を実施しています。

持家融資制度

　制度の仕組み・融資条件をオーダーメードで定め
る持家融資制度をご提案しています。お客様にとっ
ては、資金負担、事務負担なく福利厚生の充実を図
ることができ、また従業員の皆様にも、簡単な手続
きでご利用いただけるメリットがあります。

提携フリーローン制度

　従業員の皆様のさまざまな資金使途に対応できる
よう商品設計を行う提携フリーローン制度の採用を
ご提案し、福利厚生充実のお手伝いをさせていただ
きます。

財形制度

　法人のお客様に対し、福利厚生制度充実の一環と
しての財形制度の採用をご提案しています。財形制
度は①勤労者の自助努力に基づく財形貯蓄制度（一
般財形貯蓄・住宅財形貯蓄・年金財形貯蓄）、②財
形貯蓄が原資となる財形持家融資制度・財形教育融
資制度等、からなる、勤労者の財産形成を貯蓄・融
資の両面から支援する制度です。

● 海外拠点を通じたサービス ●

　海外においても、信託銀行の強みが発揮できる業
務を強化しています。具体的には、欧州における現
地子会社「三井トラストインターナショナル㈱」（ロ
ンドン）を投資顧問業を主業とする会社に、米国に
おける「米国三井信託会社㈱」（ニューヨーク、旧社

名「米国三井信託銀行㈱」）を信託業務専業の会社に
それぞれ業種転換しています。この体制のもと、受
託資産運用・管理業務におけるお客様のグローバル
な運用・管理ニーズにお応えしていく方針です。

● その他のサービス ●



THE MITSUI TRUST AND BANKING COMPANY, LIMITED 1999

30

三井信託銀行グループについて

三信信用保証�

�

プルデンシャル三井トラスト投信�

三井信カード�

�

三信住宅販売�

�

�

三信リース�

�

�

�

�

�

�

�

個人ローン�

個人ローンの保証�

資産運用、各種金融商品�

証券投資信託委託業務�

クレジットカード業務�

不動産仲介・有効利用�

住宅の仲介業務�

遺言書保管・執行�

融資業務�

リース業務�

法人資産運用�

受託資産運用業務�

投資顧問業務�

受託資産管理業務�

年金信託業務�

証券代行業務�

不動産仲介・有効利用・鑑定評価�

三井信託銀行グループに係る�
研修・教育業務�三信クリエイト�

三井信託銀行の証券代行業務に係る�
事務代行�

三井信託銀行グループに係る�
コンピュータ関連業務�

三井信託銀行に係る�
事務代行および労働者派遣業務�

三信証券代行ビジネス�

三井信情報システム�

三井信ビジネスサービス�

業
務
効
率
化�

三
井
信
託
銀
行�

（平成11年6月30日現在）�

三信投資顧問�

�

個
人
の
お
客
様
向
け
サ
ー
ビ
ス�

法
人
の
お
客
様
向
け
サ
ー
ビ
ス�

グループ各社の専門機能を活かして
お客様に総合的なサービスをご提供します。

（注）三信投資顧問は、平成11年7月1日に中信投資顧問と合併し、中央三井アセットマネジメントとなっています。
三信信用保証は、平成11年7月1日に中央信用保証と合併し、中央三井信用保証となっています。
三井信カードは、平成11年7月1日に中央カードサービスと合併し、中央三井カードとなっています。
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�

　�

貸付信託のお利息を半年複利で運用し、満期時に元利金をまとめ
てお受け取りになれる元本保証の貯蓄商品です。�
��
元本保証、安全・有利な貯蓄商品です。金融情勢に応じた変動金
利による収益金を半年ごとにお受け取りになれます。�
��
１カ月ごとに利率を見直す貯蓄商品です。１カ月たてば自由に必要
な額だけお引き出しいただけます。なお、元本の保証はありません。�
��
お預け入れ時点の金融情勢に応じて利率を決定する貯蓄商品です。
１年たてばお引き出し自由。中期運用プランに最適です。なお、元
本の保証はありません。�

�
元本保証の貯蓄商品です。満期日を自由に設定できるため、目標
に向かって着実に貯める積立型に最適です。�
�
��
お客様の生活設計に合わせた積立・受取プランを自由に設定でき
る個人年金です。ご資金を金銭信託で運用し、計画的にお受け取
りになれます。�

�
月 ５々，０００円から始められる積立貯蓄商品です。金銭信託で半年
複利で運用し、５年後にはお利息とお積立金をまとめてお受け取り
になれます。�

�
ふやす－ビッグ、ヒット、スーパーヒット。使う－普通預金。借りる－ビッ
グ等の残高に応じた自動融資。この３つの機能が１つにセットされ
たとても便利な口座です。�

�
株式や債券といった有価証券に運用し、運用の損益をお客様にお
返しする商品です。運用は投資信託会社が行っています。三井信
託銀行では、MMFのほか、国内債券・株式に運用するファンド、海
外債券・株式に運用するファンドまで、幅広くご用意しています。なお、
元本の保証はありません。�

ビッグ�
（収益満期受取型貸付信託）�
�
�
貸付信託�
（収益分配型）�
�
�
ヒット�
（金銭信託１カ月据置型）�
�
�
スーパーヒット�
（金銭信託新１年据置型）�
�

�
金銭信託�
�
�
�
�
個人年金信託�
“マイライフ”�
�

�
積立貯蓄�
“グリーン信託”�
�

�
信託総合口座�
�
�

�
投資信託�
�

１万円以上�
１万円単位�

��
１万円以上�
１万円単位�

��
１００円以上�
１円単位�
��

１００円以上�
１円単位�
�

�
５，０００円以上�
１円単位�
�
��

５，０００円以上�
１円単位�
�

�
５，０００円以上�
１円単位�
�

�
―�
�
�

�
―�
�

種　類� 特　色� お預け入れ単位� お預け入れ期間�

５年�
２年�
��

５年�
２年�
��

１カ月以上�
��
�

１年以上�
�
�

�
５年以上�
２年以上�
１年以上�
��

原則として　�
６年以上２５年�
以内 �

�
５年�
�
�

�
―�
�
�

�
―�
�

主に営業用の資金決済にご利用いただけます。お払い出しには
小切手、手形が使用されます。�
��
一時的なお預け入れ、公共料金の自動支払い、クレジットの決済口
座として、また、給料や年金などのお受け取り口座としてご利用い
ただけます。��
�
短期間のまとまった資金運用にご利用いただけます。お引き出しの
２日前にご通知いただくことが必要です。�

当座預金�
�
�
�
普通預金�
�
�
�
�
通知預金�
�

１円以上�
１円単位�
��

１円以上�
１円単位�
�
��

５万円以上�
１円単位�

制限なし�
�
��

制限なし�
�
�
��

７日以上�

種　類� 特　色� お預け入れ単位� お預け入れ期間�

銀行預金�

信託商品�

主な商品・サービスのご案内
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納税を目的にご利用いただけます。納税のためのお引き出しには
利息に税金がかかりません。�
��
１，０００万円以上の大口資金をお預けになるのにご利用いただけます。
金融市場の実勢金利を反映して利率が決定されます。お預け入
れ日に契約した金利は満期まで変わりません。�
��
大口定期預金と同様に、金融マーケットの金利情勢を受けて利率
が決定されます。お預け入れ日に契約した金利は満期まで変わりま
せん。�
��
お預け入れ後、６カ月ごとに金融マーケットの金利情勢に従って利
率が変動する新しいタイプの定期預金です。�
�
��
５，０００万円以上の大口資金の運用にご利用いただけます。満期
前の解約はできませんが、譲渡することで換金は可能です。利率
はお預け入れ期間、金利動向等を考慮して契約時に決定されます。�
��
米ドル建てでご利用いただける自由金利商品です。お払出時の為
替相場により円でのお受取額が変動します。テレホンバンキングで
のお預け入れ、お払い出しが可能です。�

納税準備預金�
�
�
�
大口定期�
（自由金利型定期預金）�
�
�
�
スーパー定期�
（自由金利型定期預金Ｍ型）�
�
�
�
リズム�
（変動金利型定期預金�
  標準型）�
�
�
譲渡性預金�
（ＮＣＤ）�
�
�
�
米ドル建外貨定期預金�
（為替オープン型）�

種　類� 特　色� お預け入れ単位� お預け入れ期間�

�

特別障害者のご親族や篤志家が、障害者の生活安定を図るため、金銭などを当社に信託し、当社が管理・運
用した信託財産から生活費や医療費を特別障害者に定期的に給付するものです。�
��
勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者の財産づくりを促進し、豊かな生活を実現するものです。お積み立
ては毎月の給与や賞与からの天引きです。�
��
財形貯蓄を行う勤労者に対して事業主が直接金銭を援助することを目的とする信託です。�
�
��
社内預金制度を行う際に義務づけられている保全措置のひとつで、事業主と信託銀行の契約に基づく信託
です。社内預金の社外積み立てにより、万一の際の保全を図るものです。�
��
従業員が給与や賞与から天引きで積み立てた資金と事業主からの奨励金を合わせ、自社株式などを毎月継
続して買い付けたり管理することを目的とした信託です。�
��
お客様の指図に基づき、有価証券等に運用する実績配当の信託商品です。�
��
企業の社債発行に伴い、信託銀行が担保権の保存・実行にあたる信託です。�
��
企業が有する売掛債権、オートローン債権などの金銭債権を、信託銀行が企業等の資金調達を目的として受
託し、その受益権を投資家の皆様にご案内する信託です。�
��
証券会社等の顧客預り金を保全するための信託です。これにより、投資家の方々の証券会社への預け金を保
護しています。�

特定贈与信託�
�
�
�
財産形成信託�
�
�
�
財産形成給付金信託／�
財産形成基金信託�
�
�
社内預金引当信託�
�
�
�
従業員持株信託�
�
�
�
特定金銭信託�
�
�
担保付社債信託�
�
�
金銭債権の信託�
�
�
�
顧客分別金信託�

種　類� 特　色�

その他の信託�

１円以上�
１円単位�
��

１，０００万円以上�
１円単位�
�
��

１００円以上�
１円単位�
�
��

１００円以上�
１円単位��
�
�

５，０００万円以上�
１，０００万円単位�

�
��

３，０００米ドル以上�

制限なし�
�
��

１カ月以上�
５年以内�

�
��

１カ月以上�
５年以内�

�
��
３年�
５年�
�
��

制限なし�
�
�
��

３・６・１２カ月�

銀行預金�
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ご自宅の新築・購入・増改築資金など「住まい」に
関して幅広くご利用いただけます。お客様とのお
取引状況に応じ優遇金利もご用意しています。�
��
アパート、賃貸マンションなどの新築・購入資金に
ご利用いただけます。建築資金などのご融資だ
けでなく、ご所有地の有効利用についてきめ細か
くお手伝いします。�
��
ご自宅を担保に最高１億円までご利用可能な大
型のローンで、資金使途は自由（事業性資金を
除く）です。�
��
入学金、授業料など教育にかかわる諸費用に、
最高５００万円まで無担保でご利用いただけます。
ご進学決定前でも随時お申し込みを受け付けて
います。�
��
結婚資金や教育資金などの生活設計資金から、
急なご用立てまでどのような目的にもご利用いた
だけます。�
�
��
企業と当社が従業員向け住宅ローン制度の基
本契約を締結し、お借り入れを希望する従業員
に対し、当社がご融資を行うもので、従業員の持
家実現にご利用いただけます。�
��
企業と当社が従業員向けフリーローン制度の基
本契約を締結し、当社が従業員向けにご融資を
行うもので、福利厚生制度を一層充実させるもの
としてご利用いただけます。�
��
不動産販売会社等とローン保証会社、当社との３
者間の提携により、特定の不動産を購入される方
に当社が購入資金をご融資する制度です。�

最高１億円�
�
�
��
―�
�
�
�
��

最高１億円�
�
�
��

最高５００万円�
�
�
�
��

最高５０万円�
　  １００万円�
　  ２００万円�
　の３タイプ�

��
―�
�
�
�
��
―�
�
�
�
��
―�

最長３５年�
�
�
��

最長３５年�
�
�
�
��

最長３０年�
�
�
��

最長１０年�
�
�
�
��

３年�
�
�
�
��
―�
�
�
�
��
―�
�
�
�
��
―�

 ○ ○ ○�
�
�
��
 ○ ○ ○�
�
�
�
 �
�
      �
�
�
�
   ○ ○�
�
�

��
�
    ○�
�
�
�
��
   ―�
�
�
 �
��
   ―�
�
�
�
��
   ―�

住宅ローン�
�
�
�
�
アパートローン�
�
�
�
�
�
大型フリーローン�
�
�
�
�
教育ローン�
�
�
�
�
�
カードローン�
“ステージ”�
�
�
�
�
提携ローン／�
持家融資�
�
�
�
�
提携ローン／�
提携フリーローン�
�
�
�
�
提携ローン／�
提携ホームローン�

種　類� 融資金額� 融資期間�特　色�
固定金利指定型�
（３年、５年、１０年）�固定�変動�

※ローンのご利用に際してはご返済計画に無理がないかどうか、よくご検討ください。�
（平成１１年６月３０日現在）�

�
○�

生前にご用意された遺言書を確実にお預かりしたり、お亡くなりになった後に遺言書に従ってご遺産を遺言執
行者として分配するサービスです。�
��
ご遺産の処分・分配事務をご遺族に代わって行うサービスです。�

遺言書保管・遺言執行�
�
�
�
遺産整理�

種　類� 特　色�

相続関連�

ローン商品�
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1924大正１３年 ● 三井信託株式会社創立
（信託業法に基づくわが国最初の信託
会社として設立）

三井信託銀行のあゆみ

大正１３年にわが国初の信託会社として誕生して７５年。時代の変化に対応しながら、三井信託銀行は常に業界
のパイオニアとして信託制度の普及、信託商品の開発・改善に努め、歩み続けてきました。

　　４６年 ● 第１次オンライン（貸付信託・同収益
振込口金銭信託）稼動開始

● ニューヨーク信託合同事務所設置（信
託銀行６社共同）

貸付信託オンライン開通式（昭和４６年）営業免許書（大正１３年） 開業時のパンフレット

信託車輛（東横線）と信託表示板

昭和４年 ● 遺言の執行業務開始
　　８年 ● わが国初のオープンエンドモーゲー

ジ制度による担保付社債信託引受
　　２３年 ● 東京信託銀行株式会社に改称、銀行

業務開始
　　２５年 ● 外国為替業務開始
　　２６年 ● 証券投資信託業務開始
　　２７年 ● 三井信託銀行株式会社に改称

● 貸付信託取扱開始
　　３１年 ● わが国初の車両信託受託
　　３３年 ● 証券代行業務開始
　　３５年 ● わが国初の船舶信託受託
　　３７年 ● 適格退職年金信託業務開始
　　３８年 ● 第四銀行より信託勘定引継
　　４１年 ● 厚生年金基金信託業務開始
　　４３年 ● 日本医師会医師年金受託

● 総資金量１兆円突破
　　４４年 ● 従業員持株信託業務開始

　　４７年 ● 財産形成信託取扱開始
● マイホームローン取扱開始

　　４８年 ● 住宅ローン債権信託取扱開始
　　４９年 ● 二ューヨーク支店開設（初の海外

支店）
　　５０年 ● プルデンシャル社と投資顧問契約

締結
● 特定贈与信託業務開始

　　５２年 ● 公益信託当社第１号受託
　　５３年 ● 三信信用保証㈱設立
　　５４年 ● 譲渡性預金（ＮＣＤ）取扱開始
　　５５年 ● 個人年金信託“マイライフ”取扱開始

● 第２次オンライン（受与信総合）全店
稼動
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　　５６年 ● 信託総合口座取扱開始
● 収益満期受取型貸付信託“ビッグ”取

扱開始
● マネーファンドトラスト取扱開始

　　５７年 ● 全店ＡＴＭ設置
● 財産形成年金信託取扱開始

　　５８年 ● 国債等公共債の窓口販売開始
● 信託銀行オンライン・キャッシュ

サービス（ＳＯＣＳ）スタート
● 三井信カード㈱設立
● 総資金量１０兆円突破
● 「公益信託富士フイルム・グリーン

ファンド」受託
　　５９年 ● 公共債のディーリング業務開始

● 土地信託当社第１号受託
　　６０年 ● 市場金利連動型預金（ＭＭＣ）取扱

開始
● 公共債担保の信託総合口座取扱開始
● 自由金利型大口定期預金取扱開始
● 財産コンサルタント制度新設
● 金銭信託“ヒット”取扱開始

　　３年　 ● 個人年金信託（相互扶助型）“マイルー
ト”取扱開始

● 「公益信託地球環境日本基金」スタート
● 社会貢献信託“ヒューマン”取扱開始
● スーパー定期取扱開始
● サンデーバンキング開始

　　４年　　 ● 貯蓄預金取扱開始
● 金銭信託（ユニット型）“シュート”

取扱開始
　　５年        ● 個人向けローン１兆円突破

● 東日本銀行と第１号の信託代理店契
約締結

　　６年 ● 創立７０周年
● 年金ＡＬＭ業務開始

　　７年 ● 日経３００投信受託
● 「公益信託阪神・淡路大震災遺児育英

基金」を初年度代表受託者として受託
　　８年 ● 年金福祉事業団ＬＰＳの第１号案件

受託
● 地方銀行、第二地方銀行とのCDオ

ンライン提携開始

夏のスーパージョイント
キャンペーンのポスター
（平成１１年）

　　６１年 ● 三井信情報システム㈱設立
● 三井トラストインターナショナル㈱

設立
● 信託業界初のユーロ円債代表主幹事

獲得
● 三信投資顧問㈱設立

　　６２年 ● 公有地土地信託当社第１号受託
● 米国三井信託銀行㈱設立

　　６３年 ● ＣＢＴ、ＣＭＥ正会員権取得
● 資産活用ローン“ライフステージ”

取扱開始
● 三信住宅販売㈱設立
● 総資金量２０兆円突破

平成元年 ● 金融先物取次業務開始
● 金銭信託“スーパーヒット”取扱開始
● ロンドン証券取引所に上場

　　２年 ● 都市銀行とのＣＤオンライン提携
開始

● 三井信ビジネスサービス㈱設立
● 第３次オンライン（新受与信総合）全

店稼動

　　９年 ● 変動金利型定期預金標準型“リズム”
取扱開始

● 「ダイレクトマーケティングセンター」
開設

　　１０年 ● プルデンシャル三井トラスト投信㈱
設立

● 大手銀行初のインストアブランチ「コ
ンサルプラザ日吉」オープン

● 投資信託窓口販売開始
● 新宿西口「投信センター」オープン

　　１１年 ● 中央信託銀行との合併を決定
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◇街づくりなどへの助成

　地方公共団体、土地区画整理組合
などから信託された財産をもとに、
街づくりや都市環境の整備・保全活
動に対して助成を行います。
ヨコハマポートサイドまちづくりトラス
ト、世田谷まちづくりファンドほか

◇芸術・文化振興活動への助成

　音楽、美術、工芸等の芸術活動、
文化の調査・研究、芸術の普及向上
活動、文化財の保存および活用等、
芸術・文化振興活動に対して助成を
行います。
黒柳守綱記念音楽奨励基金、中島健蔵記念
現代音楽振興基金、村松音楽舞踊振興基金
ほか

◇社会福祉事業への助成

　社会福祉の向上のために活動する
個人、団体、福祉施設に対して助成
を行います。
障害者愛の福祉基金、池田輝子記念障害者
福祉基金ほか

◇各種の教育振興活動への助成

　学校教育、障害者教育、青少年等
を対象とするスポーツ・文化・芸術
活動等社会教育の振興活動に対して
助成を行います。
八千代市民文化福祉基金（ジロー基金）、コ
ミュニティファンドさざんかさっちゃん教
育基金ほか

◇国際協力、国際交流促進活動な
どへの助成

　海外の経済、技術協力の推進活動
および教育、学術、文化等の国際交
流活動に対して助成を行います。
アジア・コミュニティ・トラスト、北海
道・ロシア極東医療交流基金（コース
チャー基金）ほか

公益信託受託状況（順不同）

◇奨学金の支給

　勉学の意志を持ちながら、経済的
理由により修学が困難な国内の学
生・留学生に対して奨学金を給付し
ます。
井深大記念奨学基金、野原産業記念警察遺
児育英基金、山路ふみ子奨学基金、ヤマハ
発動機国際友好基金ほか

◇自然環境の保全などへの助成

　国内外の優れた自然環境の保全、絶
滅危惧種の保護、国土の緑化事業の
推進などのために活動している団
体・個人に対して助成を行います。
富士フイルム・グリーンファンド、ミキモ
ト海洋生態研究助成基金、サントリー世界
愛鳥基金、自然保護ボランティアファンド
ほか

◇学術研究などへの助成

　医学、科学技術等の自然科学の研
究や、人文科学等の研究に対する助
成、国内外の学術交流の費用の助成
を行います。
林女性自然科学者研究助成基金、
「生命の彩」ALS研究助成基金ほか

公益信託について

　当社は従来から公益信託業務の開発等において指導的役割を果たし、昭和５２年の取扱開始以来、ニーズの多様化に対
応しながら業務の発展に努めてきました。その結果、平成１１年４月末現在の受託件数は１１５件、信託財産残高は業界トッ
プレベルの１３６億円にのぼっています。
　公益信託とは、個人や企業等が自らの財産を信託銀行に信託し、信託銀行が公益目的に従ってその財産を管理・運用
し、公益のために役立てる制度です。財団などの公益法人と機能は似ていますが、それよりも安い経費で、また弾力的・
効率的に運営することができます。さらに、一定の要件を満たす公益信託は、所得税、相続税などで優遇措置を受ける
ことができます。また、公益信託の名称には、財産を信託された方の名前や会社名を入れることができるため、公益に
資する志は末永く顕彰されることになります。

（ 三井信託銀行 ）�

受     託     者�

運  営  委  員  会  

信  託  管  理  人�

  助    成    先 

  助    成    先 

5 監督�

3 許可�
�

2 申請�

1 コンサルテーション�

4 公益信託の設定　�
�

6 受益者の利益代表�
   重要事項の同意・承認�

7 公益信託運営上の重要�
   事項に関する勧告等�

8 助成金の給付�

（出損者）�
委　　託　　者�

主  務  官  庁�

  助    成    先 

  助    成    先 

公益信託の仕組み�

（
受
益
者
）�

助成事業執行� 事務局運営� 信託財産管理�
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●

当
社
の
業
務
内
容
　
●

信託業務
●金銭信託
信託引受の際に信託財産として金銭を受け入れ、これを貸付
金、有価証券等に運用し、信託終了の際は、金銭をもって受益
者に交付する信託です。
　信託財産たる金銭の運用方法を貸付あるいは公社債への投資
等契約により委託者が指定するもの（指定金銭信託）、信託財産
たる金銭の運用方法および目的物を何会社株式への投資等契約
により委託者が特定するもの（特定金銭信託）があります。

●年金信託
年金信託契約に基づき、企業、厚生年金基金または国民年金
基金より拠出される掛け金を信託財産として受け入れ、これを
契約により委託者があらかじめ指定または特定するものに運用
することによって退職者等に年金または一時金を支給する信託
です。

●財産形成給付信託
財産形成給付金信託契約に基づき、企業より拠出される掛け
金を信託財産として受け入れ、これを契約により委託者があら
かじめ指定するものに運用することによって従業員等に給付金
を支給する信託（財産形成給付金信託）と、財産形成基金信託契
約に基づき、勤労者財産形成基金より拠出される掛け金を信託
財産として受け入れ、これを契約により委託者があらかじめ指
定するものに運用することによって基金の加入員等に給付金を
支給する信託（財産形成基金信託）があります。

●貸付信託
貸付信託法に基づき、受益証券の発行により集めた資金を信
託財産として受け入れ、これを国民経済の健全な発展に必要な
分野に長期投資し、信託終了の際は、金銭をもって受益者に交
付する信託です。

●証券投資信託
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律に基づき、投資
信託委託業者が受益証券の発行によって集めた資金を信託財産
として受け入れ、これを委託者の指図に従って株式、公社債等
に投資運用し、信託終了の際は、金銭をもって受益者に交付す
る信託です。

●金銭信託以外の金銭の信託
信託引受の際に信託財産として金銭を受け入れ、これを委託
者が指定または特定するものに投資運用し、信託終了の際は、
その時現在の投資財産のまま受益者に交付する信託です。

●有価証券の信託
信託引受の際に有価証券を受け入れる信託で、信託財産とし
て受け入れた有価証券の管理を目的とし、公社債の利札や償還
金の取り立て、株式配当金の受け取り、株式の払い込み、株主
権の行使等、一切の処理を代行する信託（管理有価証券信託）
と、信託財産として受け入れた有価証券の運用を目的とし、有
価証券本来の所得（利札金、配当金等）のほかに運用利益をあげ
る信託（運用有価証券信託）があります。

当社の業務内容

●金銭債権の信託
金銭債権の流動化に伴う資金調達あるいは金銭債権の取り立
て、管理、処分およびこれに関連する担保権の保全等を目的と
する信託です。現在では企業の保有するリース・割賦債権およ
び銀行の保有する貸付債権等の信託がこの形態で利用されてい
ます。

●動産の信託
車両その他の輸送用設備、機械用設備の管理または処分を目
的とする信託で、賃貸料の取り立て、租税公課、修繕費用の支
払いその他一切の管理事務を行うほか売却等処分に関する事務
を代行するものです。

●土地およびその定着物の信託
不動産信託や土地信託ともいわれ、土地、建物等の管理また
は処分を目的とする信託です。受託不動産の有効活用を図るた
めに、建物の建設や土地の造成を経た後に、地代、家賃の取り
立て、租税公課、修繕費用の支払い、その他一切の管理事務を
行う場合や公正妥当な価格で分譲する場合あるいは単に受託不
動産の管理事務を行う場合があります。

●地上権の信託
土地およびその定着物ではなく、地上権を信託財産とする信
託です。信託目的等は前記の「土地およびその定着物の信託」と
同じです。

●土地の賃借権の信託
土地およびその定着物ではなく、土地の賃借権を信託財産と
する信託です。信託目的等は前記の「土地およびその定着物の
信託」と同じです。

●包括信託
信託引受の際に信託財産として財産の種類（金銭、有価証

券、金銭債権等）を異にする２つ以上の財産を一信託契約によ
り受け入れる信託です。

銀行業務
●預金業務
・預金
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、別
段預金、納税準備預金および外貨預金等を取り扱っています。
・譲渡性預金
譲渡可能な定期預金を取り扱っています。

●貸付、手形の割引
手形貸付、証書貸付、当座貸越ならびに銀行引受手形、荷付
為替手形、商業手形の割引を行っています。

●内国為替
送金為替、当座振込および代金取立等を取り扱っています。

●外国為替
外国為替公認銀行として輸出、輸入および外国送金その他外
国為替に関する各種業務を取り扱っています。

●商品有価証券の売買
国債等公共債の売買業務を行っています。
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●有価証券への投資
預金の支払準備および資金運用のため、国債、地方債、社

債、株式およびその他の証券に投資しています。

●貸付有価証券
顧客が取引保証等として差し入れる公社債等を貸し渡すもの
です。

担保附社債に関する信託業務
　担保附社債信託法に基づき、社債に対し付せられた担保権の信託
に関する業務です。

金融先物取引等の受託等業務
　金融先物・オプション取引、証券先物・オプション取引の受託お
よび金利先渡取引・為替先渡取引業務を行っています。

その他併営業務
●保護預り
・開封預り
公社債、株式等の寄託物を封かんせず、現品のまま預か

り、保証の責に任ずるものです。
・封かん預り
寄託者自身が密封した有価証券その他貴重品を預かり、保
証の責に任ずるものです。
・貸金庫
金庫室に大小多数の保護函を備え、これを顧客に貸し渡す
ものです。

●債務の保証
顧客の依頼により銀行等に対し手形保証または保証書等の形
式により保証料を徴して保証するものです。

●不動産売買の媒介
宅地建物取引業法に基づく、不動産売買に係る代理・媒介業
務です（ただし、代理業務は後記「次の事項に関する代理事務」
に基づくものです）。

●不動産貸借の媒介
宅地建物取引業法に基づく、不動産貸借に係る代理・媒介業
務です（ただし、代理業務は後記「次の事項に関する代理事務」
に基づくものです）。

●不動産の鑑定評価
不動産の鑑定評価に関する法律に基づく、不動産鑑定評価業
務です。

●金銭貸借の媒介

●国債、地方債ならびに政府が元本の償還および利息の支払いに
ついて保証している社債その他の債券の引き受け、売り出しま
たは募集もしくは売り出しの取り扱い

●株式の払込金等の受け入れ

●公社債の元利金、株式配当金およびその他の証券に対する収益
分配金の支払い

●財産に関する遺言の執行

●会計の検査

●次の事項に関する代理事務
・財産の取得、管理、処分または貸借
有価証券等の売買代理のほか、顧客に対して投資に関する
情報提供、投資相談などを行う投資顧問業務があります。
・財産の整理または清算
・債権の取り立て
・債務の履行

●証券代行業務
・名義書換代理人事務
当社が商法上の「名義書換代理人」となって、委託会社に代
わり株式の名義書換、配当金の支払い、株主総会の招集通知
状の発送、増資に伴う事務、株主からの諸届けの受理等株式
事務一切を行うものです。
・外国株式事務
国内上場外国株式の保管、実質株主への配当金の支払いな
らびに諸通知の発送等を行うものです。

●社債の募集または管理の受託

●社債等登録法による登録機関として行う公社債の登録事務

●日本銀行国債代理店および歳入代理店事務ならびに地方公共団
体の公金収納事務等

●中小企業金融公庫、住宅金融公庫および年金福祉事業団代理貸
付等

●国債等公共債および証券投資信託の窓口販売

●コマーシャル・ペーパー等の取り扱い
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平成１０年度の経済環境

　当期における金融経済環境を顧みますと、海外におい

ては、米国では好調な個人消費を背景に長きにわたる高

い成長が続く中、アジアでは一昨年の金融・通貨危機の

後遺症から景気が総じて低迷し、欧州でもこれまで堅調

だった景気に減速が見られるなど、米国経済の堅調さが

際立った１年でした。

　一方、わが国経済においては、設備投資や個人消費な

どの民間需要が落ち込み、平成１０年１０月～１２月期の実質

GDPが統計開始以来初めて５四半期連続のマイナス成長

を記録するなど、実体経済は一段の悪化を余儀なくされ

ました。企業のリストラの本格化で雇用・所得環境も厳

しい状況が続いていますが、期末にかけては追加的な金

融緩和措置や金融機関の公的資金導入を背景に金融シス

テムへの不安が和らぎ、一部の経済指標に明るさが見え

始めるなど、景気は足元下げ止まりの様相を呈してい

ます。

　こうした情勢のもと、国内の金融環境については、追

加的な金融緩和措置により短期金利は一段と低下し、長

期金利も総じて低下基調で推移しました。また、株式市

況は金融システム不安等から昨年１０月にバブル崩壊後最

安値をつけましたが、期末には日経平均株価で１５，８００円

台まで回復しました。為替も一時８年ぶりの安値となる

水準まで円安が進行しましたが、期末には１米ドル１２０

円台となりました。

平成１０年度の業績

　以上のような金融経済環境のもとで、当社は引き続き

資産のより一層の健全化に取り組むとともに、経営のさ

らなる効率化と営業基盤の強化に努めました。

　収益・費用については、経常収益は前期比１，２４２億円

減少して７，４１３億円となりました。このうち、信託報酬

は前期比３９６億円減少して９０９億円となっています。

　当期は、金融検査マニュアルおよび引当ガイドライン

に基づき積極的な引当を行うなど、４，２２１億円にのぼる

不良債権の処理を実施しました。また、有価証券含み損

についても９５０億円を処理しました。この結果、経常費

用は前期比７６７億円増加して９，３８０億円となりました。

　以上の結果、当期は１，９６６億３４百万円の経常損失を計

上することになりました。また、当期より税効果会計を

平成９年度

８６５，６４５
４９０，７８８
１３０，６０８
８６１，２４１
４４４，１７９
１８５，７９８
△５９，１８１

１２４，１９８
１２１，１６０
１５６，４３７
９７，２５５
４，４０３
７，５０６
８，９６８
５，０７１

１６９，４８３
１，１９８，２９６千株

３９４，８４０
１２，０５６，９２７
３，７３８，９１４
６，１０５，０１２
３，９４８，７４２
３１，００７，３４５
３，５４２，１３９
１３，９１３，９６１

７９．８１％
５，６０３人

科目 期別

経常収益
　資金運用収益
　信託報酬
経常費用
　資金調達費用
業務粗利益
一般貸倒引当金繰入額
（△は一般貸倒引当金取崩額）
営業経費
業務純益
信託勘定償却前業務純益（注）１．

実勢業務純益（注）１．

経常利益（△は経常損失）
当期純利益（△は当期純損失）
当期未処分利益（△は当期未処理損失）
次期繰越利益
資本金
発行済株式総数（普通株式）

　　　（優先株式）
純資産額
総資産額
預金残高
貸出金残高
有価証券残高
信託財産額
信託勘定貸出金残高
信託勘定有価証券残高
単体自己資本比率
配当性向
従業員数

財務ハイライト（単体） （単位：百万円）

平成６年度

１，０３３，７５１
７１６，９３７
１２１，９７７

１，０１８，０４８
６６５，４１５
１６６，９１９
２８，７７３

１１３，７６６
２５，１４１
９８，０３４
１２６，８０７
１５，７０２
１０，５５４
１０，８４３
５，２２１

１６９，４８３
１，１９８，２９６千株

６５０，３２３
１３，６６２，５５２
３，７３８，９３８
６，１６２，２９０
４，２６６，１７７
３０，８０６，２４７
５，２５９，９６０
１０，６８８，４６６

７９．４７％
６，０１３人

平成７年度

１，０５３，７８６
７７７，４４５
１０８，６６８

１，３００，６４２
６７０，７８７
２１１，４８８
２９，７５４

１１４，８１１
６７，２８０
１２５，７７０
１５５，５２５
△２４６，８５６
△２５３，７０２
△２５３，５１４
５，３９１

１６９，４８３
１，１９８，２９６千株

３８８，１６２
１３，７７６，３７２
４，４０４，８１６
６，４５２，６１７
３，８６７，７１１
３０，５３９，２１４
４，９８７，７９６
１１，９２３，３３３

－
５，９１７人

平成８年度

１，０５０，２８１
５８７，６７５
２０２，７３７

１，０４５，３３４
５３３，７１８
２４８，９２１
３２，００８

１２３，１５７
９４，７０７
８４，６３６
１１６，６４４
４，９４７
１１，１５４
１２，９５１
５，０５７

１６９，４８３
１，１９８，２９６千株

３９３，３２５
１２，２３４，１６７
３，８３４，４９１
６，８８９，９３９
３，６２９，２２４
３３，０９２，４５６
３，９４７，８４８
１３，３６９，１１３

５３．７１％
５，８０７人

（注）１．平成８年度の数値は、政令改正に伴う特別留保金取崩額を除外したものです。

平成１０年度

７４１，３９２
４１２，３０８
９０，９６６
９３８，０２６
３５１，７１９
１８１，５９６

４４１

１２７，０２３
５６，２１２
１０５，２７９
１０５，７２０
△１９６，６３４
△１４４，０２１
△１０，１１８
５，０９８

３８３，４３０
１，６８７，４３５千株
７１５，０００千株
７４９，５６７

９，４３８，１６６
３，４７６，２９１
４，６６８，７３８
３，２４０，４６４
２９，５５５，１７７
３，１１８，８０２
１４，６０７，６２９

１５．６４％
－

５，１９７人
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適用しており、その結果、当期純損失は１，４４０億２１百万

円となりました。なお、１株当りの当期純損失は１１０円

１４銭です。また、当期純損失に過年度税効果調整額

１，３２４億２６百万円等を加減した当期未処理損失は１０１億

１８百万円となり、任意積立金２０３億円を取り崩した結

果、配当実施後の次期繰越利益は５０億９８百万円となりま

した。

　預金につきましては、期中２，６２６億円減少し、当期末

残高は３兆４，７６２億円となりました。なお、このうち国内

の自由金利型定期預金については、積極的な取り込みを

行った結果、期中４，０８３億円増加しました。

　信託資金につきましては、貸付信託、証券投資信託の

減少等により、信託財産の総額は期中１兆４，５２１億円減少

し、２９兆５，５５１億円となりました。このうち、元本補て

ん契約のある合同運用指定金銭信託および貸付信託の期

末残高は合計で６兆９，３１３億円でした。年金信託につきま

しては、期中４７億円増加して期末残高は４兆３，３５８億円と

なりました。

　貸出金につきましては、銀行勘定では不良債権の最終

処理の推進および不良債権に係る会計処理方法の変更等

により、期中１兆４，３６２億円減少して当期末残高は４兆

６，６８７億円となり、信託勘定では４，２３３億円減少して期末

残高は３兆１，１８８億円となりました。

　なお、住宅ローン等の個人向け貸出については、積極

的に取り組みました結果、銀行・信託勘定合算で期中

１，４５６億円増加し、期末残高は１兆３，７４８億円となりま

した。

　有価証券投資につきましては、銀行勘定では期中

７，０８２億円減少して期末残高は３兆２，４０４億円となり、ま

た信託勘定では期中６，９３６億円増加して期末残高は１４兆

６，０７６億円となりました。

配当政策

　当社は、金融機関としての公共性に鑑み、資産の健全

性確保、適正な内部留保の充実に努めるとともに、安定

した配当を実施することを基本方針としています。

　当期においては、当期純損失を計上していますが、過

年度税効果調整額の充当により適正な内部留保の確保が

図られることから、普通株式の期末配当金につきまして

は引き続き１株当り２円５０銭、また第一回優先株式の期

末優先配当金は２銭としました。この結果、普通株式の

年間配当金は１株当り５円、第一回優先株式の年間優先

配当金は２銭となりました。

業務純益

　業務純益とは、銀行の本業での基礎的な収益力を示す

指標で、その計算では貸出金の償却額、株式等の売却損

益、償却額などは反映されません。信託銀行の場合は、

元本補てん契約のある信託勘定における貸出金償却額が

業務純益に反映されるため、一般の銀行との比較におい

ては、この信託勘定での貸出金償却を除いた｢信託勘定

償却前業務純益｣を指標として使うことが適当です。

　当期の業務純益は５６２億円となりましたが、このうち

信託勘定の償却額が４９０億円であったため、信託勘定償

却前業務純益は１，０５２億円となり、前期の信託勘定償却

前業務純益１，５６４億円から５１１億円減少しました。また、

一般貸倒引当金繰入･取崩額を除外した｢実勢業務純益｣

は、前期比８４億円増加して１，０５７億円となりました。

自己資本比率

　国際決済銀行（BIS）が定めている国際統一基準によ

り、国際業務にかかわる銀行はリスク資産に対して一定

水準（８％）以上の自己資本を維持することが義務付けら

れています。当社は本年３月に、自己資本の一層の充実

を図るため、第三者割当増資２７５億円に加え、優先株

２，５０２億円および期限付劣後借入１，５００億円の公的資金の

導入を行った結果、期末時点での連結自己資本比率は

１５．４０％と８％を大幅に上回る水準を確保しています。

なお、前記の公的資金導入の要因を除外しても連結自己

資本比率は１０．２７％となります。

不良債権処理について

　当社は、資産の健全性確保の観点から、不良債権の早

期処理に向け全力で取り組んでいます。当期の不良債権

処理損は４，２２１億円（銀行勘定３，７３０億円、信託勘定４９０億

円）となりました。これに一般貸倒引当金繰入額および

特定海外債権引当勘定繰入額を加算すると４，２９８億円と

なり、不良債権処理は基本的に終了しました。

　当期より、金融再生法施行規則に基づき、｢破産更生

債権及びこれらに準ずる債権｣｢危険債権｣｢要管理債権｣の

開示を行っています。当社は、引当ガイドラインに基づ

き、｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣のⅢ・Ⅳ分

類については全額を、｢危険債権｣のⅢ分類については

７３．０％を個別貸倒引当金に計上しました。また、｢要管

理債権｣については、担保・保証等による保全を除いた

部分に対して１５．７％を一般貸倒引当金に計上しました。

　この結果、銀行勘定の｢破産更生債権及びこれらに準

ずる債権｣の保全率（[担保･保証等による保全額＋引当金

額]÷[債権金額]）は１００％、｢危険債権｣の保全率は８４．９％

となりました。また、銀行勘定･信託勘定合計の開示債

権に対する保全率は８１．４％となりました。なお、開示債

権は、すべてが回収不能になるということではないた

め、この保全率から見て、基本的な処理は終了したとい

えます。
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平成１０年度

７８９，１８９
△１９４，８７０
△１７６，３１９
７３６，７５２

９，５２１，１１３
１５．４０％

平成９年度

８７８，２９０
６，５６４
４，１００

５６５，３９５
１２，２８２，８３２

１０．４０％

科目 期別

経常収益
経常利益（△は経常損失）
当期純利益（△は当期純損失）
純資産額
総資産額
連結自己資本比率

財務ハイライト（連結） （単位：百万円）

平成６年度

１，０４９，１６８
１６，８４０
７，３５６

６９０，７７７
１３，８２３，５４９

９．７１％

平成７年度

１，０７１，０３９
△２１２，４２７
△１１６，２８３
５６７，５７９

１４，１１５，９２２
１０．８２％

平成８年度

１，０６５，０７６
５，２４０
５，６９０

５６７，２８０
１２，５０１，３９６

９．５６％

連結決算について

　当社を中心とした企業集団は、信託銀行業務を中心

に、リース業務、クレジットカード業務、投資顧問業

務、信用保証業務等を営んでいます。

　預金につきましては、定期預金および外貨預金の減少

を主たる要因として、年度中３，２２７億円減少し、当連結会

計年度末残高は３兆４，７４３億円となりました。

　貸出金につきましては、不良債権の最終処理の推進お

よび不良債権に係る会計処理方法の変更等により、年度

中１兆５，４３５億円減少し、当連結会計年度末残高は４兆

６，２４８億円となりました。

　有価証券投資につきましては、年度中６，８７１億円減少

し、当連結会計年度末残高は３兆２，３７０億円となりました。

　損益状況につきましては、経常収益は前年度比８９１億円

減少して７，８９１億円となりました。このうち、信託報酬

は９１１億円、また貸出金利息は１，３４１億円となっています。

　当連結会計年度は、金融検査マニュアルおよび引当ガ

イドラインに基づき不良債権の処理を積極的に実施しま

した。また、有価証券含み損についても積極的に処理を

行いました。この結果、経常費用は前年度比１，１２３億円

増加して９，８４０億円となりました。このうち預金利息は

６０２億円となっています。

　以上の結果、当連結会計年度は、１，９４８億７０百万円の

経常損失を計上することになりました。また、当期純損

失は１，７６３億１９百万円となりました。なお、１株当りの

当期純損失は１３５円８９銭です。
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信託銀行の決算について（解説）

信託勘定と銀行勘定

　信託銀行の勘定には、信託銀行固有の勘定である「銀行

勘定」と、信託財産を銀行本体の勘定と区分経理するため

の勘定である「信託勘定」があります。信託銀行では信託

財産を信託契約ごとに分別管理しなければならないた

め、信託勘定は多くの勘定で構成されています。原則的

に、個別の信託勘定の詳細は委託者または受益者以外に

は開示しませんが、「金銭信託」や「年金信託」など種別ご

との合計残高は、信託財産残高表に記載しています。ま

た、「元本補てん契約のある信託」については、資産・負

債の主な内訳を開示しています。

　信託財産は、名義のうえでは信託銀行のものとなって

いますが、実質的には受益者のものです。従って、信託

銀行は信託財産の管理・運用の対価として「信託報酬」だ

けを受け取り、管理・運用によって発生した収益から信

託報酬とその他の費用を控除した損益は、すべて信託財

産に帰属します。

　信託報酬は銀行勘定の収益の一項目となっています。

つまり、信託銀行固有の勘定である銀行勘定の決算は、

本来の銀行業務による損益だけでなく、信託銀行が管理

している信託勘定からの報酬も反映したものとなってい

ます。

業務純益の考え方

　銀行の損益計算書では、「経常利益」は経常収益から経

常費用を差し引いて算出されていますが、この経常利益

には株式関係損益や不良債権償却など本業以外の要素も

含まれています。そこで、本業だけの収益を表すため、

損益計算書の項目の中から本業での収益力を表す項目だ

けを選び、「業務純益」を算出しています。

　業務純益は、「業務粗利益」から「経費」「一般貸倒引当金

繰入額」を控除することによって求めます。このうち、

「業務粗利益」は、「資金利益」（預金・貸出・有価証券等の

利息収支）、「役務取引等利益」（信託報酬、手数料収支）、

「特定取引利益」（特定取引勘定に係る損益）、「その他業務

利益」（外国為替・債券売買益等）から成り立っています。

　「資金利益」は損益計算書では「資金運用収益」から「資金

調達費用」を控除したものに概ね対応します。また、「役

務取引等利益」は「信託報酬」、「役務取引等収益」の合計か

ら「役務取引等費用」を控除したもの、「特定取引利益」は

「特定取引収益」から「特定取引費用」を控除したもの、「そ

の他業務利益」は「その他業務収益」から「その他業務費用」

を控除したものにそれぞれ対応しています。

信託銀行の業務純益

　信託銀行では、この業務純益に加えて「信託勘定償却前

業務純益」を開示しています。というのも、信託銀行の場

合、前述の計算式で算出された業務純益は、本業での収

益力を正確に反映していないからです。業務純益を構成

する一項目となる信託報酬は、信託勘定での貸出金償却

を控除した後の数字として算出されるため、業務純益は

本来の収益力よりも少ない額になってしまうのです。

　それを修正し、本業での収益力をより正確に表すた

め、信託銀行では、業務純益に信託勘定の「貸出金償却

額」を加えた「信託勘定償却前業務純益」を算出し、他の銀

行の業務純益と比較できるようにしています。

　また「信託勘定償却前業務純益」から、一般貸倒引当金

繰入・取崩額の影響を除外した業務純益である「実勢業

務純益」を開示しています。

●経常利益と業務純益の関係�

信託報酬�
資金運用収益�
役務取引等収益�
特定取引収益�
その他業務収益�
その他経常収益�
�

①�
�

経常費用　B

②�
�

経常利益�

業務粗利益�

業務純益�

・経常利益は経常収益Ａから経常費用Ｂを控除したものです。�
�

・　　で囲んだ部分①から②を控除したものが、概ね、業務粗
利益に対応します。�

�

・業務純益は業務粗利益から経費と一般貸倒引当金繰入額を控
除したものです。一般貸倒引当金繰入額は「その他経常費用」
の一部です。�

●信託勘定償却前業務純益算出の数値例�

�

信託勘定償却前業務純益 a＋b＋c�

２５０�

業務純益 a＋b�

２２０�

�

信託報酬以外の業務純益 ａ�

１５０�

�

経常収益　A�
�

資金調達費用�
役務取引等費用�
特定取引費用�
その他業務費用�
営業経費�
その他経常費用�
�

�
�
�
�
�
�

(注)経常利益の「営業経費」は、退職金支給額、退職給与引当金繰入額�
     および戻入額を含んでいます。業務純益の「経費」には退職給与引�
     当金繰入額のみが含まれます。�

信託報酬以外の業務純益� 貸出金償却前の信託報酬�

信託報酬 ｂ�
  信託勘定�
貸出金償却 ｃ�

７０� ３０�
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平成８年度
（平成９年３月３１日現在）

８３１，０６４
７６，４６４
７５４，５９９
７，９８２
－

１２，５００
４７６
４７６
－
－
－
－
－

１２８，１１４
３，６２９，２２４
５２４，１９１
３４４，２３３
２５３，３２９

１，５５４，５０５
７

９５２，５４４
４１１

６，８８９，９３９
４５，４０４

２，２４０，６３１
３，６５４，３４８
９４９，５５４
３３，４１６
３，０１６
２１

２３，６６４
６，７１３

３１４，２６２
６０３

１９５，２０９
９９６
３６７

２，５１１
１１４，５７２
１０７，５６６
８９，０３０
５９８

１７，９３７
－

２７９，６２０
１２，２３４，１６７

単体財務諸表等

貸借対照表〔資産の部〕 （単位：百万円）

科目 期別

現 金 預 け 金
現 金
預 け 金

コ ー ル ロ ー ン
買 入 手 形
買 入 金 銭 債 権
商 品 有 価 証 券

商 品 国 債
特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券
商 品 有 価 証 券 派 生 商 品
特定取引有価証券派生商品
金 融 派 生 商 品

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
自 己 株 式
そ の 他 の 証 券
貸 付 有 価 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
外 国 他 店 貸
買 入 外 国 為 替
取 立 外 国 為 替

そ の 他 資 産
前 払 費 用
未 収 収 益
先 物 取 引 差 入 証 拠 金
先 物 取 引 差 金 勘 定
保 管 有 価 証 券 等
そ の 他 の 資 産

動 産 不 動 産
土 地 建 物 動 産
建 設 仮 払 金
保 証 金 権 利 金

繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
資 産 の 部 合 計

平成９年度
（平成１０年３月３１日現在）

６９９，６４７
５８，３９７
６４１，２５０
４１１，９６０
１６３，３００

－
－
－

１４，２７５
２，７３８
－
－

１１，５３７
８１，２５６

３，９４８，７４２
６４１，５３７
２４２，６６４
４８３，５９１

１，６２９，５０３
２

９５１，０９２
３５１

６，１０５，０１２
３６，４５９

１，９５１，６２４
３，４１６，８８６
７００，０４１
１５，８３８
１，９９３

４
１０，９６３
２，８７７

２９１，０７１
３０２

１８３，１６４
１，２１９
６５３
４０４

１０５，３２７
１２３，５０２
１０５，２１１

９２０
１７，３７０

－
２０２，３１９

１２，０５６，９２７

平成１０年度
（平成１１年３月３１日現在）

５４３，４０４
５４，７９２
４８８，６１２
３０，０００
１００，５００

－
－
－

２３，９０９
１，５３７
１３８
３

２２，２３０
１０３，５１８

３，２４０，４６４
４７４，１６０
１６１，６１１
３８７，１４８

１，５９７，５１２
１

６１９，７９５
２３４

４，６６８，７３８
２５，７３０

１，５５４，００５
２，８０２，５８９
２８６，４１２
２，５４４
１，０２８
６９

１，４４６
－

２１５，８９１
２６１

１２２，０２５
８９
４５３
－

９３，０６１
１２３，０２１
１０４，１０１
２，２２５
１６，６９４
２４３，５６１
１４２，６１２

９，４３８，１６６
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平成８年度
（平成９年３月３１日現在）

３，８３４，４９１
９１，６２１
３０１，６６１

２９０
８０，３６３

２，４６３，６４１
８９６，９１２
３２３，０５４
５５８，１９４
２５，６００

－
－
－
－

２１４，８６７
１１，８１７
２０３，０４９

７５８
１０５
３２
８４
５３６
－

４３，０５１
５，７５９，２０９
２６２，５４５

４８４
－

１３９，１８３
４，８５１
５，４６１
２，５１１
１，０２６
４２，８５８
６６，１６７
５１２，０４３
１７，９３２
４，７５１
－

４，７１８
１７０

４，５４６
１
－

２７９，６２０
－

１１，８４０，８４１

１６９，４８３
１５３，８１２
１２２，８９７
３０，９１５

－
７０，０２８
５７，０７７
（２）

（６２９）
（５６，４４６）
１２，９５１
３９３，３２５

１２，２３４，１６７

貸借対照表〔負債および資本の部〕 （単位：百万円）

科目 期別

負債の部
預 金

当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
売 渡 手 形
特 定 取 引 負 債

商 品 有 価 証 券 派 生 商 品
特定取引有価証券派生商品
金 融 派 生 商 品

借 用 金
再 割 引 手 形
借 入 金

外 国 為 替
外 国 他 店 預 り
外 国 他 店 借
売 渡 外 国 為 替
未 払 外 国 為 替

社 債
転 換 社 債
信 託 勘 定 借
そ の 他 負 債

未 払 法 人 税 等
未 払 事 業 所 税
未 払 費 用
前 受 収 益
従 業 員 預 り 金
先 物 取 引 受 入 証 拠 金
先 物 取 引 差 金 勘 定
債 券 貸 付 取 引 担 保 金
そ の 他 の 負 債

貸 倒 引 当 金
退 職 給 与 引 当 金
債 権 売 却 損 失 引 当 金
投 資 損 失 引 当 金
特 別 法 上 の 引 当 金

国 債 価 格 変 動 引 当 金
商品有価証券売買損失等引当金
証 券 取 引 責 任 準 備 金

再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
再 評 価 差 額 金
負 債 の 部 合 計

資本の部
資 本 金
法 定 準 備 金

資 本 準 備 金
利 益 準 備 金

再 評 価 差 額 金
そ の 他 の 剰 余 金

任 意 積 立 金
（海外投資等損失準備金）
（職 員 退 職 手 当 積 立 金）
（別 　 段 　 積 　 立 　 金）
当期未処分利益（△は当期未処理損失）

資 本 の 部 合 計
負債および資本の部合計

平成９年度
（平成１０年３月３１日現在）

３，７３８，９１４
８３，３８５
３２４，９６６

３０２
６７，９１３

２，８５３，３８０
４０８，９６６
５８８，５１２
２６４，０３０
９５，２００
７，８０６
－
１３

７，７９３
２２４，０１７
３，９１８

２２０，０９９
３９５
３８６
－
２
６

１００，０００
１４３，０５１

４，９４５，２５６
７１６，９３１

５１６
－

１４７，１６４
４，９７８
４，６４９
９０４
－

４７９，５２５
７９，１９３
５９７，６４３
１７，６３２
５，１７２
－
０
－
－
０
－

２０２，３１９
１５，２００

１１，６６２，０８７

１６９，４８３
１５５，０１１
１２２，８９７
３２，１１４

－
７０，３４４
６１，３７６
（１）

（６２９）
（６０，７４６）
８，９６８

３９４，８４０
１２，０５６，９２７

平成１０年度
（平成１１年３月３１日現在）

３，４７６，２９１
１０５，００５
３４０，９０２

２７７
９４，７２５

２，６６０，２３０
２７５，１５０
３０３，４５７
５３，５１２

－
２０，６９５

９３
０

２０，６０１
３５５，２５３

－
３５５，２５３
５，８４７
５，８３９
－
３
４

１００，０００
１７，４３５

３，７３６，８５２
２３７，４０１

７８
１７２

１００，５３１
４，４８８
４，１２８
－
－

１１３，８８７
１４，１１３
２０８，１５０
１４，８０１
８，５４０
１，３８２
－
－
－
－

６，３６４
１４２，６１２

－
８，６８８，５９９

３８３，４３０
３０５，８０７
２７２，４９４
３３，３１３
８，７７０
５１，５５８
６１，６７６
（１）

（６２９）
（６１，０４６）
△１０，１１８
７４９，５６７

９，４３８，１６６
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損益計算書 （単位：百万円）

平成８年度
（平成８年４月１日から平成９年３月３１日まで）

１，０５０，２８１
２０２，７３７
５８７，６７５
１７３，２７０
１２２，３６５
１，９０２

４
３０，７７２
２４１，０６８
１８，２９１
２４，６９３
１，９８３
２２，７１０

－
－
－
－

２５，１３２
１，６３７
１７，９６７
３，８８２
１，６４５

２１０，０４１
２０５，６４７

１６８
４，２２６

１，０４５，３３４
５３３，７１８
１３３，３４０
４，４６４
６，２４７
２５３

８，４９７
－
８７３

２４１，１１２
１３８，９２８
４，６７５
８３３

３，８４２
－
－
－
－

５５，００７
１５０

２４，１３２
３０，２９０
４３３
－

１２３，１５７
３２８，７７５
１５９，１２０
３，１６９
５８８

６２，０６３
７６９
５４１

１０２，５２１
４，９４７

科目 期別

経 常 収 益
信 託 報 酬
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コ ー ル ロ ー ン 利 息
買 入 手 形 利 息
預 け 金 利 息
金利スワップ受入利息
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益
特 定 取 引 収 益
商 品 有 価 証 券 収 益
特定取引有価証券収益
その他の特定取引収益

そ の 他 業 務 収 益
外 国 為 替 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
譲 渡 性 預 金 利 息
コ ー ル マ ネ ー 利 息
売 渡 手 形 利 息
借 用 金 利 息
社 債 利 息
転 換 社 債 利 息
金利スワップ支払利息
そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用
特 定 取 引 費 用
商 品 有 価 証 券 費 用
特定取引有価証券費用
金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 業 務 費 用
商 品 有 価 証 券 売 買 損
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 還 損
国 債 等 債 券 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用
営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
貸 出 金 償 却
株 式 等 売 却 損
株 式 等 償 却
金 銭 の 信 託 運 用 損
事 業 税
そ の 他 の 経 常 費 用

経常利益（△は経常損失）
（次頁へ続く）

平成９年度
（平成９年４月１日から平成１０年３月３１日まで）

８６５，６４５
１３０，６０８
４９０，７８８
１６５，７６８
１２０，３７６

４７１
８７

２５，８２３
１６３，４２１
１４，８３９
２４，２１２
２，０４７
２２，１６５
１１３
１
－
１１１

２２，２３９
９，０６４
７，６３７
３，９６３
１，５７３

１９７，６８２
１９３，４６１

１５５
４，０６５

８６１，２４１
４４４，１７９
１２３，４５３
３，８９７
８，４０１
３４１

８，５０７
６

８８３
１７９，１９８
１１９，４９１
５，０６２
１，０２１
４，０４１
１７５
－
１４８
２７

３４，６０８
－

８，７８４
２５，３３４
４８８
０

１２４，１９８
２５３，０１６
２０１，２７４
１，０８３
６，９５７
３，５３６
１１９
１１２

３９，９３１
４，４０３

平成１０年度
（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで）

７４１，３９２
９０，９６６
４１２，３０８
１３２，８８３
１１２，５４１

５４６
１３９

１９，６８２
１３５，４２４
１１，０９０
２２，８１７
１，２６８
２１，５４８

９５
－
９５
０

４１，３０１
３，２６８
３３，１８７
４，０００
８４５

１７３，９０３
１６１，５９２
６，１４９
６，１６１

９３８，０２６
３５１，７１９
６０，１２６
１，９４２
１，９８６
５４８

８，２９６
２，０８０
６２８

１７２，０４７
１０４，０６２
４，６１２
６４５

３，９６７
１，０１４
２０１
－
８１２

２９，９９０
－

１２，４６７
１６，５７７
９４４
－

１２７，０２３
４２３，６６６
２９９，５３１
１，８５３
２０，２４９
１７，１３７
２３４
－

８４，６６０
△１９６，６３４
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（前頁より続く） （単位：百万円）

平成８年度
（平成８年４月１日から平成９年３月３１日まで）

９，０９５
１，９２２
８６

７，０２４
６０
１
０

１，７３９
１，７３９
－

１２，３０３
１，１４８
－
－

１１，１５４
５，３９１
－

－

２，９９５
５９９

１２，９５１

科目 期別

特 別 利 益
動 産 不 動 産 処 分 益
償 却 債 権 取 立 益
国債価格変動引当金取崩額
商品有価証券売買損失等引当金取崩額
金融先物取引責任準備金取崩額
証券取引責任準備金取崩額

特 別 損 失
動 産 不 動 産 処 分 損
証 券 投 資 信 託 処 理 損

税引前当期純利益（△は税引前当期純損失）
法 人 税 お よ び 住 民 税
法人税、住民税および事業税
法 人 税 等 調 整 額
当期純利益（△は当期純損失）
前 期 繰 越 利 益
過 年 度 税 効 果 調 整 額
税 効 果 会 計 適 用 に 伴う
海外投資等損失準備金取崩額
中 間 配 当 額
中間配当に伴う利益準備金積立額
当期未処分利益（△は当期未処理損失）

平成１０年度
（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで）

２５５
２５２
２
－
－
－
０

５７，６５０
１，３４５
５６，３０５

△２５４，０２９
－

１，１２８
△１１１，１３５
△１４４，０２１
５，０７１

１３２，４２６

１

２，９９５
５９９

△１０，１１８

平成９年度
（平成９年４月１日から平成１０年３月３１日まで）

５，８４４
１，１０１
２４
１７０

４，５４６
－
１

８０３
８０３
－

９，４４５
１，９３８
－
－

７，５０６
５，０５７
－

－

２，９９５
５９９

８，９６８

利益処分計算書 （単位：円）

平成８年度
（株主総会承認日　平成９年６月２７日）

１２，９５１，８７２，４６５
２，０１９，０００
２，０１９，０００

－
１２，９５３，８９１，４６５
７，８９６，８１９，５５２
６００，０００，０００

－

２，９９５，７１３，９５２
（１株につき２円５０銭）

－
－

４，３０１，１０５，６００
１，１０５，６００

４，３００，０００，０００
５，０５７，０７１，９１３

科目 期別

当期未処分利益（△は当期未処理損失）
任 意 積 立 金 取 崩 額

海外投資等損失準備金取崩額
別 段 積 立 金 取 崩 額

計
利 益 処 分 額

利 益 準 備 金

第 一 回 優 先 株 式 配 当 金

普 通 株 式 配 当 金

役 員 賞 与 金
取 締 役 賞 与 金

任 意 積 立 金
海外投資等損失準備金
別 段 積 立 金

次 期 繰 越 利 益

平成１０年度
（株主総会承認日　平成１１年６月２９日）

△１０，１１８，２４８，７５３
２０，３００，０００，０００

－
２０，３００，０００，０００
１０，１８１，７５１，２４７
５，０８２，８５５，８２７
８５０，０００，０００
１４，３００，０００
（１株につき２銭）

４，２１８，５５５，８２７
（１株につき２円５０銭）

－
－
－
－
－

５，０９８，８９５，４２０
（注）平成９年度より特定取引勘定を設置しています。なお、「特定取引に係る評価利益額」は、平成９年度：３，５８８，２７３，７０１円、平成１０年度：－円です。

平成９年度
（株主総会承認日　平成１０年６月２６日）

８，９６８，７７９，３９３
－
－
－

８，９６８，７７９，３９３
３，８９７，３０５，９５７
６００，０００，０００

－

２，９９５，７２５，１５７
（１株につき２円５０銭）

－
－

３０１，５８０，８００
１，５８０，５００

３００，０００，０００
５，０７１，４７３，４３６
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監査法人の監査証明について

１．平成８年度（平成８年４月１日～平成９年３月３１日）、平成９年度
（平成９年４月１日～平成１０年３月３１日）および平成１０年度（平成
１０年４月１日～平成１１年３月３１日）の貸借対照表および損益計算
書は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和
４９年法律第２２号）による会計監査人（監査法人トーマツ）の監査を
受けています。

２．平成８年度（平成８年４月１日～平成９年３月３１日）、平成９年度
（平成９年４月１日～平成１０年３月３１日）および平成１０年度（平成
１０年４月１日～平成１１年３月３１日）の貸借対照表、損益計算書お
よび利益処分計算書は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づき、
監査法人トーマツの監査証明を受けています。

重要な会計方針 （平成１０年度）

１．特定取引資産・負債の評価基準および収益・費用の計上基準
　金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係
る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的
（以下「特定取引目的」）の取引については、取引の約定時点を基準と
し、貸借対照表上「特定取引資産」および「特定取引負債」に計上する
とともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」およ
び「特定取引費用」に計上しています。
　特定取引資産および特定取引負債の評価は、有価証券および金銭
債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプショ
ン取引等の派生商品については決算日において決済したものとみな
した額により行っています。
　また、特定取引収益および特定取引費用の損益計上は、期中の受
払利息等に、有価証券、金銭債権等については前期末と当期末にお
ける評価損益の増減額を、派生商品については前期末と当期末にお
けるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えています。

２．有価証券の評価基準および評価方法
（１）有価証券の評価は、移動平均法による原価法により行っています。
（２）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信
託財産として運用されている有価証券の評価は、上記（１）と同じ
方法により行っています。

３．動産不動産の減価償却の方法
　全国銀行協会（旧名称｢全国銀行協会連合会｣、以下同じ）の定める
銀行業における決算経理基準に基づき、それぞれ次のとおり償却し
ています。
　建　物　定率法を採用し、税法基準の償却率による。

ただし、平成１０年度の法人税法の改正に伴い、平成１０年
４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）につ
いては、定額法を採用し、税法基準の償却率による。

　動　産　定率法を採用し、税法基準の償却率による。
　その他　税法の定める方法による。
　なお、建物の減価償却の方法は、法人税法施行令第４８条第１項の
改正に伴い、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備
を除く）については、定額法を採用しています。
　これに伴い、前期と同一の方法によった場合に比べ、経常損失お
よび税引前当期純損失はそれぞれ１百万円減少しています。
　また、建物の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に
関する省令の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、建物の耐用年
数を税法基準に合わせて改定しています。
　これに伴い、前期と同一の耐用年数によった場合に比べ、経常損
失および税引前当期純損失はそれぞれ２３百万円増加しています。

　動産不動産の取得価額基準は、従来２０万円でしたが、平成１０年度
の法人税法の改正に伴い、当期から１０万円に変更しています。
　なお、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、３年
間で均等償却する方法を採用しています。
　この変更に伴い、前期と同一の基準によった場合に比べ、経常損
失および税引前当期純損失は、それぞれ２４百万円減少しています。

４．繰延資産の処理方法
　新株発行費は、支出時に全額費用として処理しています。

５．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建の資産･負債については、決算日の為替相場による円換算
額を付しています。
　ただし、①外国法人に対する出資に係る資産（外貨にて調達した
ものを除く）、②外貨建社債等に係る負債、③その他銀行が直物外
貨建資産残高に算入することが適当でないと定めた外貨建資産は取
得時、直物外貨建負債残高に算入することが適当でないと定めた外
貨建負債については発生時の為替相場によっています。
　海外支店勘定については、決算日の為替相場による円換算額を付
しています。

６．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
　全国銀行協会の定める銀行業における決算経理基準に基づき、あ
らかじめ制定した償却・引当基準に則り、次のとおり計上しています。
　破産、和議等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以
下、「破綻先」という）に係る債権およびそれと同等の状況にある債
務者（以下、「実質破綻先」という）の債権については、下記直接減額
後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可
能見込額を控除し、その残額を引き当てています。また、現在は経
営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認め
られる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能
見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう
ち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上して
います。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒
実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しています。なお、特
定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる
損失見込額を特定海外債権引当勘定（租税特別措置法第５５条の２の
海外投資等損失準備金を含む）として計上しています。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店および審
査各部の協力の下に資産査定部が資産査定を実施し、当該部署から
独立した検査部が査定方法等の適正性を検査し、その査定結果に基
づいて、上記の引当てを行っています。
　なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権につい
ては、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認め
られる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減
額しており、その金額は４１７，４２７百万円です。
（２）退職給与引当金
　全国銀行協会の定める銀行業における決算経理基準に基づき、自
己都合退職による期末要支給額に相当する額を引き当てています。
（３）債権売却損失引当金
　㈱共同債権買取機構に売却した不動産担保付債権の担保価値を勘
案し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められ
る金額を計上しています。
（４）投資損失引当金
　破綻懸念先の発行する有価証券について、帳簿価額から担保の処
分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額
のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し将来発生する可能性の
ある損失を見積もり必要と認められる金額を引き当てています。
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７．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた
会計処理によっています。

８．調整年金制度および適格退職年金制度の採用
　第８５期（昭和４２年２月）より、従来の退職金制度の一部について調
整年金制度を採用しています。
　平成１０年３月末現在の過去勤務費用の現在額は１５，２５０百万円で
す。過去勤務費用の掛金期間は平成１１年４月から１９年です。
（なお、過去勤務費用のうち６，８２６百万円については、厚生省年金局
「厚生年金基金の年金積立金の評価方法の変更について」（平成８年
６月２７日）によるものであり、掛金期間は平成１１年４月から５年
です。）
　また、第１１９期（昭和６２年３月）より従来の退職金制度の一部につ
いて、適格退職年金制度を採用していますが、その移行割合を平成
１０年１０月より３０％から４０％に変更しています。年金契約に伴う過去
勤務費用の償却は定率法（年３０％）により行っており、当期末残高
１，５３１百万円は未払費用に計上しています。

９．消費税等の会計処理
　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
　ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計
上しています。

表示方法の変更 （平成１０年度）

　未払事業所税については、従来、「未払法人税等」に含めて表示し
ていましたが、当期より区分掲記することとしました。なお、前期
は「未払法人税等」に１８３百万円含まれています。

注記事項 （平成１０年度）

（貸借対照表関係）
１．子会社の株式および出資額総額 ６１，３４８百万円

２．自己株式のうち、商法第２１０条ﾉ２第２項第３号に定める自己株
式はありません。

３．貸出金のうち、破綻先債権額は３９，８４２百万円、延滞債権額は
４５２，３０８百万円です。
　なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払いの遅延が相
当期間継続していることその他の事由により元本または利息の
取立てまたは弁済の見込みのないものとして未収利息を計上し
なかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息
不計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第
９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同
項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻
先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的と
して利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金です。
　なお、｢重要な会計方針｣の｢６．引当金の計上基準（１）貸倒引当
金｣に記載されている取立不能見込額の直接減額により、従来の
方法によった場合に比べ、破綻先債権額は９５，８１８百万円、延滞
債権額は２６３，２１８百万円減少しています。

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は５，２６７百万円です。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払い
が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破
綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１５３，２９０百万円です。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建・支援を図
ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該
当しないものです。
　なお、上記取立不能見込額の直接減額により、従来の方法に
よった場合に比べ、貸出条件緩和債権額は４３，３７２百万円減少し
ています。

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸出
条件緩和債権額の合計額は６５０，７０９百万円です。

７．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）
に基づき、事業用の土地の再評価を行っています。なお、評価
差額については、従来は全額を「再評価差額金」として負債の部
に計上していましたが、平成１１年３月３１日の同法律の改正によ
り、当期より、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る
繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「再評価差額金」として資本の部に計上しています。これに伴
い、従来の方法に比べ、負債の部は８，７７０百万円減少し、資本の
部は８，７７０百万円増加しています。
　再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布
政令第１１９号）第２条第１号に定める標準地の公示価格、同
条第２号に定める基準地の標準価格、および同条第３号に
定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に
基づいて、合理的な調整（時点修正、地域格差および個別格
差の補正）を行って算出しています。

　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末に
おける時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額
の合計額との差額 ８，５６１百万円

８．動産不動産の減価償却累計額 ７９，２２８百万円

９．動産不動産の圧縮記帳額 ２，６８３百万円
  （当期圧縮記帳額 － 百万円）

１０．借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特
約が付された劣後特約付借入金３０１，７３７百万円が含まれています。

１１．社債は全額、永久劣後特約付社債です。

１２．転換社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の
特約が付された劣後特約付転換社債１４，２０５百万円が含まれてい
ます。

１３．元本補てん契約のある信託の元本金額は、合同運用指定金銭信
託１，２４０，５７１百万円、貸付信託５，５７３，２６１百万円です。

１４．会社が発行する株式の総数 普通株式  ５，０００，０００千株
優先株式     ８００，０００千株

 　 発行済株式総数 普通株式  １，６８７，４３５千株
優先株式     ７１５，０００千株

１５．その他の剰余金のうち、銀行法第１７条の２第４項により利益の
配当に充当することを制限されている金額はありません。

１６． 配当制限
　当社の定款の定めるところにより、平成１１年３月３１日発行の
第一回優先株式所有の株主に対しては、優先配当金（１株につき
年２５円）を超えて配当することはありません。
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（損益計算書関係）
１．その他の経常費用には、㈱共同債権買取機構へ不動産担保付債権
を売却したことによる損失３，８５３百万円、債権売却損失引当金繰
入額３，３６８百万円およびその他の債権の処理損失７２，６６２百万円を
含んでいます。

（リース取引関係）
１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の
ファイナンス･リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期
末残高相当額

動産 その他 合計

　取得価額相当額 ３，２５０百万円 －百万円 ３，２５０百万円
　減価償却累計額相当額２，３４０百万円 －百万円 ２，３４０百万円

　期末残高相当額 ９１０百万円 －百万円 ９１０百万円

１年内 １年超 合　計
・未経過リース料
期末残高相当額

４９５百万円 ４６９百万円 ９６５百万円

・当期の支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
　　支払リース料 １，０２１百万円
　　減価償却費相当額 ８８８百万円
　　支払利息相当額 ５８百万円
・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に
よっています。
・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息
相当額とし、各期への配分方法については、利息法によってい
ます。

（税効果会計関係）
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度超過額 １４９，２９１百万円
　　有価証券償却否認 ３１，８４６百万円
　　税務上の繰越欠損金 １６，２９９百万円
　　その他 ４６，１２５百万円
　繰延税金資産合計 ２４３，５６２百万円

　繰延税金負債
　　海外投資等損失準備金 △１百万円
　繰延税金資産の純額 ２４３，５６１百万円

（追加情報）
１．法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税
（以下｢法人税等｣という）については、｢財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令｣（平成１０年大
蔵省令第１７３号）附則第３項の規定に基づき、同省令により新設さ
れた財務諸表等規則第８条の１１に規定する税効果会計を適用して
います。
　なお、法人税、住民税および事業税については、従来、当該期
に係る税額を計上していましたが、当期より、税効果会計を適用
したため、従来の方法に比べ、資産が２４３，５６１百万円増加すると
ともに、当期純損失が１１１，１３５百万円減少、当期未処理損失が
２４３，５６２百万円減少しています。
　また、事業税については、従来、｢その他経常費用｣に計上して
いましたが、当期より｢法人税、住民税および事業税｣として計上
しています。これに伴う経常損失および税引前当期純損失への影
響はありません。

２．子会社、関連会社および関係会社の範囲は、｢財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令｣（平成
１０年大蔵省令第１３５号）附則第２項の規定に基づき、同省令により
改正された財務諸表等規則の規定を適用しています。これに伴う
当期純損失に対する影響はありません。

（１株当り情報）

区分 平成８年度 平成９年度 平成１０年度

１株当り純資産額 ３２８．２３円 ３２９．５０円 ２９５．９０円

１株当り当期純利益
（△は1株当り当期純損失） ９．３０円 ６．２６円 △１１０．１４円

潜 在 株 式 調 整 後
1株当り当期純利益 －円 ５．９５円 －円

（注）１．平成１０年度の１株当り純資産額は、期末純資産額から｢期末発行済優先株式数×発行
価額｣を控除した金額を、期末発行済普通株式数で除しています。

２．平成１０年度の１株当り当期純損失は、当期純損失から当期優先株式配当金総額を控除
した金額を、期中平均発行済普通株式数で除しています。

３．平成１０年度の潜在株式調整後１株当り当期純利益金額については、当期は純損失が計
上されているので、記載していません。平成８年度は潜在株式を調整した計算により１
株当り当期純利益金額は減少しないので、記載していません。
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期別
種類

金 銭 の 信 託
（注）時価等の算定は、以下により金銭の信託の受託者が合理的に算出した価格によっています。

１．上場有価証券については、主として東京証券取引所における最終価格または日本証券業協会が発表する公社債店頭（基準）気配表に掲載されている銘柄の利回りに基づいて計算した価格によっ
ています。

２．店頭売買株式については、日本証券業協会が公表する売買価格等によっています。

（金銭の信託の時価等関係） （単位：百万円）

貸借対照表価額

８１，２５６
時 価 等

８１，２４９
うち評価損

９６

平成１０年３月３１日
評価損益

△６
うち評価益

８９
貸借対照表価額

１０３，５１８
時 価 等

１０５，８０２
うち評価損

２，４３５
評価損益

２，２８３
うち評価益

４，７１８

平成１１年３月３１日

（単位：百万円）

種類 期別

商品有価証券
残存償還期間１年以内の公募非上場債券
有 価 証 券
公募債以外の内国非上場債券
残存償還期間１年以内の公募非上場債券
内国債以外の非上場債券
非上場の関係会社株式

平成１１年３月３１日

５２，９４３
７５，５００
３１２，９２１
３４，８４７

平成９年３月３１日

３

２２０，９４６
１１０，２０９
３７３，９８１
７７，９９７

５．平成１０年３月期より、特定取引勘定にて経理している商品有価証券および特定取引有価証券については、時価評価を行い、当該評価損益を損益計算書に計上していますので、ここでの記
載を省略しています。

平成１０年３月３１日

６４，５０９
１１３，８７５
４１３，４４９
７５，１５４

（単位：百万円）

期別

種類

商品有価証券
債 券
有 価 証 券
債 券
株 式
そ の 他
小 計
合 計

貸借対照表価額

６５４，９３４
１１，５９３
１７３，８４２
８４０，３７１
８４０，３７１

時価相当額

６６０，９６９
９，１７８
８８，３０６
７５８，４５４
７５８，４５４

　
評価損益

６，０３４
△２，４１５
△８５，５３６
△８１，９１７
△８１，９１７

　平成１０年３月３１日

　非上場有価証券の時価相当額は、店頭売買有価証券については日本証券業協会が公表する売買価格等、公募債券については日本証券業協会が発表する公社債店頭（基準）気配表
に掲載されている銘柄の利回りに基づいて計算した価格、証券投資信託の受益証券については基準価格、米国の店頭売買有価証券については全米証券業協会のＮＡＳＤＡＱによる売
買価格等によっています。

３．本表および上記（注）２．記載の「債券」、「株式」、「その他」の区分は、貸借対照表科目に合わせています。
４．時価情報開示対象有価証券から除いた有価証券の主なものの貸借対照表価額は、次のとおりです。

　
貸借対照表価額

４

３９５，４０２
１１，９１４
１６９，６６７
５７６，９８３
５７６，９８８

　
時価相当額

４

３９７，５５４
１４，７８６
８７，２６６
４９９，６０７
４９９，６１１

　
評価損益

０

２，１５２
２，８７２

△８２，４０１
△７７，３７６
△７７，３７６

　平成９年３月３１日 　
うち評価益

６，７７８
４，２００
２７３

１１，２５１
１１，２５１

うち評価損

７４３
６，６１５
８５，８０９
９３，１６８
９３，１６８

貸借対照表価額

６３９，１７６
４，９１８

１０６，９８２
７５１，０７７
７５１，０７７

時価相当額

６４９，１７５
６，４０７
７８，５６６
７３４，１４９
７３４，１４９

　
評価損益

９，９９９
１，４８９

△２８，４１６
△１６，９２８
△１６，９２８

　平成１１年３月３１日　
うち評価益

１０，２１４
２，１８２
１２３

１２，５２１
１２，５２１

うち評価損

２１５
６９３

２８，５４０
２９，４４９
２９，４４９

期別
種類

商品有価証券
債 券

有 価 証 券
債 券
株 式
　うち自己株式
そ の 他
小 計

合 計
（注）１．本表記載の商品有価証券および有価証券は、上場有価証券（債券は、国債、地方債、社債です）を対象としています。

なお、上場有価証券の時価は、主として東京証券取引所における最終の価格によっています。ただし、平成１１年３月３１日の上場債券の時価は、主として、東京証券取引所の最終価格また
は日本証券業協会が発表する公社債店頭（基準）気配表に掲載されている銘柄の利回りに基づいて計算した価格によっています。

２．非上場有価証券のうち時価相当額として価格等の算定が可能なものは、次のとおりです。

貸借対照表価額

４６８

３９５，６０８
１，４７０，４８５

２９３，３６９
２，１５９，４６３
２，１５９，９３２

時　価

４７２

４１４，１３３
１，８４６，０７４

３１３，１６１
２，５７３，３６９
２，５７３，８４１

評価損益

３

１８，５２５
３７５，５８９

１９，７９２
４１３，９０６
４１３，９０９

平成９年３月３１日

（有価証券の時価等関係） （単位：百万円）

貸借対照表価額

５３４，８２４
１，５４４，３１５

２
２５４，８４１
２，３３３，９８１
２，３３３，９８１

時　価

５５４，０７９
１，６１３，６２８

２
２６８，１１９
２，４３５，８２７
２，４３５，８２７

うち評価損

１１
１５７，４５６

０
２，０８３

１５９，５５２
１５９，５５２

評価損益

１９，２５５
６９，３１２
△０

１３，２７８
１０１，８４５
１０１，８４５

うち評価益

１９，２６６
２２６，７６８

－
１５，３６２
２６１，３９８
２６１，３９８

平成１０年３月３１日
貸借対照表価額

２５５，５３５
１，５２１，７８８

１
１１７，０２１
１，８９４，３４４
１，８９４，３４４

時　価

２５３，９２６
１，４１１，８７１

２
１２０，０９０
１，７８５，８８８
１，７８５，８８８

うち評価損

４，４４６
２０４，９７６

－
４，８７８

２１４，３２０
２１４，３２０

評価損益

△１，６０９
△１０９，９１６

０
３，０６９

△１０８，４５５
△１０８，４５５

うち評価益

２，８５７
９５，０５９

０
７，９４７

１０５，８６５
１０５，８６５

平成１１年３月３１日
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（デリバティブ取引関係）
１．取引の状況に関する事項 平成１０年度（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで）

（１）取引の内容
　当社では、店頭取引としては、金利スワップ・通貨スワップ（注１）、
先物外国為替（注２）・金利先渡取引およびこれらに係るオプション取
引（注３）を、取引所取引としては、債券先物取引・金融先物取引およ
びこれらに係るオプション取引を行っています。
　金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係
る短期的な変動、市場間格差等を利用して利益を得る等を目的とす
る｢特定取引｣（以下トレーディング取引という）について銀行法第１７
条の２の規定に基づき｢特定取引勘定｣を設置して時価評価を行い、
それ以外の勘定で行う取引と区分して管理しています。
　特定取引勘定においては、店頭取引として、金利スワップ・通貨
スワップ（注１）、金利先渡取引およびこれらに係るオプション取引（注３）

を、取引所取引としては、債券先物取引・金融先物取引およびこれ
らに係るオプション取引を行っています。
（注）１．あらかじめ決められた条件により相互にキャッシュフローを交換する取引です。前者は、同

一通貨の金利（たとえば固定金利と変動金利）を交換し、元本の異動が生じないもので、
後者は、異なる通貨の債権や債務を交換するものです。金利・為替リスクのヘッジを可
能にし、効率的かつ有利な資金の運用・調達手段となる場合があります。

２．あらかじめ決められたレートにより、将来のある時点で行われる外国為替取引です。（たと
えば円と米ドルの交換）

３．通貨や債券など特定の金融商品を、あらかじめ決められた期日や期間内に一定の価格
で売る権利（プット）、買う権利（コール）を売買する取引です。キャップ・フロアー、スワッ
プションを含みます。

（２）取引に対する取組方針
　デリバティブ取引は、取引コストが低く優れたリスク移転機能を
有しており、効率的かつ効果的なリスクヘッジの手段となり得るこ
とから、当社のリスク管理ツールの一つとして、前向きに取り組ん
でいます。
　ただし、デリバティブ取引については、レバレッジ効果等から大
きな損失が生じる可能性もあるため、経営陣の統轄のもと、リスク
の所在と性質を十分認識したうえで、規定・組織・システム・人材
育成等種々の側面において、堅牢なリスク管理体制を構築すべくそ
の整備に努めています。
　また、お客様の幅広いニーズにお応えするため、各種デリバティ
ブ商品をご提供しています。なお、お客様への商品のご提供にあ
たっては、事前に取引内容や内在するリスクについて十分ご理解い
ただくとともに、お客様の体力・ニーズに見合った取引であるか否
かについても十分注意を払っています。
（３）取引の利用目的
　各種リスクのヘッジや、より有利な運用手段のご提供等、お客様
のニーズにお応えするツールとして、また、当社のALMにおけるリ
スクコントロール手段や市場部門での金利観に基づくポジション操
作手段の一つとして、デリバティブ取引を利用しています。
　たとえば、お客様のニーズに応じ、プレインな商品としては金利
上昇リスク削減に資する金利スワップや、デリバティブ内包型の商
品としては「自由金利型預金ステラ」などを、ご提供しています。
　また、当社自身としましては、ALMの観点より実施する金利リス
クヘッジや市場部門での金利観に基づく投資目的で利用していま
す。また、特定取引勘定では短期的な変動･市場間格差を利用して
利益を得る目的およびこれらの目的で行う取引により生じ得る損失
を減少させる目的で利用しています。
（４）取引に係るリスクの内容
　当社のデリバティブ取引に係る主なリスクは以下のとおりです。
①マーケットリスク
金利・為替等の市場リスク要因が変動することにより金融商
品の時価が変動するリスクです。BPV（ベーシス・ポイント・バ
リュー）（注１）やVaR（バリュー・アット・リスク）（注２）などでリスク
量が計測されます。

　当社の場合、平成１０年度末における連結ベースのトレーディ
ング取引のVaR（注３）は約２億円でした。ちなみに平成１０年度中
のVaRは、最小約２億円、最大約１２億円、平均約５億円で推移
しました。
（注）１．金利が１ベーシス・ポイント（＝０．０１％）変化した場合の金融商品の現在価値の変

化額。
２．保有期間中に一定の確率でポートフォリオに発生し得る最大損失額を統計的に推
計する手法で、金利、為替、債券等異種商品について統一的な尺度でリスクの計
測が可能。

３．信頼区間片側９９％、保有期間１０日の前提で測定。

②信用リスク
　取引先の倒産等により債務の履行ができなくなるリスク
です。
　デリバティブ取引は貸出等と異なり、想定元本額は名目上、
あるいは計算上用いられる元本であり、これ自体が直ちに損失
となるのではなく、その時点で同一のキャッシュフローを持つ
契約を第三者との間で締結するコスト（再構築コスト）が損失と
なります。
　当社の場合、上記の再構築コストに将来の潜在的なエクス
ポージャー（ポテンシャル・エクスポージャー）を加算した与信
相当額（一括ネッティング契約による与信相当額削減効果勘案
後）は、平成１１年３月末で１，５８６億円となります。これは、想定
元本額１４兆３，３７６億円の１．１％となり、想定元本額に比して極め
て小さくなっています。（与信相当額および想定元本額は、国
際決済銀行（BIS）の自己資本比率規制による連結ベースの計数）
③流動性リスク
　取引を履行するために必要なファンディングができなくなる
資金繰リスク、および、ポジション手仕舞い時に、市場の混乱
等により合理的な価格で取引できない市場流動性リスクです。
　なお、当社では、レバレッジの効いたデリバティブ取引につ
いては、基本的に取り組んでいません。

（５）取引に係るリスク管理体制
　デリバティブ取引に係るリスクは、金融機関にとって必ずしも目
新しいものではありませんが、基本的なリスクの複雑な組み合わせ
となっていることやレバレッジによるリスク増幅効果があることを
勘案すると、より一層のリスク管理体制の整備・高度化を推進して
いく必要があります。
　当社では、経営の健全性を確保すべく、デリバティブ取引のみな
らず、他の市場関連取引・預金貸金取引と併せ、各種リスクの統合
管理に向けた体制整備を図るとともに、各リスクごとの管理手法の
高度化、システムの整備、人材の育成を進めています。具体的に
は、常務取締役以上で構成される｢経営会議｣の統轄の下、リスク管
理に関する基本方針の策定、社内規定・手続の明文化、最先端の技
術を活かした管理手法・システムの高度化等を推進しています。
　マーケットリスクに関しては、リスク管理に関する基本方針を定
めた「マーケットリスク管理規程」、および、リスク枠等の計測・制
限方法、フロント・ミドル・バックの組織分離等管理手続について
定めた「マーケットリスク管理規則｣に基づき、厳格な管理を実施し
ています。また、市場リスク管理部がミドルオフィスとして、各市
場関連部門とは独立して全社的な市場リスクの把握・分析を行い、
日次で経営陣、月次で｢経営会議｣に報告しています。
　なお、デリバティブ取引に係る信用リスクについては、融資企画
部が中心になって、カレントエクスポージャー方式に基づきリスク
を計測するとともに、オン・オフ一体の管理体制整備を推進してい
ます。また、流動性リスクについては、市場リスク管理部が商品ご
とに市場規模の一定割合を基準とした残高ガイドラインを設定し、
遵守状況をモニタリングすることにより、その適正な運営に努めて
います。
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（注）１．時価の算定
取引所取引については、東京金融先物取引所等における最終の価格によっています。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しています。

２．（　）内は、当該契約額に対応するオプション料です。

期別
区分

取引所
金利先物
　　売建
　　買建
金利オプション
　　売建 コール

プット

　　買建 コール

プット

店　頭
金利先渡契約
　　売建
　　買建
金利スワップ
　　受取固定／支払変動
　　受取変動／支払固定
　　受取変動／支払変動
キャップ
　　売建

　　買建

フロアー
　　売建

　　買建

その他
　　売建

　　買建

合　計

うち１年超

－
－

－

－

－

－

－
－

３，３５７，２３７
３，１１２，１９５
５８，６７０

３１，７８４

１５７，２８１

２，０８０

－

２９，２４９

１３，０００

時　価

－
１４４，９３８

－

－

－

－

－
－

２２８，５３９
△２２２，６１８

２７５

３５

１６６

８１

－

４６５

１１３

評価損益

－
△３５２

－

－

－

－

－
－

２２８，５３９
△２２２，６１８

２７５

３８８

△１，９５４

△４４

－

３１４

△２９７
４，２４９

２．取引の時価等に関する事項
（１）金利関連取引 （単位：百万円）

平成１１年３月３１日
契約額等

－
１４５，２９０

－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

－
－

５，５３９，２７４
５，１９８，０４８
１４８，７３０

４４，４８１
（４２３）

１９３，７８４
（２，１２０）

　２，０８０
（３７）
－
（－）

　３１，５４３
（７８０）

　１３，０００
（４１１）

うち１年超

－
－

－

－

－

－

－
－

５，０００，３６５
５，９８２，８５５
１４６，１５８

－

－

－

－

２６２，３９６

２８０，４０１

時　価

８８６，０３７
７６７，９７１

１５２

１１５

３９

１０６

評価損益

７７９
△１，０９３

３７

１６

△３１

△４２

△３３４

平成９年３月３１日
契約額等

８８６，８１７
７６９，０６４

６５９，０００
（１９０）

７９９，８００
（１３２）

３７５，０００
（７０）

８８７，９００
（１４９）

１１，２０５
４６，２０５

８，７０３，６７８
１０，０２２，３１１
１４９，６９９

－
（－）
－
（－）

－
（－）
－
（－）

２８２，５０６
（５，０４１）
２８４，５２３
（６，０２５）

うち１年超

－
６，５５５

－

－

－

－

－
－

４，７２０，５２３
４，９２７，８２５
１５５，２７９

１９２，５３１

１９３，４２６

－

－

２０，７５９

１３，０００

時　価

１４２，６１４
３２２，７０２

－

－

－

－

－
－

２８６，６４５
△２９７，８０８

△１

１，０９２

１，０７８

２４

１２

４７５

２６９

評価損益

９９
△６２４

－

－

－

－

－
－

２８６，６４５
△２９７，８０８

△１

３，４６２

△２，９２２

△２４

１２

１４７

△１４２
△１１，１５５

平成１０年３月３１日
契約額等

１４２，７１３
３２３，３２６

－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

－
－

８，０１６，２４４
７，７８４，３０７
１５９，２７９

２２９，６７７
（４，５５４）
２３０，７４２
（４，０００）

８，０００
（－）
３，０００
（－）

４０，２３１
（６２２）
１３，０００
（４１１）
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３．金利スワップ契約の内容（契約残存期間別の想定元本および平均受取金利・支払金利）は下記のとおりです。

期別

区分

取引所
　　金利先物

売建
買建

　　金利オプション
売建　コール

プット

買建　コール

プット

店　頭
　　金利スワップ

受取固定／支払変動
受取変動／支払固定
受取変動／支払変動

キャップ
売建

買建

フロアー
売建

買建

　　その他
売建

買建

（単位：百万円）

契約額等

３１８，９７５
４５，５０９

５１５，０００
（９８）

２，３９４，５００
（３３８）

１，３６６，４００
（４４０）

１，４３６，８００
（１３８）

８１５，３９５
５６１，５４９

４５０

２１，３０９
（２４６）
９，８５９
（２０６）

－
（－）
－
（－）

２４，０００
（３００）
２６，１０７
（３３９）

時　価

３１９，０３６
４５，４８２

１０８

１５６

４８５

９０

８，１１４
△４，６６６

０

１２９

１３０

－

－

２４３

３１５

平成１０年３月３１日

（注）1.（　）内は契約額等に係る当初の受払オプション料です。

契約額等

１３０，６７２
１８，０２０

１６２，５００
（１０）

１，０５２，５００
（２５７）

５１０，０００
（１１０）

９６６，０００
（１６０）

８６７，９５２
８２６，３０４

１５０

１２，９７４
（２０１）
９，４６２
（１４０）

－
（－）
２，０８０
（３７）

２９，０００
（３０９）
２０，０４３
（３８３）

時　価

１３０，７３９
１８，０５５

２２

１１０

２４９

６３

１９，５４８
△１８，１０６

△１

６２

３７

－

８１

３２０

３０３

平成１１年３月３１日

４．特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引については、時価評価を行い、その評価損益を損益計算書に計上していますので上記記載から除いています。
特定取引に含まれるデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。

期別

種類

受取固定／支払変動
　　　想 定 元 本
　　　平均受取金利
　　　平均支払金利
受取変動／支払固定
　　　想 定 元 本
　　　平均受取金利
　　　平均支払金利
受取変動／支払変動
　　　想 定 元 本
　　　平均受取金利
　　　平均支払金利

１～３年

２，０５２，７４１
４．５５％
２．６２％

２，３１２，３６２
２．０４％
４．１２％

５８，６７０
１．９７％
２．０７％

３ 年 超

１，３０４，４９６
４．０１％
２．３９％

７９９，８３３
１．３９％
３．６７％

－
－％
－％

（単位：百万円）

平成１１年３月３１日

１年内

３，６９７，７３５
４．６０％
３．４３％

４，０３９，４５５
３．５２％
４．４７％

３，５４１
２．４６％
２．５７％

１～３年

３，１９０，８２４
４．６１％
３．１３％

３，８５５，７０７
２．８３％
４．３９％

９５，１００
２．４２％
２．３３％

３ 年 超

１，８１５，１１８
４．７４％
２．６５％

２，１２７，１４８
１．９７％
４．２１％

５１，０５８
２．６３％
２．５９％

１年内

２，１８２，０３６
５．０４％
３．２４％

２，０８５，８５３
２．３９％
４．５４％

９０，０６０
２．１３％
２．３１％

平成９年３月３１日

１～３年

３，０３３，１９６
４．８６％
３．２４％

３，３５４，４３６
２．４６％
４．３０％

１５０，２７９
２．４７％
２．６７％

３ 年 超

１，６８７，３２７
４．３２％
２．６６％

１，５７３，３８９
１．８４％
３．８９％

５，０００
１．１６％
１．１５％

平成１０年３月３１日

１年内

３，２９５，７２０
５．０７％
３．９６％

２，８５６，４８２
３．６１％
４．９９％

４，０００
１．２５％
１．６７％
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２. 金利スワップ契約の内容（契約残存期間別の想定元本および平均受取金利・支払金利）は下記のとおりです。

期別

種類

受取固定／支払変動
　　　想 定 元 本
　　　平均受取金利
　　　平均支払金利
受取変動／支払固定
　　　想 定 元 本
　　　平均受取金利
　　　平均支払金利
受取変動／支払変動
　　　想 定 元 本
　　　平均受取金利
　　　平均支払金利

１～３年

２８７，０９９
４．８５％
４．７６％

１７７，７２９
４．３７％
４．４４％

１５０
１．０２％
１．１５％

３ 年 超

１２８，８０３
２．３９％
１．２８％

１２９，６５７
１．２４％
２．２２％

－
－％
－％

（単位：百万円）

平成１０年３月３１日

１年内

３９９，４９２
５．９０％
５．７１％

２５４，１６２
５．７４％
５．８１％

３００
０．７６％
０．３２％

１～３年

２２１，５９０
２．３９％
１．８５％

２０７，７１５
１．９８％
２．５８％

１５０
０．７４％
１．１５％

３ 年 超

３１９，９４４
２．５３％
１．７０％

３１０，２１９
１．７０％
２．４６％

－
－％
－％

平成１１年３月３１日

１年内

３２６，４１８
５．９４％
５．０７％

３０８，３６９
５．０３％
６．０３％

－
－％
－％

（注）１．時価の算定
割引現在価値により算定しています。

２．特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引の契約額等はありません。
３．先物為替予約、通貨オプション等については、期末日に引直しを行い、その損益を損益計算書に計上していますので上記記載から除いています。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。

期別
区分

店　頭
通貨スワップ
　　うち米ドル
　　うち英ポンド
　　うちその他

（２）通貨関連取引 （単位：百万円）

評価損益

△１１，３２３
△１１，７９９
△１６８
６４４

時　価

△１１，３２３
△１１，７９９
△１６８
６４４

うち１年超

３３６，３２２
３３３，７４６

－
２，５７６

契約額等

８６６，９０６
８３４，５３２
１５，０８０
１７，２９３

平成１１年３月３１日
契約額等

４７４，９５０
４２７，８７７

－
４７，０７３

うち１年超

１３８，１４５
１２７，７１１

－
１０，４３３

時　価 評価損益 評価損益

△１０，０６７
△８，３１３
△２，４６８
７１３

時　価

△１０，０６７
△８，３１３
△２，４６８
７１３

うち１年超

１４９，３７４
１１９，９８３
１７，２４７
１２，１４３

契約額等

２４５，６６１
２０１，２６４
１７，２４７
２７，１４９

平成１０年３月３１日平成９年３月３１日

（単位：百万円）

平成１０年３月３１日

契約額等

２，７２９，４６０
１，６８７，４５８

１１１，４２６
（５，４２３）
１２５，４２８
（８２１）

１２９，３２５
（５，５１０）
１３１，９４４
（９７３）

平成９年３月３１日

契約額等

２，９９４，２３８
２，２８８，０２５

３１，０３７
（２，２０２）
２９，０５０
（１５８）
３１，６５８
（１，７５９）
２２，９６９
（１１９）

期別

区分

店　頭
為替予約
　　売建
　　買建
通貨オプション
　　売建　コール

プット

　　買建　コール

プット

平成１１年３月３１日

契約額等

６２９，８８５
４５４，６２１

４０，０５５
（３１２）
２８，９３２
（８３８）
３６，９３８
（６９４）
２７，１２３
（９３３）

（注）（　）内は貸借対照表に計上したオプション料です。
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期別
区分

取引所
債券先物
　　売建
　　買建

合　計

うち１年超

－
－

時　価

３，９７５
２，９９１

評価損益

△２４
△１２
△３６

（４）債券関連取引 （単位：百万円）

平成１１年３月３１日
契約額等

３，９５０
３，００３

（注）１．時価の算定
取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっています。

２．特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引については、時価評価を行い、その評価損益を損益計算書に計上していますので上記記載から除いています。
特定取引に含まれるデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。

うち１年超

－
－

時　価

１１３，９３９
５４，６４５

評価損益

１，４７５
△５９５
８８０

平成９年３月３１日
契約額等

１１５，４１５
５５，２４１

うち１年超

－
－

時　価

２１８，５７０
１６，７５５

評価損益

１８３
△７２
１１０

平成１０年３月３１日
契約額等

２１８，７５４
１６，８２８

期別

区分

取引所
　　債券先物

売建
買建

　　債券先物オプション
売建　コール

プット

買建　コール

プット

（単位：百万円）

契約額等

５，１９４
－

－
（－）
－
（－）
－
（－）
－
（－）

時　価

５，２０７
－

－

－

－

－

平成１０年３月３１日

（注）（　）内は契約額等に係る当初の受払オプション料です。

契約額等

９２７
１，８５３

２，１８１
（６）

１５，１８０
（９５）
４，６８３
（２１）

１３，８６３
（１１１）

時　価

９２７
１，８５５

３

８８

３０

１０８

平成１１年３月３１日

（３）株式関連取引
該当ありません。

（５）商品関連取引
該当ありません。
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信託財産残高表〔資産〕 （単位：百万円）

平成８年度
（平成９年３月３１日現在）

３，９４７，８４８
３，４１１，１４８
５３５，８９９

８００
１３，３６９，１１３
３，７５１，８９３
２０９，９４０

１，８６８，４４０
４，８９３，７９９
２，５３１，６９８
１１３，３４２

３，１３３，２７６
７６０，３８６
２６４，７３８
２０，０１８
４，６１５

２，９０３，９７２
２

２，９０３，９７０
３３６，３３３
１，９８６

３３４，３４７
６４４

４１，７５９
２１，７００

１，６７０，６６９
５，７５９，２０９
８５８，１６９
１０，００３
８４８，１６６

３３，０９２，４５６

科目 期別

貸 出 金
証 書 貸 付
手 形 貸 付
割 引 手 形

有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券

証 券 投 資 信 託 有 価 証 券
証 券 投 資 信 託 外 国 投 資
信 託 受 益 権
受 託 有 価 証 券
貸 付 有 価 証 券
金 銭 債 権

生 命 保 険 債 権
そ の 他 の 金 銭 債 権

動 産 不 動 産
動 産
不 動 産

土 地 の 賃 借 権
そ の 他 債 権
買 入 手 形
コ ー ル ロ ー ン
銀 行 勘 定 貸
現 金 預 け 金

現 金
預 け 金

合 計

平成９年度
（平成１０年３月３１日現在）

３，５４２，１３９
３，０２１，７０６
５１９，８９３

５４０
１３，９１３，９６１
３，３５９，９０８
２２３，７９１

１，４７５，７８８
５，７２５，３５８
３，０７７，７５５
５１，３５７

２，２３０，２８９
９２３，３６５
２１９，４５０
１，４８８
２，３００

３，１３１，２５４
２

３，１３１，２５２
３３２，１７１
１，３９７

３３０，７７４
５３６

２６，３５４
２６，６００

１，５６６，０１０
４，９４５，２５６
１４６，１６５

３
１４６，１６２

３１，００７，３４５

平成１０年度
（平成１１年３月３１日現在）

３，１１８，８０２
２，６５８，２６９
４６０，０９７

４３５
１４，６０７，６２９
３，２４６，４９６
２２６，４４２

１，１５７，７０９
６，３２６，４７８
３，６２４，１３４
２６，３６８

１，３８０，６０３
５４５，９７７
１９５，１５５
１，３９７
２，３００

３，９２７，３８７
２

３，９２７，３８５
３６１，１３８
１，１６９

３５９，９６９
５３６

１７，２８３
３，９００

１，３８７，８９４
３，７３６，８５２
２６８，３１７

２１１
２６８，１０６

２９，５５５，１７７

信託財産残高表〔負債〕 （単位：百万円）

平成９年度
（平成１０年３月３１日現在）

１１，８１４，００４
２，６５５，９９２
４，３３１，１２７
１９，７７３

６，４６１，５１２
３，８２７，４９０
１，５０５，７０１

３，８１３
６８，９１６
２，８９０

１１０，７３０
２０５，３９４

３１，００７，３４５

科目 期別

指 定 金 銭 信 託
特 定 金 銭 信 託
年 金 信 託
財 産 形 成 給 付 信 託
貸 付 信 託
証 券 投 資 信 託
金銭信託以外の金銭の信託
有 価 証 券 の 信 託
金 銭 債 権 の 信 託
動 産 の 信 託
土地およびその定着物の信託
包 括 信 託
合 計

平成８年度
（平成９年３月３１日現在）

１１，４５７，２４８
２，０３２，２７６
４，１０８，０７８
１９，０９９

７，９５１，７０２
５，０７０，７５０
２，０３５，３０１
２４，６６５
６９，１７０
４，００４

１２１，６２０
１９８，５３８

３３，０９２，４５６

平成１０年度
（平成１１年３月３１日現在）

１２，７２７，８３９
３，５９７，４０２
４，３３５，８２８
１７，９４１

５，１８５，２６４
２，４５２，３７９
８３４，０１２
３，７１４
５０，０６３
２，１３８

１０４，９６９
２４３，６２１

２９，５５５，１７７
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種類 期別

貸 出 金
有 価 証 券
そ の 他
合 計

元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）の内訳
（１）合同運用指定金銭信託
資産 （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

７０４，９４２
９，１９３

５７６，７３３
１，２９０，８６９

種類 期別

元 本
債権償却準備金
そ の 他
合 計

平成１０年３月３１日

１，２８６，９６４
２，１４０
１，７６３

１，２９０，８６９

負債 （単位：百万円）

平成９年３月３１日

１，２５１，４６３
１，７６９
１，３７９

１，２５４，６１２

平成９年３月３１日

６３１，５９２
１５３，８４０
４６９，１７９

１，２５４，６１２

平成１１年３月３１日

７９３，９１４
２１，０３９
４２８，７８４

１，２４３，７３８

平成１１年３月３１日

１，２４０，５７１
１，３８１
１，７８５

１，２４３，７３８

種類 期別

貸 出 金
有 価 証 券
そ の 他
合 計

（２）貸付信託
資産 （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

２，６７４，８４１
４８５，７０９

３，８９０，４９０
７，０５１，０４２

種類 期別

元 本
特 別 留 保 金
そ の 他
合 計

負債 （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

６，８６２，４８４
３７，７１７
１５０，８３９

７，０５１，０４２

平成９年３月３１日

３，０６４，９３６
８７５，０２３

４，６０９，７４５
８，５４９，７０５

平成９年３月３１日

８，２４０，９７９
４３，８５７
２６４，８６７

８，５４９，７０５

平成１１年３月３１日

５，５７３，２６１
２９，９７９
８４，３２２

５，６８７，５６３

平成１１年３月３１日

２，２０５，１５０
３３２，９７１

３，１４９，４４０
５，６８７，５６３

注記事項

１．共同信託他社管理財産　平成８年度末１６，００２，０１８百万円、平成９
年度末１６，６７１，４４１百万円、平成１０年度末１５，５１４，６９８百万円

２．元本補てん契約のある信託の貸出金平成８年度末３，６９６，５２９百万
円、平成９年度末３，３７９，７８４百万円のうち、破綻先債権額は平成
８年度末４９，０７２百万円、平成９年度末８，４６９百万円、延滞債権額
は平成８年度末９４，７４７百万円、平成９年度末３５，５０１百万円、金利
減免等債権額は平成８年度末１４，１０９百万円、平成９年度末３０，８０９
百万円です。

３．元本補てん契約のある信託の貸出金平成１０年度末２，９９９，０６５百万
円のうち、破綻先債権額は７，３９１百万円、延滞債権額は７５，９８８百
万円、３カ月以上延滞債権額は２，５３５百万円、貸出条件緩和債権
額は２５，５５７百万円です。また、これらの債権額の合計額は
１１１，４７１百万円です。
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連結財務諸表等
連結貸借対照表〔資産の部〕 （単位：百万円）

平成９年度
（平成１０年３月３１日現在）

６９５，０７５
５７４，２５８

－
－

５３，６５０
８１，２７２

３，９２４，１５２
６，１６８，３９３
１５，９１７
３０９，１３９
１２５，７７２
１６５，１４０

－
１７０，０６０

１２，２８２，８３２

科目 期別

現 金 預 け 金
コールローンおよび買入手形
買 入 金 銭 債 権
商 品 有 価 証 券
特 定 取 引 資 産
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
動 産 不 動 産
繰 延 税 金
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
資 産 の 部 合 計

平成８年度
（平成９年３月３１日現在）

８０６，３７２
３，９０２
１２，５００
４８，４５４

－
１２８，１６０

３，６２９，４１６
６，９７３，８０４
３３，４３０
３３６，１３７
１０９，４０２
１７１，６２２

－
２４８，１９２

１２，５０１，３９６

平成１０年度
（平成１１年３月３１日現在）

５５４，８７９
１３０，６１０

－
－

２３，９０９
１０３，５１８

３，２３７，０４４
４，６２４，８１９

２，４７８
２５９，５７４
２２１，９０６

－
２４４，８６６
１１７，５０５

９，５２１，１１３

平成９年度
（平成１０年３月３１日現在）

３，７９７，０７８
５８３，５１２
３６０，００２
１２，０２９
２１４，８２８
１，３５１

１２５，０３３
１４３，０５１

４，９４５，２５６
７２８，９３２
５９８，２６１
１７，６６３
５，１７２

１
－
－

１７０，０６０
１５，２００

１１，７１７，４３７

－

１６９，４８３
１２２，８９７
３２，１１４
２４０，９０１

－
－

５６５，３９７

２
－

５６５，３９５
１２，２８２，８３２

連結貸借対照表〔負債、少数株主持分および資本の部〕 （単位：百万円）

科目 期別

負 債 の 部
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネーおよび売渡手形
特 定 取 引 負 債
借 用 金
外 国 為 替
社 債
転 換 社 債
信 託 勘 定 借
そ の 他 負 債
貸 倒 引 当 金
退 職 給 与 引 当 金
債 権 売 却 損 失 引 当 金
特 別 法 上 の 引 当 金
投 資 損 失 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
再 評 価 差 額 金
負 債 の 部 合 計

少 数 株 主 持 分
少 数 株 主 持 分

資 本 の 部
資 本 金
資 本 準 備 金
利 益 準 備 金
そ の 他 の 剰 余 金
再 評 価 差 額 金
連 結 剰 余 金

自 己 株 式
子会社の所有する親会社株式
資 本 の 部 合 計
負債、少数株主持分および資本の部合計

平成８年度
（平成９年３月３１日現在）

３，９１０，５２３
３２３，１４２
５８９，０２０

－
２０４，７３２
１，９００
－

４３，０５１
５，７５９，２０９
３１４，１１１
５１２，８００
１７，９６０
４，７５１
４，７２０
－
－

２４８，１９２
－

１１，９３４，１１５

－

１６９，４８３
１２２，８９７
３０，９１５
２４３，９９１

－
－

５６７，２８８

７
－

５６７，２８０
１２，５０１，３９６

平成１０年度
（平成１１年３月３１日現在）

３，４７４，３４５
３０３，４５７
５３，５１２
２０，６９５
４２５，０３２
６，３３６

１２４，５８６
１７，４３５

３，７３６，８５２
２６７，７６２
２００，８８２
１５，００２
８，５４０
－

１，３８２
６，３６４

１１７，５０５
－

８，７７９，６９３

４，６６７

３８３，４３０
２７２，４９４

－
－

８，７７０
７５，２７１
７３９，９６６

１
３，２１２

７３６，７５２
９，５２１，１１３
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連結損益計算書 （単位：百万円）

平成９年度
（平成９年４月１日から平成１０年３月３１日まで）

８７８，２９０
１３０，９７２
４９９，７０７
１７０，８０８
１２３，８１９

４６１
２４，８０２
１７９，８１５
２４，９１７
１，９９４
２２，５３９
１９８，１５９
８７１，７２６
４５０，２８０
１２７，８８０
３，８９７
８，７８４
８，１５６
５７５
７５８

３００，２２８
５，０３６
１９６

３５，０４２
１２４，４９６
２５６，６７４
２０１，７５３
５４，９２０
６，５６４
５，８４４
１，１０１
２４
１７０

４，５４６
－
０

８０３
８０３
－

１１，６０５
２，７４５
－

４，７５８
－

４，１００

科目 期別

経 常 収 益
信 託 報 酬
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コールローンおよび買入手形利息
預 け 金 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息
役 務 取 引 等 収 益
特 定 取 引 収 益
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
預 金 利 息
譲 渡 性 預 金 利 息
コールマネーおよび売渡手形利息
借 用 金 利 息
社 債 利 息
転 換 社 債 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用
特 定 取 引 費 用
そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額
そ の 他 の 経 常 費 用

経常利益（△は経常損失）
特 別 利 益

動 産 不 動 産 処 分 益
償 却 債 権 取 立 益
国債価格変動引当金取崩額
商品有価証券売買損失等引当金取崩額
金融先物取引責任準備金取崩額
証券取引責任準備金取崩額

特 別 損 失
動 産 不 動 産 処 分 損
証 券 投 資 信 託 処 理 損

税金等調整前当期純利益（△は税金等調整前当期純損失）
法 人 税 お よ び 住 民 税
法人税、住民税および事業税
法 人 税 等 調 整 額
少 数 株 主 損 失
当期純利益（△は当期純損失）

平成８年度
（平成８年４月１日から平成９年３月３１日まで）

１，０６５，０７６
２０３，０８３
６００，７８７
１８０，５０６
１２８，０９８
１，７３１
３０，７９４
２５９，６５７
２５，７９９

－
２５，１８８
２１０，２１７

１，０５９，８３６
５４２，０９１
１３８，５８９
４，４６７
６，９５３
８，５７４
－
８７３

３８２，６３２
４，７６３
－

５５，４３６
１２３，６５７
３３３，８８７
１５９，２２０
１７４，６６７
５，２４０
９，０９４
１，９２２
８６

７，０２４
６０
１
－

１，８５２
１，８５２

０
１２，４８２
１，７０２
－

５，０８９
－

５，６９０

平成１０年度
（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで）

７８９，１８９
９１，１５９
４１０，７８４
１３４，１８９
１０９，６４２

６８７
２０，２９０
１４５，９７５
２８，２０１
４６３

４１，３９２
２１７，１８７
９８４，０６０
３５５，１８５
６０，２９１
１，９４２
２，５３５
１０，８５６
２，７４５
７５３

２７６，０６１
４，５４２
１，０１４
３０，１６９
１３５，１７３
４５７，９７５
２９７，０７２
１６０，９０２
△１９４，８７０

２５９
２５２
６
－
－
－
０

５７，９５２
１，６４６
５６，３０５

△２５２，５６４
－

２，３３１
△７８，４１４

１６１
△１７６，３１９
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連結剰余金計算書 （単位：百万円）

平成９年度
（平成９年４月１日から平成１０年３月３１日まで）

２４３，９９１
２４３，９９１

－
－
－
－

７，１９０
１，１９９
５，９９１
－
－

４，１００
２４０，９０１

科目 期別

連 結 剰 余 金 期 首 残 高
その他の剰余金期首残高
利 益 準 備 金 期 首 残 高

連 結 剰 余 金 増 加 高
持分法適用会社の範囲拡大に伴う剰余金増加高
過 年 度 税 効 果 調 整 額

連 結 剰 余 金 減 少 高
利 益 準 備 金 繰 入 額
配 当 金
連結子会社の減少に伴う剰余金減少高
連結子会社の範囲拡大に伴う剰余金減少高

当期純利益（△は当期純損失）
連 結 剰 余 金 期 末 残 高

平成８年度
（平成８年４月１日から平成９年３月３１日まで）

２４５，４９１
２４５，４９１

－
－
－
－

７，１９０
１，１９９
５，９９１
－
－

５，６９０
２４３，９９１

平成１０年度
（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで）

２７３，０１６
２４０，９０１
３２，１１４
７８２
６３
７１８

２２，２０７
－

５，９７６
５，２６３
１０，９６６

△１７６，３１９
７５，２７１

監査法人の監査証明について

　平成８年度（平成８年４月１日～平成９年３月３１日）、平成９年度
（平成９年４月１日～平成１０年３月３１日）および平成１０年度（平成１０
年４月１日～平成１１年３月３１日）の連結貸借対照表、連結損益計算
書および連結剰余金計算書は、証券取引法第１９３条の２の規定に基
づき、監査法人トーマツの監査証明を受けています。

連結財務諸表作成のための基本となる事項 （平成１０年度）

１．連結の範囲に関する事項
　子会社の範囲等は、｢連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に
関する規則の一部を改正する省令｣（平成１０年大蔵省令第１３６号）附則
第２項の規定に基づき、同省令により改正された連結財務諸表規則
を適用しています。
（１）連結子会社 ２４社
　主要な会社名 Mitsui Trust International Ltd.

Mitsui Trust Bank （U.S.A.）
Mitsui T & B Options Inc.
MTI Finance （Cayman） Ltd.
MTI Capital （Cayman） Ltd.
MTB Wing Finance B.V.
三井信情報システム株式会社
三信建物管理株式会社
三井信ビジネスサービス株式会社
三信総合管理株式会社
三信証券代行ビジネス株式会社
三信投資顧問株式会社
三信リース株式会社
フジヤ都市開発株式会社　　他１０社

　上記のうち、三信証券代行ビジネス株式会社は出資比率の増
加により、また、三信リース株式会社他１２社は「連結財務諸表の
用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令」
（平成１０年大蔵省令第１３６号）附則第２項の規定に基づき、同省令
により改正された連結財務諸表規則の適用により、当連結会計
年度から連結しています。
　また、Mitsui Trust Bank （Europe） S.A. 他４社は清算等に
より当連結会計年度から除外しています。

（２）非連結子会社
　主要な会社名 三信クリエイト株式会社
　非連結子会社の総資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う
額）および剰余金（持分に見合う額）のそれぞれの合計額は、いず
れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。

２．持分法の適用に関する事項
　関連会社の範囲等は、｢連結財務諸表の用語、様式及び作成方法
に関する規則の一部を改正する省令｣（平成１０年大蔵省令第１３６号）附
則第２項の規定に基づき、同省令により改正された連結財務諸表規
則を適用しています。
（１）持分法適用の非連結子会社　　０社
（２）持分法適用の関連会社 ２社
　主要な会社名 プルデンシャル三井トラスト投信株式会社

株式会社デベロッパー三信
　上記２社は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する
規則の一部を改正する省令」（平成１０年大蔵省令第１３６号）附則第
２項の規定に基づき、同省令により改正された連結財務諸表規
則の適用により、当連結会計年度から持分法を適用しています。

（３）持分法非適用の非連結子会社
　主要な会社名 三信クリエイト株式会社

（４）持分法非適用の関連会社
　主要な会社名 株式会社コスモス青山
　持分法非適用の非連結子会社および関連会社の当期純損益（持
分に見合う額）および剰余金（持分に見合う額）のそれぞれの合計
額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
（１）連結子会社の決算日は次のとおりです。
　４月末日　　１社
　５月末日　　１社

　 　１２月末日　　８社
　１月末日　　３社
　２月末日　　１社
　３月末日　　１０社

（２）４月および５月末日を決算日とする子会社については、３月末
日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他
の子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結
しています。

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）平成８年度および平成９年度については、その他の剰余金について記載しています。
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　なお、決算期の変更により平成１０年１０月１日から平成１１年２
月２８日までの５カ月決算となっている会社が１社、また、平成
１０年８月１日から平成１１年１月３１日までの６カ月決算となって
いる会社が１社あります。
　連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引につ
いては、必要な調整を行っています。

４．会計処理基準に関する事項
（１）特定取引資産・負債の評価基準および収益・費用の計上基準
　親会社の保有する特定取引資産・負債の評価基準および収
益・費用の計上基準は次のとおりです。
　金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標
に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等
の目的（以下「特定取引目的」）の取引については、取引の約定時
点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」および「特定取
引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計
算書上「特定取引収益」および「特定取引費用」に計上しています。
　特定取引資産および特定取引負債の評価は、有価証券および
金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先
物・オプション取引等の派生商品については連結決算日におい
て決済したものとみなした額により行っています。
　また、特定取引収益および特定取引費用の損益計上は、連結
会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については
前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減
額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度
末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えてい
ます。
　連結子会社については特定取引目的の取引およびこれに類似
する取引について主として親会社と同様の取扱いを行ってい
ます。

（２）有価証券の評価基準および評価方法
　親会社の保有する有価証券の評価基準および評価方法は次の
とおりです。
①有価証券の評価は、移動平均法による原価法により行って
います。

②有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託におい
て信託財産として運用されている有価証券の評価は、上記
①と同じ方法により行っています。
連結子会社の保有する有価証券については、主として移
動平均法による原価法を適用しています。

（３）動産不動産の減価償却の方法
　親会社の動産不動産は、全国銀行協会の定める銀行業におけ
る決算経理基準に基づき、それぞれ次のとおり償却しています。
　建　物 定率法を採用し、税法基準の償却率による。

ただし、平成１０年度の法人税法の改正に伴い、平成
１０年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除
く）については、定額法を採用し、税法基準の償却率
による。

　動　産 定率法を採用し、税法基準の償却率による。
　その他 税法の定める方法による。
　なお、建物の減価償却の方法は、法人税法施行令第４８条第１
項の改正に伴い、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物附
属設備を除く）については、定額法を採用しています。これに伴
い、前年度と同一の方法によった場合に比べ、経常損失および
税金等調整前当期純損失はそれぞれ１百万円減少しています。
また、建物の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等
に関する省令の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、建物の
耐用年数を税法基準に合わせて改定しています。これに伴い、

前年度と同一の耐用年数によった場合に比べ、経常損失および
税金等調整前当期純損失はそれぞれ８２百万円増加しています。
　動産不動産の取得価額基準は、従来２０万円でしたが、平成１０
年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から１０万円に変
更しています。
　なお、取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産については、
３年間で均等償却する方法を採用しています。
　この変更に伴い、前年度と同一の基準によった場合に比べ、
経常損失および税金等調整前当期純損失は、それぞれ２４百万円
減少しています。
　連結子会社の動産不動産については、資産の見積耐用年数に
基づき、主として定額法により償却しています。

（４）貸倒引当金の計上基準
　親会社の貸倒引当金は、全国銀行協会の定める銀行業におけ
る決算経理基準に基づき、あらかじめ定めている償却・引当基
準に則り、次のとおり計上しています。
　破産、和議等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者
（以下、「破綻先」という）に係る債権およびそれと同等の状況に
ある債務者（以下、「実質破綻先」という）の債権については、下
記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額および保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上していま
す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、
債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能
見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的
に判断し必要と認める額を計上しています。上記以外の債権に
ついては、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒
実績率等に基づき計上しています。なお、特定海外債権につい
ては、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を
特定海外債権引当勘定（租税特別措置法第５５条の２の海外投資等
損失準備金を含む）として計上しています。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店およ
び審査各部の協力の下に資産査定部が資産査定を実施し、当該
部署から独立した検査部が査定方法等の適正性を検査し、その
査定結果に基づいて、上記の引当てを行っています。
　なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権に
ついては、債権額から担保の評価額および保証による回収が可
能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権
額から直接減額しており、その金額は４１７，４２７百万円です。
　連結子会社の貸倒引当金は、過去の貸倒実績等を勘案して必
要と認めた額を引き当てています。

（５）退職給与引当金の計上基準
　親会社の退職給与引当金は、全国銀行協会の定める銀行業に
おける決算経理基準に基づき、自己都合退職による期末要支給
額に相当する額を引き当てています。
　なお、親会社は退職金制度の一部に調整年金制度および適格
退職年金制度を採用しており、また、主要な連結子会社も年金
制度を採用しています。

（６）債権売却損失引当金の計上基準
　親会社は、㈱共同債権買取機構に売却した不動産担保付債権
の担保価値を勘案し、将来発生する可能性のある損失を見積も
り、必要と認められる額を計上しています。

（７）投資損失引当金の計上基準
　親会社は、破綻懸念先の発行する有価証券について、帳簿価
額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額
を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断
し将来発生する可能性のある損失を見積もり必要と認められる
金額を引き当てています。
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（８）外貨建資産・負債の換算基準
　親会社の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相
場による円換算額を付しています。ただし、①外国法人に対す
る出資に係る資産（外貨にて調達したものを除く）、②外貨建社
債等に係る負債、③その他銀行が直物外貨建資産残高に算入す
ることが適当でないと定めた外貨建資産は取得時、直物外貨建
負債残高に算入することが適当でないと定めた外貨建負債につ
いては発生時の為替相場によっています。海外支店勘定につい
ては、連結決算日の為替相場による円換算額を付しています。
　連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算
日等の為替相場により換算しています。

（９）リース取引の処理方法
　親会社および国内連結子会社のリース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。

（１０）消費税等の会計処理
　親会社および国内連結子会社の消費税および地方消費税の会
計処理は、税抜方式によっています。
　ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は当期の費用
に計上しています。

５．投資勘定と資本勘定との相殺消去に関する事項
　投資勘定と、これに対応する連結子会社の資本勘定は、その取得
日を基準として相殺消去しています。
　相殺消去差額については、原則として発生原因に基づき適切な処
理を行うこととしており、原因分析が困難なものは、発生年度に全
額償却しています。

６．未実現損益の消去に関する事項
　連結にかかる未実現損益は全額消去しています。
　ただし、｢連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
の一部を改正する省令｣（平成１０年大蔵省令第１３６号）により改正され
た連結財務諸表規則の適用により、当連結会計年度から新たに連結
または持分法適用の範囲に含めることとなった子会社および関連会
社に係る未実現損益については、期首以降に行われた内部取引に係
るものを消去しています。

７．在外連結子会社等の財務諸表項目の換算に関する事項
　在外連結子会社の財務諸表項目の円貨への換算は、｢『外貨建取引
等会計処理基準の改訂について（平成７年５月２６日付企業会計審議
会報告）』の取扱いについて｣（平成７年６月７日付蔵証第７６７号）に基
づき行っています。

８．利益処分項目等の取扱いに関する事項
　連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に
基づいて作成しています。

９．法人税等の期間配分の処理に関する事項
　連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課
される租税（以下｢法人税等｣という） については、｢財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令｣（平成
１０年大蔵省令第１７３号）附則第３項の規定に基づき、同省令により改
正された連結財務諸表規則第１１条に規定する税効果会計を適用して
います。
　なお、従来、財務会計上の税引前利益と税務上の課税所得との差
額のうち、期間差異項目について法人税等の期間配分計算を行い、
翌年度以降に配分される金額を｢繰延税金｣として資産の部に計上し

ていましたが、当連結会計年度より、税効果会計を適用したため、
従来の方法に比べ、資産が２，４８２百万円減少するとともに、当期純
損失が２，４８２百万円増加しています。

表示方法の変更 （平成１０年度）

（連結貸借対照表）
　前連結会計年度において独立掲記していました｢利益準備金｣（当
連結会計年度３３，３１３百万円）および｢その他の剰余金｣（当連結会計年
度４１，９５７百万円）は、連結財務諸表規則の改正により当連結会計年
度においては｢連結剰余金｣として表示しています。

（連結損益計算書）
　前連結会計年度において税金等調整前当期純利益からの減算（ま
たは加算）項目として独立掲記することとされていました｢少数株主
損益｣（当連結会計年度１６１百万円）は連結財務諸表規則の改正により
当連結会計年度においては｢少数株主損失｣として表示しています。

（連結剰余金計算書）
　前連結会計年度においては、｢その他の剰余金｣の期首および期末
残高ならびに期中増減高を記載していましたが、連結財務諸表規則
の改正により当連結会計年度においては｢連結剰余金｣の期首および
期末残高ならびに期中増減高を記載しています。

（追加情報）
連結貸借対照表
　前連結会計年度において負債の部に独立掲記することとされてい
ました｢少数株主持分｣（当連結会計年度４，６６７百万円）は、連結財務
諸表規則の改正により当連結会計年度においては負債の部と資本の
部の中間に独立掲記しています。
連結損益計算書
　前連結会計年度において税金等調整前当期純利益の加算項目とし
て独立掲記することとされていました｢持分法による投資損益｣（当
連結会計年度△７６８百万円）は、連結財務諸表規則の改正により当連
結会計年度においては｢その他経常費用｣に含めています。
　前連結会計年度において｢その他経常費用｣に含めていました｢事
業税｣（当連結会計年度５８百万円）および｢法人税および住民税｣（当連
結会計年度２，２７２百万円）は、連結財務諸表規則の改正により当連結
会計年度においては｢法人税、住民税および事業税｣として表示して
います。

注記事項 （平成１０年度）

（連結貸借対照表関係）
１．有価証券には、非連結子会社および関連会社の株式４３，７０５百万
円を含んでいます。

２．貸出金のうち、破綻先債権額は５１，３９１百万円、延滞債権額は
４６６，０９３百万円です。
　なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当
期間継続していることその他の事由により元本または利息の取
立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不
計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第
９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または
同項第４号に規定する事由が生じている貸出金です。



64

●

財
務
諸
表
等
　
●

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻
先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。
　なお、｢連結財務諸表作成のための基本となる事項｣の｢４．会計
処理基準に関する事項｣の｢（４）貸倒引当金の計上基準｣に記載さ
れている取立不能見込額の直接減額により、従来の方法によっ
た場合に比べ、破綻先債権額は９５，８１８百万円、延滞債権額は
２６３，２１８百万円減少しています。

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は５，２９２百万円です。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、
約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先
債権および延滞債権に該当しないものです。

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１５４，３７１百万円です。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援
を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本
の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを
行った貸出金で破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債
権に該当しないものです。
　なお、「連結財務諸表作成のための基本となる事項」の「４．会計
処理基準に関する事項」の「（４）貸倒引当金の計上基準」に記載さ
れている取立不能見込額の直接減額により、従来の方法によっ
た場合に比べ、貸出条件緩和債権額は４３，３７２百万円減少してい
ます。

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸出
条件緩和債権額の合計額は６７７，１４７百万円です。

６．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）
に基づき、親会社の事業用の土地の再評価を行っています。な
お、評価差額については、従来は全額を「再評価差額金」として
負債の部に計上していましたが、平成１１年３月３１日の同法律の
改正により、当連結会計年度より、当該再評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上
し、これを控除した金額を「再評価差額金」として資本の部に計
上しています。これに伴い、従来の方法に比べ、負債の部は
８，７７０百万円減少し、資本の部は８，７７０百万円増加しています。
　再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公

布政令第１１９号）第２条第１号に定める標準地の公示価格、
同条第２号に定める基準地の標準価格、および同条第３号
に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格
に基づいて、合理的な調整（時点修正、地域格差および個別
格差の補正）を行って算出しています。

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会
計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額 ８，５６１百万円

７．動産不動産の減価償却累計額 １１２，４５９百万円

８．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特
約が付された劣後特約付借入金２７７，０００百万円が含まれてい
ます。

９．社債のうち、永久劣後特約付社債は１００，０００百万円、劣後特約付
社債は２４，５８６百万円です。

１０． 転換社債のうち、劣後特約付転換社債は１４，２０５百万円です。

１１． 元本補てん契約のある信託の元本金額は、合同運用指定金銭信
託１，２４０，５７１百万円、貸付信託５，５７３，２６１百万円です。

（連結損益計算書関係）
１．その他の経常費用には、㈱共同債権買取機構へ不動産担保付債権
を売却したことによる損失３，８５３百万円、債権売却損失引当金繰
入額３，３６８百万円およびその他の債権の処理損失６５，６３０百万円を
含んでいます。

（リース取引関係）
１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の
ファイナンス･リース取引

（１）借手側
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および年
度末残高相当額

動産 その他 合計

　取得価額相当額 ３，３２１百万円 ５４百万円 ３，３７５百万円
　減価償却累計額相当額２，３６５百万円 １８百万円 ２，３８４百万円

　年度末残高相当額 ９５５百万円 ３６百万円 ９９１百万円

１年内　 １年超　 合　計　
・未経過リース料
年度末残高相当額

５１９百万円 ５２９百万円 １，０４９百万円

・支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額
　　支払リース料 １，０４７百万円
　　減価償却費相当額 ９１２百万円
　　支払利息相当額 ６１百万円
・減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっています。
・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息
相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法
によっています。

（２）貸手側
・固定資産に含まれているリース物件の取得価額、減価償却累計
額および年度末残高

動産 その他 合計

　取得価額 １３０，０７１百万円 －百万円 １３０，０７１百万円
　減価償却累計額 ７３，３７５百万円 －百万円 ７３，３７５百万円

　年度末残高 ５６，６９６百万円 －百万円 ５６，６９６百万円

１年内　 １年超　 合　計　
・未経過リース料　
年度末残高相当額

２０，９８５百万円 ４４，７７２百万円 ６５，７５７百万円

（注）未経過リース料年度末残高相当額は、未経過リース料年度末残高および見積残存
価額の合計額が営業債権の年度末残高等に占める割合が低いため、受取利子込
み法により算定しています。

・受取リース料および減価償却費
受取リース料 ２４，２９４百万円

　　減価償却費 ２０，４３１百万円

（税効果会計関係）
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
　貸倒引当金損金算入限度超過額 １４８，８４１百万円
　有価証券償却否認  ３１，８４６百万円
　税務上の繰越欠損金  １７，２４６百万円
　その他  ４６，９３２百万円
繰延税金資産合計  ２４４，８６７百万円
繰延税金負債
　海外投資等損失準備金 △１百万円
繰延税金資産（負債）の純額     ２４４，８６６百万円
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（セグメント情報）
１．事業の種類別セグメント情報
　連結会社は信託銀行業以外に一部でリース等の事業を営んでいますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、事業
の種類別セグメント情報は記載していません。

２．所在地別セグメント情報
　平成１０年度については、全セグメントの経常収益の合計および全セグメントの資産の金額の合計金額に占める本邦の割合がいずれも９０％を
超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

３．国際業務経常収益 （単位：百万円）

期別

国 際 業 務 経 常 収 益
連 結 経 常 収 益
国際業務経常収益の連結経常収益に占める割合（％）

平成１０年度

２８５，１８２
７８９，１８９
３６．１

（注）１．一般企業の海外売上高に代えて、国際業務経常収益を記載しています。
２．国際業務経常収益は、国内での外貨建諸取引、円建貿易手形取引、円建対非居住者諸取引、特別国際金融取引勘定における諸取引、親会社の海外店取引、ならびに海外連結子会社の取
引に係る経常収益（ただし、連結会社間の内部経常収益を除く）で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国または地域ごとのセグメント情報は記載していません。

平成８年度

４５８，９６５
１，０６５，０７６

４３．０

平成９年度

３７０，７１４
８７８，２９０
４２．２

（注）１．平成９年度については、当社の本支店および連結子会社について、地理的近接度、経済活動の類似性、事業活動の相互関連性等を考慮して国内と国または地域ごとに区分の上、一般企業
の売上高および営業利益に代えて、それぞれ経常収益および経常利益を記載しています。
平成８年度については、当社の本支店および連結子会社について、所在地により国内と在外に区分の上、一般企業の売上高および営業利益に代えて、それぞれ経常収益および経常利益を記
載しています。（従って当社の海外支店の経営収益等は、在外に含めて記載しています。）

２．米州地域には、アメリカ合衆国等が属しています。

期別

経 常 収 益
　外部顧客に対する経常収益
セグメント間の内部経常収益

合 計
経 常 費 用
経常利益（△は経常損失）
資 産

米州地域

３５，２５１
５，９４７
４１，１９９
３８，５４８
２，６５０

６３５，４５３

その他の地域

８２，３８６
３３８

８２，７２５
７５，０９２
７，６３２

６９３，００７

合　計

８７８，２９０
１０，３４８
８８８，６３８
８８１，１１１
７，５２７

１２，７２３，７９８

消去または全社

－
（１０，３４８）
（１０，３４８）
（９，３８５）
（９６３）

（４４０，９６５）

国　内

９１２，９６５
１５，６９４
９２８，６５９
９３０，５６６
△１，９０６

１１，１２０，５０４

在　外

１５２，１１１
２５４

１５２，３６５
１４５，００３
７，３６１

１，４７０，７７８

合　計

１，０６５，０７６
１５，９４８

１，０８１，０２５
１，０７５，５７０

５，４５５
１２，５９１，２８３

消去または全社

－
（１５，９４８）
（１５，９４８）
（１５，７３３）
（２１５）

（８９，８８６）

連　結

１，０６５，０７６
－

１，０６５，０７６
１，０５９，８３６

５，２４０
１２，５０１，３９６

平成９年度平成８年度
日　本

７６０，６５２
４，０６２

７６４，７１４
７６７，４６９
△２，７５５

１１，３９５，３３７

（単位：百万円）

２．連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人
税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主な項目別の内訳
法定実効税率 ４２．０５％
　（調整）
　税効果を適用しない子会社の損失 △０．２４％
　過年度税金資産の見直し △０．９８％
　税率変更による期首繰延税金資産の減額修正 △１１．６４％
　その他 ０．９３％
　税効果適用後の法人税等の負担率 ３０．１２％

３．当連結会計年度における「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する省令」（平成１０年大蔵省令第１７３
号）による改正後の連結財務諸表規則第１１条の規定に基づく税効
果会計の適用に伴う適用税率の変更および法定税率の変更によ
り、繰延税金資産の金額は２９，３８２百万円減少し、当連結会計年度
に計上された法人税等調整額の金額は同額増加しています。

（１株当り情報）

区分 平成８年度 平成９年度 平成１０年度

１株当り純資産額 ４７３．４１円 ４７１．８３円 ２９２．８３円

１株当り当期純利益
（△は1株当り当期純損失） ４．７４円 ３．４２円 △１３５．８９円

潜 在 株 式 調 整 後
1株当り当期純利益 －円 ３．３０円 －円

（注）１．平成１０年度の連結ベースの１株当り純資産額は、期末純資産額から｢期末発行済優先
株式数×発行価額｣を控除した金額を、期末発行済普通株式数（自己株式を除く）で除
しています。

２．平成１０年度の連結ベースの１株当り当期純損失は、当期純損失から当期優先株式配当
金総額を控除した金額を、期中平均発行済普通株式数で除しています。

３．平成１０年度の潜在株式調整後１株当り当期純利益金額については、当連結会計年度
は純損失が計上されているので、記載していません。平成８年度は潜在株式を調整し
た計算により１株当り当期純利益金額は減少しないので、記載していません。

連 　 結

８７８，２９０
－

８７８，２９０
８７１，７２６
６，５６４

１２，２８２，８３２
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損益の状況

国内・国際業務部門別粗利益 （単位：百万円）

期別
種類

信 託 報 酬
資金運用収支

資金運用収益

資金調達費用

役務取引等収支
役務取引等収益
役務取引等費用

特定取引収支
特定取引収益
特定取引費用

その他業務収支
その他業務収益
その他業務費用
業 務 粗 利 益
業務粗利益率（％）

国内業務部門

２０２，７３７
３３，６２９

１８１，２４８

１４７，６１９

１９，７３１
２２，３３３
２，６０２

△３２，７２１
１０，４４４
４３，１６５
２２３，３７８
２．２８

平成８年度
国際業務部門

－
２２，４１１

４２３，６４６

４０１，２３５

２８６
２，３５９
２，０７３

２，８４６
１４，６８８
１１，８４１
２５，５４３
０．６０

合　計

２０２，７３７
５６，０４０
１７，２２０
５８７，６７５
１７，２２０
５３１，６３４
２０，０１７
２４，６９３
４，６７５

△２９，８７４
２５，１３２
５５，００７
２４８，９２１
２．０１

（注）１．国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引および海外店の取引です。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めてい
ます。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成８年度：２，０８４百万円、平成９年度：１，８６２百万円、平成１０年度：１，４４４百万円）を控除して表示しています。
３．資金運用収益および資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息です。
４．業務粗利益率＝業　務　粗　利　益
４．業務粗利益率＝

資金運用勘定平均残高
×１００

国内業務部門

９０，９６６
４８，４１７

１６４，６６０

１１６，２４３

１８，２９６
２１，５６３
３，２６７
△２４４
０

２４４
△１，２５０
２０，６７８
２１，９２８
１５６，１８５
１．６８

平成１０年度
国際業務部門

－
１３，６１４

２６２，３５８

２４８，７４３

△９１
１，２５３
１，３４４
△６７４
１３７
８１２

１２，５６１
２０，６２３
８，０６１
２５，４１０
１．１７

合　計

９０，９６６
６２，０３２
１４，７１１
４１２，３０８
１４，７１１
３５０，２７５
１８，２０４
２２，８１７
４，６１２
△９１８
９５

１，０１４
１１，３１１
４１，３０１
２９，９９０
１８１，５９６
１．８０

国内業務部門

１３０，６０８
４１，０２５

１７３，２７１

１３２，２４６

１９，２８８
２１，９５２
２，６６３
１０２
１１１
９

△２２，４１１
４，３３６
２６，７４７
１６８，６１３
１．７６

平成９年度
国際業務部門

－
７，４４５

３３１，０５６

３２３，６１０

△１３８
２，２６０
２，３９９
△１６４
１０
１７５

１０，０４２
１７，９０３
７，８６０
１７，１８５
０．５３

合　計

１３０，６０８
４８，４７１
１３，５３９
４９０，７８８
１３，５３９
４４２，３１７
１９，１５０
２４，２１２
５，０６２
△６２
１１３
１７５

△１２，３６８
２２，２３９
３４，６０８
１８５，７９８
１．６０

業務純益 （単位：百万円）

期別

業 務 純 益
信託勘定償却前業務純益
実 勢 業 務 純 益

平成９年度

１２１，１６０
１５６，４３７
９７，２５５

（注）１．業務純益は銀行の本業での業績を示す指標で、「資金利益」（預金・貸出・有価証券等の利息収支）、「役務取引等利益」（信託報酬、手数料収支）、「特定取引利益」（商品有価証券収支等）、
「その他業務利益」（外国為替・債券売買益等）の合計から「一般貸倒引当金繰入額」および「経費」を控除して算出します。
２．信託銀行の「業務純益」には元本補てん契約のある信託勘定での貸出金償却が含まれていますので、本業の収益力を表す指標としてはこれを除いた「信託勘定償却前業務純益」が適切です。
３．元本補てん契約のある信託勘定での貸出金償却および一般貸倒引当金繰入額を除き、収益力の実勢を表す指標として、「実勢業務純益」があります。
４．平成８年度については、政令改正に伴う特別留保金取崩額を除いています。

平成１０年度

５６，２１２
１０５，２７９
１０５，７２０
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期別
種類

資金運用勘定

貸 出 金
商品有価証券
有 価 証 券
コールローン
買 入 手 形
預 け 金

資金調達勘定
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー
売 渡 手 形
コマーシャル・ペーパー
借 用 金

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成８年度：１６，７８７百万円、平成９年度：２０，７４７百万円、平成１０年度：２６，７７６百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高
（平成８年度：１２８，０５３百万円、平成９年度：１２２，９２７百万円、平成１０年度：１０２，７９６百万円）および利息（平成８年度：２，０８４百万円、平成９年度：１，８６２百万円、平成１０年度：１，４４４百
万円）を、それぞれ控除して表示しています。

２．（　）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高および利息（内書き）です。

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り
（１）国内業務部門 （単位：百万円）

平均残高

（１，６５３，５２９）
９，７７５，７９９
５，０２４，１１１

４，６１８
２，９４７，５８９
６１，６６９
８０９

３０，２８０
９，０７０，２８０
２，１５６，９９１
９８，７３５
３２７，７３２
４７，８３２

－
１８４，３２５

平成８年度
利　　息

（１７，２２０）
１８１，２４８
７８，６３３

１８
７６，３８８
３４４
４

１５２
１４７，６１９
２０，３２１
５８０

１，７６６
２５３
－

７，５７３

利 回 り

１．８５％
１．５６
０．４０
２．５９
０．５５
０．４９
０．５０
１．６２
０．９４
０．５８
０．５３
０．５３
－

４．１０

平均残高

（１，１９４，８７５）
９，５３６，８２５
５，２２７，４２４

－
３，０３６，０５４
４１，１４９
９，９９０
１９，８２２

８，７２７，３９５
２，６４８，２３６
１３６，４３９
４４２，４９８
５０，８０４

－
１８１，７５０

平成９年度
利　　息

（１３，５３９）
１７３，２７１
８３，７８２

－
６６，６５８
１７８
８７
８５

１３２，２４６
２８，１１１
１，２１９
２，４８７
３４１
－

７，４１０

利 回 り

１．８１％
１．６０
－

２．１９
０．４３
０．８７
０．４３
１．５１
１．０６
０．８９
０．５６
０．６７
－

４．０７

平均残高

（１，３７９，９００）
９，２８０，２１０
４，６８４，３３７

－
３，０４９，４５２
１３０，８３７
２５，５８５
１０，０９６

８，２７３，８３９
３，２８５，３５１
１４５，２０６
１８２，８１１
８４，６３３

－
１９７，１８９

平成１０年度
利　　息

（１４，７１１）
１６４，６６０
８２，５４９

－
５９，１８９
４６０
１３９
５５

１１６，２４３
３２，２２９
１，２２４
１，０８０
５４８
－

７，５６３

利 回 り

１．７７％
１．７６
－

１．９４
０．３５
０．５４
０．５５
１．４０
０．９８
０．８４
０．５９
０．６４
－

３．８３

期別
種類

資金運用勘定
貸 出 金
商品有価証券
有 価 証 券
コールローン
買 入 手 形
預 け 金

資金調達勘定

預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー
売 渡 手 形
コマーシャル・ペーパー
借 用 金

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成８年度：８５６百万円、平成９年度：１，１０２百万円、平成１０年度：４６８百万円）を控除して表示しています。
２．（　）内は国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高および利息（内書き）です。
３．国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は月次カレント方式（前月末ＴＴ仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

平均残高

４，２１６，０１２
１，７０９，９８１

－
６９７，８５１
２７，７７９

－
１，７２２，３５８
（１，６５３，５２９）
４，０９５，７２１
２，２７３，５３１
６５，８６２
７５，８８０

－
－

２０，８６２

平成８年度
利　　息

４２３，６４６
９４，６３７

－
４５，９５８
１，５５７
－

３０，６２０
（１７，２２０）
４０１，２３５
１１３，０１８
３,８８３
４，４８０
－
－
９２３

利 回 り

１０．０４％
５．５３
－

６．５８
５．６０
－

１．７７

９．７９
４．９７
５．８９
５．９０
－
－

４．４２

（２）国際業務部門 （単位：百万円）

平均残高

３，２３１，６３１
１，５０９，０８０

－
７７２，７２２
５，０３７
－

９１５，８７１
（１，１９４，８７５）
３，０９７，３７２
１，７２９，４７７
４１，６９９
９５，０５２

－
－

３２，４６８

平成９年度
利　　息

３３１，０５６
８１，９８６

－
５３，７１７
２９２
－

２５，７３７
（１３，５３９）
３２３，６１０
９５，３４１
２，６７８
５，９１３
－
－

１，０９６

利 回 り

１０．２４％
５．４３
－

６．９５
５．８１
－

２．８１

１０．４４
５．５１
６．４２
６．２２
－
－

３．３７

平均残高

２，１６８，１７１
９６５，６４４

－
６７７，６０４
１，６２９
－

４９４，１１５
（１，３７９，９００）
１，９９５，５０８
５５６，１９９
１１，１５７
１５，１０５

－
－

２６，３１３

平成１０年度
利　　息

２６２，３５８
５０，３３４

－
５３，３５１

８６
－

１９，６２６
（１４，７１１）
２４８，７４３
２７，８９７
７１７
９０６
－
－
７３３

利 回 り

１２．１０％
５．２１
－

７．８７
５．２８
－

３．９７

１２．４６
５．０１
６．４３
５．９９
－
－

２．７８
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期別
種類

資金運用勘定
貸 出 金
商品有価証券
有 価 証 券
コールローン
買 入 手 形
預 け 金

資金調達勘定
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー
売 渡 手 形
コマーシャル・ペーパー
借 用 金

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（平成８年度：１７，６４３百万円、平成９年度：２１，８４９百万円、平成１０年度：２７，２４５百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高
（平成８年度：１２８，０５３百万円、平成９年度：１２２，９２７百万円、平成１０年度：１０２，７９６百万円）および利息（平成８年度：２，０８４百万円、平成９年度：１，８６２百万円、平成１０年度：１，４４４百
万円）を、それぞれ控除して表示しています。

２．国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高および利息は、相殺して記載しています。

平均残高

１２，３３８，２８２
６，７３４，０９２

４，６１８
３，６４５，４４１
８９，４４８
８０９

１，７５２，６３８
１１，５１２，４７２
４，４３０，５２２
１６４，５９８
４０３，６１２
４７，８３２

－
２０５，１８８

平成８年度
利　　息

５８７，６７５
１７３，２７０

１８
１２２，３４６
１，９０２

４
３０，７７２
５３１，６３４
１３３，３４０
４，４６４
６，２４７
２５３
－

８，４９７

利 回 り

４．７６％
２．５７
０．４０
３．３５
２．１２
０．４９
１．７５
４．６１
３．００
２．７１
１．５４
０．５３
－

４．１４

（３）合計 （単位：百万円）

平均残高

１１，５７３，５８２
６，７３６，５０４

－
３，８０８，７７６
４６，１８６
９，９９０

９３５，６９４
１０，６２９，８９２
４，３７７，７１４
１７８，１３８
５３７，５５１
５０，８０４

－
２１４，２１９

平成９年度
利　　息

４９０，７８８
１６５，７６８

－
１２０，３７６

４７１
８７

２５，８２３
４４２，３１７
１２３，４５３
３，８９７
８，４０１
３４１
－

８，５０７

利 回 り

４．２４％
２．４６
－

３．１６
１．０２
０．８７
２．７５
４．１６
２．８２
２．１８
１．５６
０．６７
－

３．９７

平均残高

１０，０６８，４８１
５，６４９，９８２

－
３，７２７，０５７
１３２，４６６
２５，５８５
５０４，２１１

８，８８９，４４７
３，８４１，５５０
１５６，３６３
１９７，９１７
８４，６３３

－
２２３，５０３

平成１０年度
利　　息

４１２，３０８
１３２，８８３

－
１１２，５４１

５４６
１３９

１９，６８２
３５０，２７５
６０，１２６
１，９４２
１，９８６
５４８
－

８，２９６

利 回 り

４．０９％
２．３５
－

３．０１
０．４１
０．５４
３．９０
３．９４
１．５６
１．２４
１．００
０．６４
－

３．７１

期別

資金運用利回り（Ａ）
資金調達利回り（Ｂ）
資金粗利鞘（Ａ）－（Ｂ）

国内業務部門

１．８５
１．６２
０．２３

平成８年度
国際業務部門

１０．０４
９．７９
０．２５

合　計

４．７６
４．６１
０．１５

利　　鞘 （単位：％）

国内業務部門

１．８１
１．５１
０．３０

平成９年度
国際業務部門

１０．２４
１０．４４
△０．２０

合　計

４．２４
４．１６
０．０８

国内業務部門

１．７７
１．４０
０．３７

平成１０年度
国際業務部門

１２．１０
１２．４６
△０．３６

合　計

４．０９
３．９４
０．１５
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残高による増減

△８４，６６８
△５，４３０

－
△３９６

△２，１６９
－

△１３，５４３
△８４，８７１
△１３，７３３
１，４６２
１，３７８
－
－
３９５

期別
種類

受取利息
貸 出 金
商品有価証券
有 価 証 券
コールローン
買 入 手 形
預 け 金

支払利息
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー
売 渡 手 形
コマーシャル・ペーパー
借 用 金

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含めて記載しています。

受取・支払利息の分析
（１）国内業務部門 （単位：百万円）

残高による増減

△１０，７１７
８，０９７
△１５

△１１，２４９
９３

△１２７
２１

△８，４８８
２，８９１
１６０
２５
△７３
－
２５４

平成８年度
利率による増減

△３９，３９５
△１９，６２３

２２
△１７，２３７

△６６
△１２８
△１１５

△３５，５２２
△７８７
△４６０
△６３１
△６５
－
６６

純増減

△５０，１１２
△１１，５２５

７
△２８，４８６

２７
△２５５
△９３

△４４，０１０
２，１０４
△２９９
△６０５
△１３９
－
３２０

残高による増減

△４，３４１
３，２５８
－

１，９４２
△８９
８０
△４５

△５，１９５
５，２１４
３３６
６４５
１９
－

△１０５

平成９年度
利率による増減

△３，６３５
１，８９０
－

△１１，６７１
△７７
３

△２１
△１０，１７７
２，５７４
３０１
７５
６７
－

△５８

純増減

△７，９７７
５，１４８
－

△９，７２９
△１６６
８３
△６６

△１５，３７２
７，７８９
６３８
７２０
８７
－

△１６３

残高による増減

△４，５５３
△９，５７０

－
２６０
３１５
８４
△５３

△６，３７２
６，２５０
７３

△１，５３５
２１９
－
５９２

平成１０年度
利率による増減

△４，０５７
８，３３７
－

△７，７２９
△３３
△３３
２４

△９，６３０
△２，１３１
△６８
１２８
△１２
－

△４３９

純増減

△８，６１０
△１，２３３

－
△７，４６９
２８１
５１
△２９

△１６，００３
４，１１８

５
△１，４０６
２０６
－
１５２

期別
種類

受取利息
貸 出 金
商品有価証券
有 価 証 券
コールローン
買 入 手 形
預 け 金

支払利息
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー
売 渡 手 形
コマーシャル・ペーパー
借 用 金

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含めて記載しています。

平成８年度
利率による増減

△６４，４７５
△５，２９９

－
△１，４３１
△２５２
－

△６，５１７
△１７，３９９
５，０４７
△３１８
△２０７
－
－

△２２８

純増減

△１４９，１４３
△１０，７２９

－
△１，８２８
△２，４２１

－
△２０，０６０
△１０２，２７１
△８，６８６
１，１４４
１，１７０
－
－
１６６

（２）国際業務部門 （単位：百万円）

残高による増減

△１００，８４２
△１０，９１４

－
５，２０４
△１，３２２

－
△２２，６６３
△１０４，３０６
△２９，９９２
△１，５５２
１，１９２
－
－
３９２

平成９年度
利率による増減

８，２５２
△１，７３６

－
２，５５４
５８
－

１７，７８１
２６，６８１
１２，３１５
３４７
２４０
－
－

△２１８

純増減

△９２，５９０
△１２，６５１

－
７，７５９
△１，２６４

－
△４，８８２
△７７，６２４
△１７，６７６
△１，２０５
１，４３３
－
－
１７３

残高による増減

△１２８，６８３
△２８，３２６

－
△７，４８９
△１８０
－

△１６，７５２
△１３７，３４９
△５８，８４８
△１，９６４
△４，７９６

－
－

△１７１

平成１０年度
利率による増減

５９，９８５
△３，３２５

－
７，１２３
△２６
－

１０，６４１
６２，４８２
△８，５９６

３
△２１１
－
－

△１９１

純増減

△６８，６９８
△３１，６５２

－
△３６６
△２０６
－

△６，１１１
△７４，８６７
△６７，４４４
△１，９６１
△５，００７

－
－

△３６３

期別
種類

受取利息
貸 出 金
商品有価証券
有 価 証 券
コールローン
買 入 手 形
預 け 金

支払利息
預 金
譲 渡 性 預 金
コールマネー
売 渡 手 形
コマーシャル・ペーパー
借 用 金

（注）残高および利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含めて記載しています。

残高による増減

△３６，７９２
１０，７８７
△１５

△１４，７７０
△４６６
△１２７

△１３，２９９
△３４，１６１

９２２
１，４１３
４３４
△７３
－
６２５

平成８年度
利率による増減

△１５２，９７７
△３３，０４２

２２
△１５，５４４
△１，９２７
△１２８

△６，８５４
△１０２，６３４
△７，５０４
△５６８
１３０
△６５
－

△１３８

純増減

△１８９，７７０
△２２，２５５

７
△３０，３１４
△２，３９４
△２５５

△２０，１５４
△１３６，７９６
△６，５８２
８４４
５６５
△１３９
－
４８７

（３）合計 （単位：百万円）

残高による増減

△３２，４２７
５９
－

５，１６２
△４４１
８０

△２２，５４６
△３６，７２４
△１，４８９
２９６

２，０９３
１９
－
３５８

平成９年度
利率による増減

△６４，４５８
△７，５６１

－
△７，１３２
△９８９
３

１７，５９６
△５２，５９２
△８，３９７
△８６３
６０
６７
－

△３４８

純増減

△９６，８８６
△７，５０２

－
△１，９７０
△１，４３０

８３
△４，９４９
△８９，３１７
△９，８８７
△５６６
２，１５４
８７
－
９

残高による増減

△６１，６３４
△２５，５５４

－
△２，４６７
３５５
８４

△１６，８４３
△６８，５７９
△８，３９１
△２７０

△３，４０９
２１９
－
３４４

平成１０年度
利率による増減

△１６，８４６
△７，３３０

－
△５，３６７
△２８１
△３３

１０，７０２
△２３，４６２
△５４，９３４
△１，６８４
△３，００４
△１２
－

△５５５

純増減

△７８，４８０
△３２，８８５

－
△７，８３５

７４
５１

△６，１４０
△９２，０４１
△６３，３２６
△１，９５５
△６，４１４
２０６
－

△２１０
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種類

役務取引等収益
信託関連業務
預金・貸出業務
為 替 業 務
証券関連業務
代 理 業 務
保護預り・貸金庫業務
保 証 業 務

役務取引等費用
為 替 業 務

国内業務部門

２２，３３３
１６，９９８
４６９
６５３

１，７８０
１，７８０
３９７
２２５

２，６０２
２５１

平成８年度
国際業務部門

２，３５９
－
１３５

１，３２８
３
５９
－
８３１

２，０７３
５８１

合　計

２４，６９３
１６，９９８
６０４

１，９８２
１，７８３
１，８３９
３９７

１，０５７
４，６７５
８３３

役務取引の状況 （単位：百万円）

国内業務部門

２１，９５２
１７，２８２
３３７
６３６

１，５５１
１，５８７
３８２
１４５

２，６６３
２５０

平成９年度
国際業務部門

２，２６０
－
５２

１，４１１
１
８７
－
７０７

２，３９９
７７０

合　計

２４，２１２
１７，２８２
３８９

２，０４７
１，５５３
１，６７５
３８２
８５３

５，０６２
１，０２１

国内業務部門

２１，５６３
１６，９８８
３８３
５９１

１，４２３
１，６４８
３６３
１３６

３，２６７
２４５

平成１０年度
国際業務部門

１，２５３
－
４２
６７７
１
２９
－
５０３

１，３４４
３９９

合　計

２２，８１７
１６，９８８
４２６

１，２６８
１，４２４
１，６７７
３６３
６３９

４，６１２
６４５

その他業務利益の内訳 （単位：百万円）

期別

国 内 業 務 部 門
商 品 有 価 証 券 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 損 益
そ の 他
国 際 業 務 部 門
外 国 為 替 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 損 益
そ の 他
合 計

平成８年度

△３２，７２１
△１５０

△５，３８１
△２７，１８９
２，８４６
１，６３７
△７８３
１，９９２

△２９，８７４

平成９年度

△２２，４１１
－

１，０３５
△２３，４４６
１０，０４２
９，０６４
△２，１８１
３，１６０

△１２，３６８

平成１０年度

△１，２５０
－

１２，９４９
△１４，１９９
１２，５６１
３，２６８
７，７７０
１，５２３
１１，３１１

期別
種類

特定取引収益
商品有価証券収益
特定取引有価証券収益
金融派生商品収益
その他の特定取引収益

特定取引費用
商品有価証券費用
特定取引有価証券費用
金融派生商品費用
その他の特定取引費用

国内業務部門
平成８年度
国際業務部門 合　計

特定取引の状況 （単位：百万円）

国内業務部門

１１１
－
－
－
１１１
９
９
－
－
－

平成９年度
国際業務部門

１０
１０
－
－
－
１７５
－
１４８
２７
－

合　計

１１３
１
－
－
１１１
１７５
－
１４８
２７
－

（注）特定取引収益、費用については、科目および国内業務部門、国際業務部門ごとに、収益と費用を相殺し、収益が上回った場合はその上回った額を収益に、費用が上回った場合はその上回った
額を費用に表示しています。

国内業務部門

０
－
－
－
０

２４４
２４４
－
－
－

平成１０年度
国際業務部門

１３７
４２
９５
－
－
８１２
－
－
８１２
－

合　計

９５
－
９５
－
０

１，０１４
２０１
－
８１２
－
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営業経費の内訳 （単位：百万円）

種類 期別

給 料 ・ 手 当
退 職 金
退 職 給 与 引 当 金 繰 入
福 利 厚 生 費
減 価 償 却 費
土 地 建 物 機 械 賃 借 料
営 繕 費
消 耗 品 費
給 水 光 熱 費
旅 費
通 信 交 通 費
広 告 宣 伝 費
租 税 公 課
そ の 他
合 計

平成８年度

４５，７４４
９５０

１，３５４
８，７８５
５，７０９
１４，４７１
２５７

１，３８７
１，２６８
１，０９５
３，３４３
１，９９８
３，７２８
３３，０６０
１２３，１５７

平成９年度

４４，８２３
３７８

１，２８６
９，７５８
５，５７９
１３，６３５
３３３

１，４４８
１，２３９
１，１０２
３，３０２
２，５６６
４，２３８
３４，５０５
１２４，１９８

平成１０年度

４２，０６３
２，０８１
３４２

９，９８４
５，５６１
１５，１７３
２４７

１，３２２
１，２１８
９３０

３，３９６
３，３３４
４，２１７
３７，１４９
１２７，０２３

利益率 （単位：％）

種類 期別

総 資 産 経 常 利 益 率
資 本 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率
資 本 当 期 純 利 益 率

平成８年度

０．０３
１．２８
０．０８
２．８９

４．総資産経常（当期純）利益率＝　　 経 常（当 期 純）利 益
（注）１．総資産経常（当期純）利益率＝

総資産（除く支払承諾見返）平均残高
×１００

４．総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益
２．資本経常（当期純）利益率　＝

資本勘定平均残高
×１００

３．平成１０年度は経常損失、当期純損失となったため、利益率はいずれも記載していません。

平成９年度

０．０３
１．１２
０．０６
１．９１

平成１０年度

－
－
－
－
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営業の概況

資金調達の状況
資金量

総資金量の推移 （単位：百万円）

期別

総 資 金 量
預 金
譲 渡 性 預 金

銀 行 勘 定 計
金 銭 信 託
年 金 信 託
財 産 形 成 給 付 信 託
貸 付 信 託

信 託 勘 定 計

平成９年３月３１日

２９，７２５，９５１
３，８３４，４９１
３２３，０５４

４，１５７，５４６
１３，４８９，５２４
４，１０８，０７８
１９，０９９

７，９５１，７０２
２５，５６８，４０４

平成１０年３月３１日

２９，６０９，８３６
３，７３８，９１４
５８８，５１２

４，３２７，４２７
１４，４６９，９９６
４，３３１，１２７
１９，７７３

６，４６１，５１２
２５，２８２，４０８

平成１１年３月３１日

２９，６４４，０２５
３，４７６，２９１
３０３，４５７

３，７７９，７４８
１６，３２５，２４１
４，３３５，８２８
１７，９４１

５，１８５，２６４
２５，８６４，２７７

期別
種類

１店 舗 当りの 金 額
預 金
信 託 資 金 量

従業員１人当りの金額
預 金
信 託 資 金 量

１店舗当りおよび従業員１人当り資金の受入状況 （単位：百万円）

海外店

２１３，５６８
－

４，１８７
－

国内店

５３，２７０
４４０，８３４

５３８
４，４５４

合計

６５，９９２
４４０，８３４

６９３
４，４５４

（注）１．預金には譲渡性預金を含んでいます。
２．信託資金量は、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託ならびに貸付信託の信託財産の合計額です。
３．１店舗当りの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。なお、信託業務は国内で取り扱っていますので、店舗数は国内店舗数で計算しています。
４．従業員数は期中平均人員で計算しています。なお、信託業務は国内で取り扱っていますので、従業員数は国内店の期中平均人員で計算しています。国内店の従業員数には本部人員を含ん
でいます。

海外店

１２９，５５７
－

２，６９９
－

国内店

６４，５５５
４４３，５５１

６６１
４，５４７

合計

６９，７９７
４４３，５５１

７４６
４，５４７

海外店

６，０２９
－

３２
－

国内店

６８，６１３
４７０，２５９

７０８
４，８５６

合計

６７，４９５
４７０，２５９

６８５
４，８５６

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日 平成１１年３月３１日
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うち国内業務部門

４７２，６８１
（２１．１９）
３８２，２５４
（１７．１３）

１，４２２，３７５
（６３．７５）

１８
（０．００）

－
（－）

１，４１４，１１９
（６３．３９）
５９，４６１
（２．６７）

１，９５４，５１８
（８７．６１）
２７６，４６０
（１２．３９）

２，２３０，９７８
（１００．００）

期別
種類

流 動 性 預 金

うち有 利 息 預 金

定 期 預 金

うち市場金利連動型定期預金

うち変動自由金利定期預金

うち固定自由金利定期預金

そ の 他 の 預 金

合 計

譲 渡 性 預 金

総 合 計

期末残高

４７３，９３７
（１１．４０）
３８２，３１５
（９．２０）

２，４６３，６４１
（５９．２６）

１８
（０．００）

－
（－）

１，４１４，１１９
（３４．０１）
８９６，９１２
（２１．５７）

３，８３４，４９１
（９２．２３）
３２３，０５４
（７．７７）

４，１５７，５４６
（１００．００）

うち国際業務部門

１，２５６
（０．０７）
６１

（０．００）
１，０４１，２６６
（５４．０４）

－
（－）
－

（－）
－

（－）
８３７，４５０
（４３．４７）

１，８７９，９７３
（９７．５８）
４６，５９４
（２．４２）

１，９２６，５６７
（１００．００）

平成９年３月３１日

預金

預金科目別残高
期末残高 （単位：百万円）

（注）１．流動性預金は、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金の合計額です。
２．固定自由金利定期預金とは、預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期預金です。
なお、変動自由金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金であり、平成９年１０月６日より取り扱いを開始しました。

３．（　）内は構成比。

うち国内業務部門

４７５，３５２
（１４．２７）
３９３，１３６
（１１．８０）

２，２５３，５８０
（６７．６３）

１１
（０．００）
１６３，３９９
（４．９０）

２，０８２，９８０
（６２．５１）
４０，４１６
（１．２１）

２，７６９，３４９
（８３．１１）
５６２，９００
（１６．８９）

３，３３２，２４９
（１００．００）

期末残高

４７６，５６７
（１１．０１）
３９３，１８２
（９．０９）

２，８５３，３８０
（６５．９４）

１１
（０．００）
１６３，３９９
（３．７８）

２，０８２，９８０
（４８．１３）
４０８，９６６
（９．４５）

３，７３８，９１４
（８６．４０）
５８８，５１２
（１３．６０）

４，３２７，４２７
（１００．００）

うち国際業務部門

１，２１５
（０．１２）
４６

（０．００）
５９９，８００
（６０．２７）

－
（－）
－

（－）
－
（－）

３６８，５４９
（３７．０４）
９６９，５６５
（９７．４３）
２５，６１２
（２．５７）
９９５，１７８
（１００．００）

平成１０年３月３１日
うち国内業務部門

５４０，９１０
（１５．３０）

　４３５，９０５
（１２．３３）

２，６６０，２３０
（７５．２７）

１０
（０．００）
１７４，８５２
（４．９５）

２，４７９，８８２
（７０．１７）
３５，５９１
（１．０１）

３，２３６，７３３
（９１．５８）
２９７，４３０
（８．４２）

３，５３４，１６３
（１００．００）

期末残高

５４０，９１０
（１４．３１）
４３５，９０５
（１１．５３）

２，６６０，２３０
（７０．３８）

１０
（０．００）
１７４，８５２
（４．６３）

２，４７９，８８２
（６５．６１）
２７５，１５０
（７．２８）

３，４７６，２９１
（９１．９７）

　３０３，４５７
（８．０３）

３，７７９，７４８
（１００．００）

うち国際業務部門

０
（０．００）

－
（－）
－

（－）
－

（－）
－

（－）
－

（－）
２３９，５５８
（９７．５５）
２３９，５５８
（９７．５５）
６，０２７
（２．４５）
２４５，５８５
（１００．００）

平成１１年３月３１日

うち国内業務部門

４７１，２６８
（２０．８９）
３９１，６６６
（１７．３６）

１，６５５，９５５
（７３．４１）

２８
（０．００）

－
（－）

１，６４８，０７０
（７３．０６）
２９，７６７
（１．３２）

２，１５６，９９１
（９５．６２）
９８，７３５
（４．３８）

２，２５５，７２６
（１００．００）

期別
種類

流 動 性 預 金

うち有 利 息 預 金

定 期 預 金

うち市場金利連動型定期預金

うち変動自由金利定期預金

うち固定自由金利定期預金

そ の 他 の 預 金

合 計

譲 渡 性 預 金

総 合 計

平均残高

４７２，７３６
（１０．２９）
３９１，７４７
（８．５３）

２，７６９，０５５
（６０．２６）

２８
（０．００）

－
（－）

１，６４８，０７０
（３５．８７）

１，１８８，７３０
（２５．８７）

４，４３０，５２２
（９６．４２）
１６４，５９８
（３．５８）

４，５９５，１２０
（１００．００）

うち国際業務部門

１，４６８
（０．０６）
８１

（０．００）
１，１１３，０９９
（４７．５８）

－
（－）
－

（－）
－

（－）
１，１５８，９６２
（４９．５４）

２，２７３，５３１
（９７．１８）
６５，８６２
（２．８２）

２，３３９，３９３
（１００．００）

平成８年度

（注）１．流動性預金は、当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金の合計額です。
２．固定自由金利定期預金とは、預入時に満期日までの利率が確定する自由金利定期預金です。
なお、変動自由金利定期預金とは、預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金であり、平成９年１０月６日より取り扱いを開始しました。

３．（　）内は構成比。
４．国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末のＴＴ仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

平均残高 （単位：百万円）

うち国内業務部門

４４８，１６９
（１６．１０）
３８８，１１９
（１３．９４）

２，１７２，１５２
（７８．００）

１３
（０．００）
５４，１３４
（１．９４）

２，１０９，２１３
（７５．７４）
２７，９１４
（１．００）

２，６４８，２３６
（９５．１０）
１３６，４３９
（４．９０）

２，７８４，６７６
（１００．００）

平均残高

４４９，６４４
（９．８７）
３８８，２３９
（８．５２）

３，１２１，７３７
（６８．５２）

１３
（０．００）
５４，１３４
（１．１９）

２，１０９，２１３
（４６．３０）
８０６，３３２
（１７．７０）

４，３７７，７１４
（９６．０９）
１７８，１３８
（３．９１）

４，５５５，８５３
（１００．００）

うち国際業務部門

１，４７４
（０．０９）
１２０

（０．０１）
９４９，５８５
（５３．６１）

－
（－）
－

（－）
－
（－）

７７８，４１８
（４３．９５）

１，７２９，４７７
（９７．６５）
４１，６９９
（２．３５）

１，７７１，１７７
（１００．００）

平成９年度
うち国内業務部門

４２４，４４３
（１２．３７）

　３７１，７８２
（１０．８４）

２，８３５，５７６
（８２．６６）

１１
（０．００）
１７７，１３５
（５．１６）

２，６５１，４１２
（７７．２９）
２５，３３０
（０．７４）

３，２８５，３５１
（９５．７７）
１４５，２０６
（４．２３）

３，４３０，５５７
（１００．００）

平均残高

４２５，０９０
（１０．６３）
３７１，８６３
（９．３０）

３，２２１，８６３
（８０．５９）

１１
（０．００）
１７７，１３５
（４．４３）

２，６５１，４１２
（６６．３２）
１９４，５９６
（４．８７）

３，８４１，５５０
（９６．０９）
１５６，３６３
（３．９１）

３，９９７，９１４
（１００．００）

うち国際業務部門

６４６
（０．１１）
８１

（０．０１）
３８６，２８６
（６８．０９）

－
（－）
－

（－）
－
（－）

１６９，２６６
（２９．８３）
５５６，１９９
（９８．０３）
１１，１５７
（１．９７）
５６７，３５６
（１００．００）

平成１０年度
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区分 期別

国 内 業 務 部 門
国 際 業 務 部 門
合 計

平成９年度

１．０５
５．５３
２．７９

預金利回り （単位：％）

（注）譲渡性預金を含んでいます。

平成８年度

０．９２
４．９９
２．９９

平成１０年度

０．９７
５．０４
１．５５

期別
種類

法 人
個 人
そ の 他
合 計
（注）譲渡性預金、海外店分、特別国際金融取引勘定分は含んでいません。

金　　額

１，４２４，２３５
１，２２９，１０２
１６３，８３９

２，８１７，１７７

構 成 比

５０．６％
４３．６
５．８

１００．０

預金者別預金残高 （単位：百万円）

金　　額

１，１０２，８３７
７６９，５１９
１５１，１１４

２，０２３，４７２

構 成 比

５４．５％
３８．０
７．５

１００．０

金　　額

１，２６５，８０６
１，８２２，９６３
１６０，１５０

３，２４８，９２０

構 成 比

３９．０％
５６．１
４．９

１００．０

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日 平成１１年３月３１日

平成１１年３月３１日期別
期間

１ 年 未 満
１ 年 以 上 ２ 年 未 満
２ 年 以 上 ５ 年 未 満
５ 年 以 上
そ の 他 の も の
合 計
（注）その他のものは金銭信託（１カ月据置型）、金銭信託（新１年据置型）および個人年金信託（相互扶助型）です。

金銭信託

２，８３５
３，８７８
１５，３７０

１２，２２０，９３１
７３８，７４４

１２，９８１，７６０

貸付信託

－
－

１，８７０，６０１
５，７７１，５５８

－
７，６４２，１５９

信託

信託期間別元本残高 （単位：百万円）

平成９年３月３１日
金銭信託

３，０１５
３，９１８
１４，９４３

１３，４２０，８０１
５１８，９５３

１３，９６１，６３１

貸付信託

－
－

１，３８５，９２９
４，８８６，６３６

－
６，２７２，５６５

平成１０年３月３１日
金銭信託

３３５
５，２９６
５０，４２９

１５，４８０，９４７
３３５，７３０

１５，８７２，７３７

貸付信託

－
－

１，０１６，８４４
４，０５３，９３８

－
５，０７０，７８２

期別

期間

３ カ 月 未 満
３カ月以上６カ月未満
６カ月以上１年未満
１年以上２年未満
２年以上３年未満
３ 年 以 上
合 計

定期預金

１，１６４，０６３
２１１，５７６
１９５，７９０
２９２，１５１
５１８，７６４
４７１，０３３

２，８５３，３８０

うち変動自由
金利定期預金

－
－
－
－

１６２，８５２
５４６

１６３，３９９

うち固定自由
金利定期預金

６２１，８６３
１６３，４３９
１８４，２７０
２８７，００８
３５５，９１１
４７０，４８６

２，０８２，９８０

定期預金の残存期間別残高 （単位：百万円）

定期預金

１，２４３，６３４
２５０，１３３
１３９，４３２
２１１，５２２
１６８，５１５
４５０，４０３

２，４６３，６４１

うち変動自由
金利定期預金

－
－
－
－
－
－
－

うち固定自由
金利定期預金

３８３，２７８
９７，６８９
１１０，５４６
２１１，４０８
１６２，９３７
４４８，２５９

１，４１４，１１９

定期預金

４５４，７６３
１９３，６４８
２７４，５４０
８３９，４７２
５８９，６６６
３０８，１３９

２，６６０，２３０

うち変動自由
金利定期預金

－
－
－

１４８，９６１
２１，２３２
４，６５９

１７４，８５２

うち固定自由
金利定期預金

４５３，１６４
１９２，４４７
２７１，８６２
６９０，４９３
５６８，４３３
３０３，４７９

２，４７９，８８２

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日 平成１１年３月３１日

（注）変動自由金利定期預金は、平成９年１０月６日より取り扱いを開始しました。
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期別
種類

手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
割 引 手 形
合 計

期末残高

１，９５１，６２４
３，４１６，８８６
７００，０４１
３６，４５９

６，１０５，０１２

うち国際業務部門

６２，５６６
１，１６２，４５０

７６
－

１，２２５，０９３

資金運用の状況
貸出金

貸出金残高
（銀行勘定）
期末残高 （単位：百万円）

うち国内業務部門

１，８８９，０５８
２，２５４，４３６
６９９，９６５
３６，４５９

４，８７９，９１９

期末残高

２，２４０，６３１
３，６５４，３４８
９４９，５５４
４５，４０４

６，８８９，９３９

うち国際業務部門

１６５，７０２
１，４７２，７１５

１２４
－

１，６３８，５４２

うち国内業務部門

２，０７４，９２９
２，１８１，６３３
９４９，４２９
４５，４０４

５，２５１，３９７

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日
期末残高

１，５５４，００５
２，８０２，５８９
２８６，４１２
２５，７３０

４，６６８，７３８

うち国際業務部門

１１，３３２
６６６，８５１

－
－

６７８，１８４

うち国内業務部門

１，５４２，６７２
２，１３５，７３８
２８６，４１２
２５，７３０

３，９９０，５５４

平成１１年３月３１日

期別
種類

手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越
割 引 手 形
合 計

平均残高

２，１８４，７３８
３，６２４，６４０
８８８，５８２
３８，５４２

６，７３６，５０４

うち国際業務部門

１１２，５０５
１，３９６，３８５

１８８
－

１，５０９，０８０

平成９年度
うち国内業務部門

２，０７２，２３２
２，２２８，２５４
８８８，３９４
３８，５４２

５，２２７，４２４

平均残高 （単位：百万円）

（注）国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末ＴＴ仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

平均残高

２，４８２，５８５
３，３１３，６５９
８９５，８１５
４２，０３３

６，７３４，０９２

うち国際業務部門

１８７，９１９
１，５２１，８２９

２３２
－

１，７０９，９８１

平成８年度
うち国内業務部門

２，２９４，６６５
１，７９１，８３０
８９５，５８２
４２，０３３

５，０２４，１１１

平均残高

１，９４８，１３７
３，１８８，８０３
４８３，４２７
２９，６１３

５，６４９，９８２

うち国際業務部門

３９，５３６
９２６，０７０

３７
－

９６５，６４４

平成１０年度
うち国内業務部門

１，９０８，６０１
２，２６２，７３２
４８３，３８９
２９，６１３

４，６８４，３３７

種類 期別

証 書 貸 付
手 形 貸 付
割 引 手 形
合 計

平成１０年３月３１日

３，０２１，７０６
５１９，８９３

５４０
３，５４２，１３９

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日

３，４１１，１４８
５３５，８９９

８００
３，９４７，８４８

平成１１年３月３１日

２，６５８，２６９
４６０，０９７

４３５
３，１１８，８０２

区分 期別

国 内 業 務 部 門
国 際 業 務 部 門
合 計

平成９年度

１．６０
５．４３
２．４６

貸出金利回り
（銀行勘定） （単位：％）

平成８年度

１．５６
５．５３
２．５７

平成１０年度

１．７６
５．２１
２．３５

期別
種類

１店舗当りの貸出金
従業員１人当りの貸出金

国内店

９７，５８０
１，０００

合計

９８，４６７
１，０５２

海外店

１０８，５８０
２，２６２

１店舗当りおよび従業員１人当り貸出状況
（銀行勘定） （単位：百万円）

国内店

１０４，０９７
１，０５１

合計

１０９，３６４
１，１４９

海外店

１７０，４６０
３，３４２

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日

（注）１．１店舗当りの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。
２．従業員数は期中平均人員で計算しています。なお、国内店の従業員数には本部人員を含んでいます。

国内店

８４，８８６
８７６

合計

８３，３７０
８４７

海外店

５
０

平成１１年３月３１日

期別
種類

１店舗当りの貸出金
従業員１人当りの貸出金

国内店

６２，１３１
６３６

合計

６２，１３１
６３６

海外店

－
－

（信託勘定） （単位：百万円）

国内店

６８，０５３
６８７

合計

６８，０５３
６８７

海外店

－
－

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日

（注）１．１店舗当りの金額は、出張所を除いた店舗数で計算しています。なお、信託業務は国内で取り扱っていますので、店舗数は国内店舗数で計算しています。
２．従業員数は期中平均人員で計算しています。なお、信託業務は国内で取り扱っていますので、従業員数は国内店の期中平均人員で計算しています。国内店の従業員数には本部人員を含ん
でいます。

国内店

５６，６９５
５８５

合計

５６，６９５
５８５

海外店

－
－

平成１１年３月３１日
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平成１１年３月３１日
国内業務部門

４，８７９，９１９
３，３３２，２４９

１４６．４４％
１８７．７２％

期別

貸出金　（Ａ）
預　金　（Ｂ）
預貸率

（Ａ）
（Ｂ）

期中平均

合　　計

６，１０５，０１２
４，３２７，４２７

１４１．０７％
１４７．８６％

国際業務部門

１，２２５，０９３
９９５，１７７

１２３．１０％
８５．２０％

貸出金の預金に対する比率
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

（注）預金には譲渡性預金を含んでいます。

国内業務部門

５，２５１，３９７
２，２３０，９７８

２３５．３８％
２２２．７２％

合　　計

６，８８９，９３９
４，１５７，５４６

１６５．７２％
１４６．５４％

国際業務部門

１，６３８，５４２
１，９２６，５６７

８５．０４％
７３．０９％

平成９年３月３１日
国内業務部門

３，９９０，５５４
３，５３４，１６３

１１２．９１％
１３６．５４％

合　　計

４，６６８，７３８
３，７７９，７４８

　１２３．５１％
　１４１．３２％

国際業務部門

６７８，１８４
２４５，５８５

２７６．１４％
１７０．２０％

貸出金残高

５，４１７，９６８

５２８，３４４
１，５０６
５１９

１，３８０
５，０２６

２２９，４９７
６５，４９２
３００，６５７
５３３，５１９
８９３，２２５

１，２０１，９６１
９６０，７３７
１，０８６

６９５，０１４

６８７，０４３

４１，７３４
３５，１８０
６０８，５３０
１，５９８

６，１０５，０１２

期別
業種別

国 内 店 分
（除く特別国際金融取引勘定分）
製 造 業
農 業
林 業
漁 業
鉱 業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
運 輸 ・ 通 信 業
卸売・小売業、飲食店
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
サ ー ビ ス 業
地 方 公 共 団 体
そ の 他
海外店分および特別
国際金融取引勘定分
政 府 等
金 融 機 関
商 工 業
そ の 他
合 計

貸出先数

８２，４０８件

９５５
７
４
３
１９
２０６
３８
３４６
９２２
１９１
４２３
６２６
３

７８，６６５

５６５

４８
２８
４８６
３

８２，９７３

構成比

１００．００％

９．７５
０．０３
０．０１
０．０２
０．０９
４．２４
１．２１
５．５５
９．８５
１６．４９
２２．１８
１７．７３
０．０２
１２．８３

１００．００％

６．０８
５．１２
８８．５７
０．２３

平成１０年３月３１日

（注）当座貸越、海外店分および特別国際金融取引勘定分は、本表に含めて記載しています。

業種別貸出状況
（銀行勘定） （単位：百万円）

貸出金残高

５，８９７，９５４

６３５，４４３
１，６３６
４２８

２，９８０
７，３５３

１８９，６１５
５８，３２９
３０３，６８２
６６１，９２０
９３５，４６３

１，３５５，２４３
１，０６９，４６８

３，２２０
６７３，１６９

９９１，９８４

４３，２２０
５８，８１０
８８７，５６６
２，３８７

６，８８９，９３９

貸出先数

８７，６５９件

１，０６４
７
４
３
１８
２４９
３７
３６９

１，０７８
２１５
４３８
６８４
４

８３，４８９

７６２

４８
２８
６７８
８

８８，４２１

構成比

１００．００％

１０．７７
０．０３
０．０１
０．０５
０．１３
３．２２
０．９９
５．１５
１１．２２
１５．８６
２２．９８
１８．１３
０．０５
１１．４１

１００．００％

４．３６
５．９３
８９．４７
０．２４

平成９年３月３１日
貸出金残高

４，３１０，７９９

４１８，６９０
１，２２５
４０７
４２０

３，５８９
２２５，５２６
５７，８５０
２５２，９９２
４６４，４９２
６１２，０６１
７８５，４３８
７６０，７８７

６２４
７２６，６９６

３５７，９３９

２１，８２６
１８，４１４
３１７，６９２

５
４，６６８，７３８

貸出先数

８６，０８５件

７４４
３
３
２
１３
１４１
３２
２７８
６４７
１４１
３３０
４８６
２

８３，２６３

３１５

２３
１９
２７２
１

８６，４００

構成比

１００．００％

９．７１
０．０３
０．０１
０．０１
０．０８
５．２３
１．３４
５．８７
１０．７８
１４．２０
１８．２２
１７．６５
０．０１
１６．８６

１００．００％

６．１０
５．１４
８８．７６
０．００

平成１１年３月３１日
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期別
業種別

製 造 業
農 業
林 業
漁 業
鉱 業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
運 輸 ・ 通 信 業
卸売・小売業、飲食店
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
サ ー ビ ス 業
地 方 公 共 団 体
そ の 他

合 計

貸出先数

６２２件
５
２
２
２０
１４３
５５
３１８
５４５
２７４
５４６
５３９
１

８９，７２１
９２，７９３

貸出金残高

３３８，８８９
２１８
４１０

３，３７８
４，４５０
１０９，５０３
３５０，４７７
５１５，２４３
２６０，５３６
６２２，８２０
４３８，８７０
３３１，５６３

２７
９７１，４５６

３，９４７，８４８

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日
構成比

８．５８％
０．００
０．０１
０．０９
０．１１
２．７７
８．８８
１３．０５
６．６０
１５．７８
１１．１２
８．４０
０．００
２４．６１

１００．００

貸出先数

５４７件
４
２
３
１６
１１８
５０
２８２
４７６
２７７
５３４
５００
２

８４，４１０
８７，２２１

貸出金残高

２８５，９０８
１８３
３９７
２，５９１
３，２２５
６５，４８７
３２６，５４４
５３２，３９２
２４３，３９４
４６８，３４０
３８４，５７８
３０６，０９９

５１８
９２２，４７７

３，５４２，１３９

平成１０年３月３１日
構成比

８．０７％
０．０１
０．０１
０．０７
０．０９
１．８５
９．２２
１５．０３
６．８７
１３．２２
１０．８６
８．６４
０．０２
２６．０４

１００．００

貸出先数

４４６件
３
３
３
１２
８１
４８
２３３
３８２
２４４
４３３
３９９
１

７７，３２５
７９，６１３

貸出金残高

２８２，９６４
１５８
４１６
２，２０９
３，００４
３８，３１８
２８８，８５６
４３１，５４０
２０９，１０４
３２７，３１４
３４０，７６７
２５３，１２５

９
９４１，０１２

３，１１８，８０２

平成１１年３月３１日
構成比

９．０７％
０．０１
０．０１
０．０７
０．１０
１．２３
９．２６
１３．８４
６．７０
１０．４９
１０．９３
８．１２
０．００
３０．１７

１００．００

期別

総 貸 出 金 残 高（Ａ）
中小企業等貸出金残高（Ｂ）

（Ｂ）
（Ａ）

（注）中小企業等とは、資本金１億円（ただし、卸売業は３千万円、小売業、飲食店、サービス業は１千万円）以下の会社、または常用する従業員が３００人（ただし、卸売業は１００人、小売業、飲食

店、サービス業は５０人）以下の会社および個人です。

貸出先数

９２，７９３件
９１，７４１
９８．８６％

金　　額

３，９４７，８４８
１，９９１，９９１

５０．４５％

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日
貸出先数

８７，２２１件
８６，２６５
９８．９０％

金　　額

３，５４２，１３９
１，８０１，９５９

５０．８７％

平成１０年３月３１日
貸出先数

７９，６１３件
７８，８０１
９８．９８％

金　　額

３，１１８，８０２
１，４５０，３５９

４６．５０％

平成１１年３月３１日

期別

総 貸 出 金 残 高（Ａ）
中小企業等貸出金残高（Ｂ）

（Ｂ）
（Ａ）

（注）１．海外店分および特別国際金融取引勘定分を含んでいません。
２．中小企業等とは、資本金１億円（ただし、卸売業は３千万円、小売業、飲食店、サービス業は１千万円）以下の会社、または常用する従業員が３００人（ただし、卸売業は１００人、小売業、飲

食店、サービス業は５０人）以下の会社および個人です。

貸出先数

８２，４０８件
８０，６４０
９７．８５％

金　　額

５，４１７，９６８
２，４６９，５７８

４５．５８％

中小企業等に対する貸出状況
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日
貸出先数

８７，６５９件
８５，６３９
９７．６９％

金　　額

５，８９７，９５４
２，６１５，２４５

４４．３４％

平成９年３月３１日
貸出先数

８６，０８５件
８４，７０７
９８．３９％

金　　額

４，３１０，７９９
１，８２６，４１５

４２．３６％

平成１１年３月３１日

種類 期別

個 人 向 け ロ ー ン
う ち 住 宅 ロ ー ン
う ち 消 費 者 ロ ー ン

平成１０年３月３１日

９０２，５４７
４１５，７４７
６７，２３０

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日

９４３，４０７
４４０，５７６
６３，８８５

平成１１年３月３１日

８６４，９８９
４００，１４４
６３，５３４

種類 期別

個 人 向 け ロ ー ン
う ち 住 宅 ロ ー ン
う ち 消 費 者 ロ ー ン

平成１０年３月３１日

３２６，６７１
１７３，０５５
９，４３８

個人向けローン残高
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日

２３３，７８０
８０，３９８
５，８３８

（注）海外店分および特別国際金融取引勘定分を含んでいません。

平成１１年３月３１日

５０９，８７７
３７２，２６８
９，７１３
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区分

設 備 資 金
運 転 資 金
合 計

貸出金残高

１，１６３，２５６
４，９４１，７５５
６，１０５，０１２

構　成　比

１９．０５％
８０．９５
１００．００

貸出金使途別残高
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日
貸出金残高

１，１２８，３１５
５，７６１，６２３
６，８８９，９３９

構　成　比

１６．３８％
８３．６２
１００．００

平成９年３月３１日
貸出金残高

１，１５２，３５９
３，５１６，３７８
４，６６８，７３８

構　成　比

２４．６８％
７５．３２
１００．００

平成１１年３月３１日

期別
区分

設 備 資 金
運 転 資 金
合 計

貸出金残高

２，１５６，２４０
１，７９１，６０８
３，９４７，８４８

構　成　比

５４．６２％
４５．３８
１００．００

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日
貸出金残高

２，００２，２５３
１，５３９，８８６
３，５４２，１３９

構　成　比

５６．５３％
４３．４７
１００．００

平成１０年３月３１日
貸出金残高

１，８５３，６４５
１，２６５，１５７
３，１１８，８０２

構　成　比

５９．４３％
４０．５７
１００．００

平成１１年３月３１日

種類 期別

有 価 証 券
債 権
土 地 建 物
工 場
財 団
船 舶
商 品
そ の 他

計
保 証
信 用
合 計
（うち劣後特約付貸出金）

平成１０年３月３１日

１３４，６４０
４９，５２８

１，４４３，５７１
３，０９９
８３，０８４
６７，３６６
１７３

６５８，２４４
２，４３９，７０８
５０２，２９７

３，１６３，００６
６，１０５，０１２

（－）

貸出金担保別内訳
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日

１４１，１４５
６５，８６７

１，５１０，７９３
２，４０８
８８，０８３
６０，００６
１，４４３

７５５，０９６
２，６２４，８４４
４９５，２４９

３，７６９，８４５
６，８８９，９３９

（－）

平成１１年３月３１日

９５，０５３
３２，８００
８９４，７４４
１，０５１
６９，２８７
４１，８２６
４１３

４２６，６２７
１，５６１，８０３
３４５，４４３

２，７６１，４９１
４，６６８，７３８
（３０，０００）

種類 期別

有 価 証 券
債 権
土 地 建 物
工 場
財 団
船 舶
商 品
そ の 他

計
保 証
信 用
合 計
（うち劣後特約付貸出金）

平成１０年３月３１日

５７，７７５
１４，０２７

１，０１６，７５２
２，０９７

１９８，１３７
４，６６１
２，６９３

１３４，１６５
１，４３０，３１０
２７３，０４６

１，８３８，７８２
３，５４２，１３９
（４２，０００）

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日

７２，５９９
２１，４１７

１，１９６，９４３
２，３８７

２３４，２９４
８，９２２
３，５２０

１７０，３９９
１，７１０，４８４
２２８，６９２

２，００８，６７１
３，９４７，８４８
（２１，０００）

平成１１年３月３１日

４６，１８８
７，４９０

８０５，４９２
１，２２８

１７５，１９８
３，０６８
１，９８４

１１７，５９６
１，１５８，２４８
１２９，７０４

１，８３０，８４９
３，１１８，８０２
（２２，０００）
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平成１１年３月３１日

２，２０３
５８１

１０，２７９
１５０

４，９３８
－
－

１１，２４６
２９，３９９
３３，０６９
８０，１４４
１４２，６１２

平成１０年３月３１日

２，６０２
６８０

１１，６６８
１５０

５，５５８
－
－

３３，２９４
５３，９５４
３３，５４３
１１４，８２１
２０２，３１９

期別
種類

手 形 引 受
信 用 状
保 証
合 計

口数

２２口
１６８

７，２６４
７，４５４

金額

８３百万円
１，９４７

２００，２８７
２０２，３１９

支払承諾の残高内訳
（銀行勘定）

平成１０年３月３１日
口数

２０口
５０４

８，２９４
８，８１８

金額

３２２百万円
６，１８５

２７３，１１２
２７９，６２０

平成９年３月３１日
口数

－口
－

６，１７０
６，１７０

金額

－百万円
－

１４２，６１２
１４２，６１２

平成１１年３月３１日

平成１０年３月３１日

７７５，６７５
２８０，２４９
４００，４５２
２８０，４１２

１，８０５，３５０
３，５４２，１３９

期間 期別

１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超
合 計

平成９年３月３１日

７７２，６０１
４２６，１５２
４８５，９４８
３２２，９７２

１，９４０，１７３
３，９４７，８４８

平成１１年３月３１日

６３０，７５３
１９０，３２１
３３７，２３２
２７８，４３３

１，６８２，０６１
３，１１８，８０２

貸出金

３，５７４，６３６
９００，４５０
６４８，６３０
１８０，１７１
６７４，２７９
１２６，８４５

６，１０５，０１２

期別
期間

１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超
期間の定めのないもの
合 計

うち固定金利

４８０，６６５
３７５，７３１
６５，１０３
７５，５７３

－

うち変動金利

４１９，７８４
２７２，８９８
１１５，０６７
５９８，７０６
１２６，８４５

貸出金の残存期間別残高
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

（注）残存期間１年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしていません。

貸出金

４，０９９，９９２
９８４，５６６
８８０，９７４
２１２，３５５
５４６，３７４
１６５，６７７

６，８８９，９３９

うち固定金利

５３１，６０１
５４６，０５３
８５，５０８
１１２，５１７

－

うち変動金利

４５２，９６４
３３４，９２１
１２６，８４６
４３３，８５６
１６５，６７７

平成９年３月３１日
貸出金

２，５００，０４３
７４０，６８４
３７７，９２３
１５１，０５８
７８３，７０１
１１５，３２７

４，６６８，７３８

うち固定金利

４６０，３９１
１６４，３３３
５８，９２９
９１，７４３

－

うち変動金利

２８０，２９３
２１３，５８９
９２，１２８
６９１，９５７
１１５，３２７

平成１１年３月３１日

種類 期別

有 価 証 券
債 権
土 地 建 物
工 場
財 団
船 舶
商 品
そ の 他

計
保 証
信 用
合 計

平成９年３月３１日

１，４６３
１，２７８
２０，８１０
１８，８７８
５，５０３
－
－

３４，３１２
８２，２４７
４２，０１６
１５５，３５７
２７９，６２０

支払承諾見返の担保別内訳
（銀行勘定）

貸出金契約期間別残高
（信託勘定） （単位：百万円）

（単位：百万円）
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期別

項目

種類

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
危 険 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
要 管 理 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
小 計
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
正 常 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
合 計
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

金融再生法施行規則に基づく資産査定の開示および保全率
（単体ベース） （単位：百万円、％）

債権金額

（A）

２０２，４３９
１５６，０４０
４６，３９９
４１５，４６８
３６１，０３４
５４，４３４
１５０，９７７
１４０，１４８
１０，８２９
７６８，８８４
６５７，２２２
１１１，６６２

７，０４７，５９４
４，１６０，０４８
２，８８７，５４６
７，８１６，４７８
４，８１７，２７０
２，９９９，２０８

担保・保証等
による保全額

（B）

１９４，２１１
１５３，２９８
４０，９１３
１９５，８１０
１５９，８５３
３５，９５７
３８，１３７
３４，８２４
３，３１３

４２８，１５８
３４７，９７５
８０，１８３

引当金額
（銀行勘定：引当金残高）　　　
（信託勘定：特別留保金・債権償却準備金）

（C）

２，７４２

１４６，８０４

１６，５８０

１９７，４８７
１６６，１２６
３１，３６１

保全率

（（B＋C）/A）

１００．０

８４．９

３６．７

８１．４
７８．２
１００．０

引当率
（C/（A－B））

１００．０

７３．０

１５．７

５８．０
５３．７
１００．０

平成１１年３月３１日

（注）１．金融再生法施行規則に基づく資産査定の開示は、平成１１年３月期より開示しています。開示する内容は以下のとおりです。
（１）破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産、会社更生、和議等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権

（２）危険債権
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け取りができない可能性の高い債権

（３）要管理債権
３カ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権

（４）正常債権
債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、上記（１）から（３）までに掲げる債権以外のものに区分される債権

２．ここでいう債権とは、貸出金および貸出金に準ずる債権（貸付有価証券等）のことです。
３．銀行勘定の破産更生債権及びこれらに準ずる債権は、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として直接減額しています。
（１）単体ベース直接減額：４１７，４２７百万円
（２）連結ベース直接減額：４１７，４２７百万円

期別

項目

種類

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
危 険 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
要 管 理 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
小 計
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
正 常 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定
合 計
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

（連結ベース） （単位：百万円、％）

債権金額

（A）

２１７，９７９
１７１，５８０
４６，３９９
４２６，２６９
３７１，８３５
５４，４３４
１５１，９９７
１４１，１４８
１０，８２９
７９６，２２５
６８４，５６３
１１１，６６２

７，０５１，１０５
４，１６４，６３１
２，８８６，４７４
７，８４７，３３０
４，８４９，１９４
２，９９８，１３６

担保・保証等
による保全額

（B）

１９４，６６９
１５３，７５６
４０，９１３
２０６，０８３
１７０，１２６
３５，９５７
３８，５０５
３５，１９２
３，３１３

４３９，２５７
３５９，０７４
８０，１８３

引当金額
（銀行勘定：引当金残高）　　　
（信託勘定：特別留保金・債権償却準備金）

（C）

１７，８２４

１４７，３３２

１６，５８０

２１３，０９７
１８１，７３６
３１，３６１

保全率

（（B＋C）/A）

１００．０

８５．４

３６．７

８１．９
７９．０
１００．０

引当率
（C/（A－B））

１００．０

７３．０

１５．６

５９．７
５５．８
１００．０

平成１１年３月３１日
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リスク管理債権
（単体ベース） （単位：百万円）

種類 期別

破 綻 先 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

延 滞 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

３カ 月 以 上 延 滞 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

貸 出 条 件 緩 和 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

リ ス ク 管 理 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

貸 出 金 残 高
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

平成１０年３月３１日

１０１，５７１
９３，１０２
８，４６９

４３９，６６５
４０４，１６４
３５，５０１
１７，２８７
１０，３８９
６，８９８

２９８，６７７
２４９，３４３
４９，３３４
８５７，２００
７５６，９９８
１００，２０２

９，４８４，７９６
６，１０５，０１２
３，３７９，７８４

平成１１年３月３１日

４７，２３３
３９，８４２
７，３９１

５２８，２９６
４５２，３０８
７５，９８８
７，８０２
５，２６７
２，５３５

１７８，８４７
１５３，２９０
２５，５５７
７６２，１８０
６５０，７０９
１１１，４７１

７，６６７，８０３
４，６６８，７３８
２，９９９，０６５

（注）１．単体ベースのリスク管理債権は平成１０年３月期より開示しています。開示する内容は以下のとおりです。
（１）破綻先債権
元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立または弁済の見込みのないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を
行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定する事由が
生じている貸出金

（２）延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金

（３）３カ月以上延滞債権
元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないもの

（４）貸出条件緩和債権
債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破綻先債権、延
滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しないもの

２．平成１１年３月期より、銀行勘定の債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として直接減額しています。
単体ベース直接減額：４０２，４０８百万円

３．平成１１年３月期より、計上基準を以下のとおり変更しています。
（１）変更前：税法基準に基づき、利息支払いが６カ月以上延滞している貸出金を未収利息不計上とし、延滞債権として表示。
（２）変更後：破綻懸念先以下の債権者区分に該当する債務者に対する貸出金を未収利息上貸出金とし、延滞債権として表示。
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（連結ベース） （単位：百万円）

種類 期別

破 綻 先 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

延 滞 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

３カ 月 以 上 延 滞 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

貸 出 条 件 緩 和 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

リ ス ク 管 理 債 権
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

貸 出 金 残 高
銀 行 勘 定
信 託 勘 定

平成１１年３月３１日

５８，７８２
５１，３９１
７，３９１

５４２，０８１
４６６，０９３
７５，９８８
７，８２７
５，２９２
２，５３５

１７９，９２８
１５４，３７１
２５，５５７
７８８，６１８
６７７，１４７
１１１，４７１

７，６２３，８８５
４，６２４，８１９
２，９９９，０６５

（注）１．連結ベースのリスク管理債権は平成１１年３月期より開示しています。
２．銀行勘定の債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として直接減額しています。
連結ベース直接減額：４０２，４０８百万円
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期別

貸 出 金 償 却 額

平成１０年度

１，８５３

平成８年度

３，１６９

貸出金償却額
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成９年度

１，０８３

特定海外債権残高
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

旧ソビエト社会主義共和国連邦 １，０８４
ブ　　ラ　　ジ　　ル １２６

そ の 他（ ２ カ 国 ） ５３
合　　　　　　　　　　計 １，２６４
（資産の総額に対する割合） （０．０１％）

（注）特定海外債権は、銀行業の決算経理基準および全国銀行協会の定める銀行業における決算経理基準により貸倒引当金（特定海外債権引当勘定）の引当対象とされる貸出金です。

平成９年３月３１日

ア ル　ジ　ェ　リ　ア １，２４８
旧ソビエト社会主義共和国連邦 １，０１８
ブ　　ラ　　ジ　　ル １４２

そ の 他（ ２ カ 国 ） ５３
合　　　　　　　　　　計 ２，４６２
（資産の総額に対する割合） （０．０２％）

平成１１年３月３１日

イ ン　ド　ネ　シ　ア ３０，９３０
タ 　イ ２３，７０６
フ ィ 　 リ 　 ピ 　 ン ９，３６２
イ 　 　 　 ン 　 　 　 ド ６，６０８
そ の 他（ １０ カ 国 ） ７，６２７
合　　　　　　　　　　計 ７８，２３３
（資産の総額に対する割合） （０．８２％）

種類 期別

一 般 貸 倒 引 当 金

個 別 貸 倒 引 当 金

特 定 海 外 債 権 引 当 勘 定

合 計

平成１０年３月３１日

５０，４４９
（△５９，１８１）
５４６，７５１
（１４５，２０１）

４４２
（△４１９）
５９７，６４３
（８５，６００）

貸倒引当金内訳
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日

１０９，６３１
（３２，００８）
４０１，５５０

（△１４９，１３５）
８６２

（△１０６）
５１２，０４３

（△１１７，２３４）

平成１１年３月３１日

５０，８９０
（４４１）

１４９，５８１
（△３９７，１６９）

７，６７８
（７，２３５）
２０８，１５０

（△３８９，４９２）
（注）（　）内は期中増減額です。
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有価証券　（Ａ）
預　　金　（Ｂ）
預 証 率

（Ａ）
（Ｂ）

期中平均

国内業務部門

３，１８９，６０８
３，３３２，２４９

９５．７１％
１０９．０２％

合　　計

３，９４８，７４２
４，３２７，４２７

９１．２４％
８３．６０％

国際業務部門

７５９，１３４
９９５，１７７

７６．２８％
４３．６２％

有価証券の預金に対する比率
（銀行勘定） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

（注）預金には譲渡性預金を含んでいます。

国内業務部門

２，８７１，３０１
２，２３０，９７８

１２８．７０％
１３０．６７％

合　　計

３，６２９，２２４
４，１５７，５４６

８７．２９％
７９．３３％

国際業務部門

７５７，９２２
１，９２６，５６７

３９．３４％
２９．８３％

平成９年３月３１日
国内業務部門

２，７５０，６０７
３，５３４，１６３

　７７．８２％
　８８．８９％

合　　計

３，２４０，４６４
３，７７９，７４８

　８５．７３％
　９３．２２％

国際業務部門

４８９，８５７
２４５，５８５

　１９９．４６％
　１１９．４３％

平成１１年３月３１日

期別
種類

有価証券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券
合 計

金　　額

３，５３０，７６６
１４７，７８３

１，７１２，１５３
４，４９１，４７９
２，４１２，１９８
１２，２９４，３８１

構 成 比

２８．７２％
１．２０
１３．９３
３６．５３
１９．６２
１００．００

（信託勘定） （単位：百万円）

平成９年３月３１日
金　　額

３，２０３，８１９
１６４，４４９

１，３４２，８９３
５，４０４，３２１
３，００１，６５８
１３，１１７，１４２

構 成 比

２４．４３％
１．２５
１０．２４
４１．２０
２２．８８
１００．００

平成１０年３月３１日
金　　額

３，１４１，９８３
１６８，２１７

１，０７７，５３５
６，０９８，７０８
３，５２０，４２６
１４，００６，８７１

構 成 比

２２．４３％
１．２０
７．７０
４３．５４
２５．１３
１００．００

平成１１年３月３１日

（注）信託資金量ベースで記載しています。

平成９年度
うち国内業務部門

５６２，７０２
３０８，０９４
３４９，０７８

１，６２４，３５６
１９１，８２２

３，０３６，０５４

期別
種類

有価証券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
その他の証券
　うち外国債券
　うち外国株式
合 計

平均残高

５６２，７０２
３０８，０９４
３４９，０７８

１，６２４，３５６
９６４，５４５
６６６，７２３
６５，９２９

３，８０８，７７６
（注）１．自己株式は「株式」に含めて記載しています。

２．貸付有価証券は、有価証券の種類ごとに区分して記載しています。
３．国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、月次カレント方式（前月末ＴＴ仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。

平均残高 （単位：百万円）

うち国際業務部門

－
－
－
－

７７２，７２２
６６６，７２３
６５，９２９
７７２，７２２

平成８年度
うち国内業務部門

６５２，２６２
３１５，３２８
２７６，８００

１，４８０，６０８
２２２，５８９

２，９４７，５８９

平均残高

６５２，２６２
３１５，３２８
２７６，８００

１，４８０，６０８
９２０，４４１
５９７，０１６
６６，６０１

３，６４５，４４１

うち国際業務部門

－
－
－
－

６９７，８５１
５９７，０１６
６６，６０１
６９７，８５１

平成１０年度
うち国内業務部門

６０８，７６９
１９９，２７９
４２６，９５３

１，６３３，８１１
１８０，６３８

３，０４９，４５２

平均残高

６０８，７６９
１９９，２７９
４２６，９５３

１，６３３，８１１
８５８，２４２
５９１，４５４
５５，１９４

３，７２７，０５７

うち国際業務部門

－
－
－
－

６７７，６０４
５９１，４５４
５５，１９４
６７７，６０４

平成９年３月３１日 平成１０年３月３１日

有価証券

有価証券残高
（銀行勘定）
期末残高 （単位：百万円）

うち国内業務部門

６４１，５３７
２４２，６６４
４８３，５９１

１，６２９，５０５
１９２，３０９

３，１８９，６０８

期別
種類

有価証券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
その他の証券
　うち外国債券
　うち外国株式
合 計

期末残高

６４１，５３７
２４２，６６４
４８３，５９１

１，６２９，５０５
９５１，４４３
６５１，８４０
６２，５３８

３，９４８，７４２
（注）自己株式は「株式」に含めて記載しています。

うち国際業務部門

－
－
－
－

７５９，１３４
６５１，８４０
６２，５３８
７５９，１３４

うち国内業務部門

５２４，１９１
３４４，２３３
２５３，３２９

１，５５４，５１３
１９５，０３３

２，８７１，３０１

期末残高

５２４，１９１
３４４，２３３
２５３，３２９

１，５５４，５１３
９５２，９５６
６４５，１７４
６７，６２２

３，６２９，２２４

うち国際業務部門

－
－
－
－

７５７，９２２
６４５，１７４
６７，６２２
７５７，９２２

うち国内業務部門

４７４，１６０
１６１，６１１
３８７，１４８

１，５９７，５１４
１３０，１７２

２，７５０，６０７

期末残高

４７４，１６０
１６１，６１１
３８７，１４８

１，５９７，５１４
６２０，０３０
４２７，２４５
４５，００３

３，２４０，４６４

うち国際業務部門

－
－
－
－

４８９，８５７
４２７，２４５
４５，００３
４８９，８５７

平成１１年３月３１日
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期別
種類

金 銭 信 託
年 金 信 託
財産形成給付信託
貸 付 信 託
合 計

金銭信託等の運用状況
（信託勘定） （単位：百万円）

有価証券期末残高

７，７１４，９２３
３，７０２，１５８

２，２７６
８７５，０２３

１２，２９４，３８１

合　　計

８，５２５，６８４
３，７７２，４４４

３，３７６
３，９３９，９５９
１６，２４１，４６５

平成９年３月３１日
貸出金期末残高

８２０，２５９
４２，４７６
３，９００

２，６７４，８４１
３，５４１，４７７

有価証券期末残高

８，４４４，１２８
４，１８５，０２７

２，２７６
４８５，７０９

１３，１１７，１４２

合　　計

９，２６４，３８８
４，２２７，５０３

６，１７６
３，１６０，５５１
１６，６５８，６１９

平成１０年３月３１日
貸出金期末残高

８７９，９８１
２６，３７５
６，７４０

２，２０５，１５０
３，１１８，２４７

有価証券期末残高

９，５９８，０３５
４，０７３，６９５

２，１６７
３３２，９７１

１４，００６，８７１

合　　計

１０，４７８，０１７
４，１００，０７０

８，９０７
２，５３８，１２２
１７，１２５，１１８

平成１１年３月３１日

種類 期別

金 銭 信 託
年 金 信 託
財産形成給付信託
貸 付 信 託
合 計

（対前期指数）

平成１０年３月３１日

１０８
１１２
１８２
８０
１０２

平成９年３月３１日

１１１
１１５

４０，３３９
７９
１０２

平成１１年３月３１日

１１３
９６
１４４
８０
１０２

種類 期別

金 銭 信 託
年 金 信 託
財産形成給付信託
貸 付 信 託
合 計

（期中増減（△）） （単位：百万円）

平成１０年３月３１日

７３８，７０３
４５５，０５９
２，８００

△７７９，４０８
４１７，１５４

平成９年３月３１日

９０３，８９９
４９８，０７９
３，３６７

△１，００１，８１０
４０３，５３７

平成１１年３月３１日

１，２１３，６２９
△１２７，４３２
２，７３１

△６２２，４２９
４６６，４９９

期別
期間

１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 １０ 年 以 下
１０　　　　年 超
期 間 の 定 め の な いも の
合 計

社　債

１３７，５３２
２９１，０５５
４８，６０１
２，５８２
３，８１８
－
－

４８３，５９１

株　式

－
－
－
－
－
－

１，６２９，５０５
１，６２９，５０５

国　債

６６，０５８
２５１，９５５
７５，８３６

－
２４７，６８７

－
－

６４１，５３７

地方債

６７，９０７
１２４，１５６
３４，６５０
６，３９９
９，５４９
－
－

２４２，６６４

平成１０年３月３１日
（うち外国株式）

－
－
－
－
－
－

６２，５３８
６２，５３８

貸付有価証券

５
－
３４６
－
－
－
－
３５１

（うち外国債券）

１０２，７９８
７２，６１８
７７，６９１
９，３７２
５，０６６

３８４，２９２
－

６５１，８４０

その他の証券

１２１，１８４
１１９，９５３
９９，１５５
２７，５５４
２２，５３０
４７８，７９７
８１，９１７
９５１，０９２

期別
期間

１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 １０ 年 以 下
１０　　　　年 超
期 間 の 定 め の な いも の
合 計

社　債

３５，３１７
１０２，６８２
１１１，７２２
２，７４９
７５８
９９
－

２５３，３２９

株　式

－
－
－
－
－
－

１，５５４，５１３
１，５５４，５１３

有価証券の種類別、残存期間別残高
（銀行勘定） （単位：百万円）

国　債

１０５，９５６
１６６，５６０
１９２，２１１
５９，４６２

－
－
－

５２４，１９１

地方債

９９，５８８
１７１，８８９
５５，９２５
６，９３０
９，８９９
－
－

３４４，２３３

平成９年３月３１日

その他の証券

１４６，９８１
１８４，５５７
１３０，８６５
１６，１４４
３５，９７５
３６３，９０１
７４，１１７
９５２，５４４

貸付有価証券

３２５
５
８０
－
－
－
－
４１１

（うち外国債券）

１２５，６１４
７５，２７６
１０４，６２２
３，８０５
５，７８２

３３０，０７３
－

６４５，１７４

（うち外国株式）

－
－
－
－
－
－

６７，６２２
６７，６２２

期別
期間

１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 １０ 年 以 下
１０　　　　年 超
期 間 の 定 め の な いも の
合 計

社　債

９３，５２２
２２４，５０２
５７，９０９
５９８

１０，６１５
－
－

３８７，１４８

株　式

－
－
－
－
－
－

１，５９７，５１４
１，５９７，５１４

国　債

４８，０６１
１１１，０７２
５７，５６０
１０１，９７４
１５５，４９２

－
－

４７４，１６０

地方債

７７，５３４
５７，７７２
５，６７９
６，０８５
１４，５４０

－
－

１６１，６１１

平成１１年３月３１日
その他の証券

２８，２７３
７１，８８５
１４７，７１７
１８，０７６
１４９，４６１
１４０，２５９
６４，１２０
６１９，７９５

貸付有価証券

－
２３４
－
－
－
－
－
２３４

（注）自己株式は「株式」に含めて記載しています。

（うち外国債券）

１０，８０６
５０，６３８
１３０，８８１
９，００３
９７，０２６
１２８，８８９

－
４２７，２４５

（うち外国株式）

－
－
－
－
－
－

４５，００３
４５，００３
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種類 期別

受 託 残 高
受 託 件 数
加 入 者 数

平成１０年３月３１日

４，４３３，２１５百万円
３，１６７件
２，４０４千人

財産管理業務の状況

年金信託業務
平成９年３月３１日

４，２５７，６７１百万円
３，１１２件
２，４４２千人

平成１１年３月３１日

４，３５９，２０２百万円
２，９９１件
２，３４９千人

種類 期別

受 託 残 高
事 業 所 数
加 入 者 数

平成１０年３月３１日

７８３，６０４百万円
９，１８２カ所
４１０千人

財産形成信託業務
平成９年３月３１日

７９４，８７４百万円
９，２７１カ所
４３３千人

平成１１年３月３１日

７６８，９９９百万円
７，５６２カ所
３８８千人

種類 期別

特定金銭信託・特定金外信託
指 定 金 外 信 託

平成１０年３月３１日

２，２５６，６４０
８５，１０６

証券信託業務 （単位：百万円）

平成９年３月３１日

２，６９３，１５９
９９，６０６

平成１１年３月３１日

１，７２４，４０４
７３，６０６

種類 期別

国 債
地 方 債 ・政 府 保 証 債

合 計

平成９年度

４０，４０６
１９，８５１

６０，２５７

証券業務
（１）公共債引受額 （単位：百万円）

平成８年度

４１，１６５
１９，８９９

６１，０６５

平成１０年度

５４，５３１
２１，２７３

７５，８０４

種類 期別

国 債
地 方 債
政 府 保 証 債

合 計

平成９年度

４，０５０，５６７
－
－

４，０５０，５６７

（３）公共債のディーリング実績
売買高 （単位：百万円）

平成８年度

５０１，３０６
－
－

５０１，３０６

平成１０年度

２，４９６，１９８
－
－

２，４９６，１９８

種類 期別

国 債
地 方 債
政 府 保 証 債

合 計

平成９年度

５，２５８
７
－

５，２６５

平均残高 （単位：百万円）

平成８年度

４，６１８
－
－

４，６１８

平成１０年度

２，１４８
－
－

２，１４８

種類 期別

国 債
地 方 債 ・政 府 保 証 債
合 計

証 券 投 資 信 託

平成９年度

１０，８４６
１１，６２５
２２，４７１

（２）国債等公共債および証券投資信託の窓口販売実績 （単位：百万円）

平成８年度

１１，４７３
９，９９５
２１，４６９

平成１０年度

６，９２２
８，５５５
１５，４７７

５８，３４８
（注）証券投資信託の窓口販売は、平成１０年１２月１日から実施しています。
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●
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種類 期別

売 買 の 媒 介（年間）

賃 貸 借 の 媒 介（ 年 間 ）
土地信託契約受託件数（期末累計）
不動産鑑定士（士補含む）数（期末現在）

平成９年度

１，５４３件
１５２，７９８百万円

２２件
３４２件
１４７人

不動産業務
平成８年度

１，５２１件
１６７，０８３百万円

１９件
３３８件
１４９人

平成１０年度

１，６９９件
１９３，０３１百万円

１７件
３４２件
１３７人

種類 期別

委託会社数（期末現在）（公　開）
　　（未公開）
　　（合　計）

管 理 株 主 数（ 期 末 現 在 ）
名 義 書 換 件 数（ 年 間 ）

平成９年度

２７３社
１７８社
４５１社

３，２４６千人
２６７千件

証券代行業務

（注）外国会社委託先・外国株を含みません。

平成８年度

２６５社
１６２社
４２７社

３，１８８千人
１８５千件

種類 期別

仕 向 為 替
売 渡 為 替
買 入 為 替

被 仕 向 為 替
支 払 為 替
取 立 為 替

合 計

平成９年度

１３５，８３２
２５，００２

１０６，９２０
２，８８８

２７０，６４４

外国為替取扱高 （単位：百万ドル）

（注）取扱高は海外店分を含んでいます。

平成８年度

１７５，２７４
２１，９３２

１３０，５７４
３，８１１

３３１，５９４

平成１０年度

８１，３８５
１１，５４７

６９，９２０
８３６

１６３，６８９

種類 期別

内国 為替 取扱 高（送 金）
各地へ向けた分 口数

金額
各地より受けた分 口数

金額
内国為替取扱高（代金取立）

各地へ向けた分 口数
金額

各地より受けた分 口数
金額

貸 金 庫（期末現在）
保 護 預 り（ 期 末 現 在 ）

遺 言 の 執 行

会計の 検査（引 受件 数）

財産の取得・処分の代理取扱（年間）

財産の管理・貸借の代理取扱

平成９年度

２，５４５千口
１３，５０５，０３３百万円

１，１５７千口
２１，９０７，０３９百万円

１０５千口
３５５，９０８百万円

１０３千口
３６７，１４２百万円
２４，３４４口

１，４２５，３０４口
引受 終了期末件数
１０９件１０４件 ６９件

５０件
２６７，２０２件

１８，３１１，５８２百万円
引受 終了期末件数
３件 ６件 ５９件

その他業務
平成８年度

２，５２２千口
１１，４７５，３４５百万円

１，１４０千口
１６，１８０，７５１百万円

１１８千口
１２９，６３７百万円

１１６千口
１４０，６８１百万円
２５，４２５口

１，６１２，６５０口
引受 終了期末件数
９６件 ８５件 ６４件

５３件
３１６，０００件

２５，４６２，３４９百万円
引受 終了期末件数
１件 ４件 ６２件

平成１０年度

２，５１７千口
１０，７４２，０６１百万円

１，１４４千口
１４，０６２，７８３百万円

７５千口
２７２，５０９百万円

７５千口
３３９，４７７百万円
２３，１２８口

１，２３８，７５７口
引受 終了期末件数
１３１件１１４件 ８６件

４２件
３２８，２０２件

１７，６２９，２２９百万円
引受 終了期末件数
２件 １２件 ４９件

平成１０年度

２７８社
１６９社
４４７社

３，４５５千人
１９３千件

平成１０年３月３１日

１２，５６５
６，３１４
１８，８７９

外貨建資産残高 （単位：百万ドル）

平成９年３月３１日

１２，４３４
９，５２４
２１，９５８

平成１１年３月３１日

１１，０８６
１７６

１１，２６２

種類 期別

国 内 店
海 外 店
合 計
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資本金の推移
増（減）資額

千円
９，３００，０００

４８１，５３６

１，６３１，６１６

１９，４６０，４９１

８３，３２８

７５８，４００

１９，７００，０００

２，３０３，４７７

３，３２１，３７９

６１，６８０，０００

３１６，１７５

１９７，５８５

１１６，７９８

７６，８００

１，５００

４２，８９７，５００

１５７，３００，０００

１３，７４９，２４０

増（減）資後資本金

千円
５９，３５４，７８４

５９，８３６，３２０

６１，４６７，９３６

８０，９２８，４２７

８１，０１１，７５５

８１，７７０，１５５

１０１，４７０，１５５

１０３，７７３，６３２

１０７，０９５，０１１

１６８，７７５，０１１

１６９，０９１，１８７

１６９，２８８，７７２

１６９，４０５，５７０

１６９，４８２，３７０

１６９，４８３，８７１

３８３，４３０，６１１

摘　　　要

有償・一般募集１０，０００千株
発行価格１，８６０円　資本組入額９３０円
転換社債の転換
（昭和６１年１０月２０日～昭和６２年３月３１日）
転換社債の転換
（昭和６２年４月１日～昭和６２年１１月３０日）

株主割当（１：０．０３）２９，８３５千株
発行価格１，３００円　資本組入額６５０円

有償　失権株等公募６６，３１５株
発行価格２，０２８円
資本組入額１，０１４円

転換社債の転換
（昭和６２年１２月１日～昭和６３年３月３１日）
転換社債の転換
（昭和６３年４月１日～昭和６３年８月２２日）
有償・一般募集２０，０００千株
発行価格１，９６９円　資本組入額９８５円
転換社債の転換
（昭和６３年８月２３日～平成元年３月３１日）
転換社債の転換
（平成元年４月１日～平成元年９月１３日）
有償・一般募集６０，０００千株
発行価格２，０５６円　資本組入額１，０２８円
転換社債の転換
（平成元年９月１４日～平成２年３月３１日）
転換社債の転換
（平成２年４月１日～平成３年３月３１日）
転換社債の転換
（平成３年４月１日～平成４年３月３１日）
転換社債の転換
（平成５年４月１日～平成６年３月３１日）
転換社債の転換
（平成６年４月１日～平成７年３月３１日）
転換社債の転換
（平成１０年４月１日～平成１１年３月３１日）
有償・第三者割当　第一回優先株式７１５，０００千株
発行価格３５０円　資本組入額２２０円
有償・第三者割当　普通株式２２９，１５４千株
発行価格１２０円　資本組入額６０円

昭和６１年１０月１日

昭和６２年３月３１日

昭和６２年１１月３０日

昭和６２年１２月１日

昭和６３年３月３１日

昭和６３年８月２２日

昭和６３年８月２３日

平成元年３月３１日

平成元年９月１３日

平成元年９月１４日

平成２年３月３１日

平成３年３月３１日

平成４年３月３１日

平成６年３月３１日

平成７年３月３１日

平成１１年３月３１日

●

資
本
金
・
株
式
の
状
況
　
●

資本金・株式の状況
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●

資
本
金
・
株
式
の
状
況
　
●

区分

１，０００単位以上
５００単位以上
１００単位以上
５０単位以上
１０単位以上
５単位以上
１単位以上
計

単位未満株式の状況

割　合

７２．４０％
５．２６
５．９２
２．３３
７．９４
２．５９
３．５６

１００．００

所有株式数

１，２１９，６８０単位
８８，６１９
９９，８１３
３９，２０９
１３３，６８５
４３，７０２
５９，９７７

１，６８４，６８５
２，７５０，４０７株

株主数

２０４人
１２１
４８８
６１０

７，８９１
７，２３５
３３，７４６
５０，２９５

株式の所有数別状況
（１）普通株式 （平成１１年３月３１日現在）

（注）「１，０００単位以上」および「単位未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ１，００６単位および４７０株含まれています。

割　合

０．４１％
０．２４
０．９７
１．２１
１５．６９
１４．３８
６７．１０
１００．００

区分

政府および地方公共団体
金 融 機 関
証 券 会 社
そ の 他 の 法 人
外 国 法 人 等（うち個 人 ）
個 人 ・ そ の 他

計
単 位 未 満 株 式 の 状 況

割　合

０．００％
１６．１５
４．１５
５４．５４
９．５７（０．０１）
１５．５９
１００．００

所有株式数

１４単位
２７２，１１１
６９，９８３
９１８，８１５
１６１，１７１（１０８）
２６２，５９１

１，６８４，６８５
２，７５０，４０７株

株主数

１人
１６８
１０８

２，３７５
３０４（３２）

４７，３３９
５０，２９５

株式の所有者別状況
（１）普通株式 （平成１１年３月３１日現在）

（注）１．自己株式１３，０７６株は「個人・その他」欄に１３単位、「単位未満株式の状況」欄に７６株含まれています。
２．「その他の法人」および「単位未満株式の状況」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ１，００６単位および４７０株含まれています。

区分

政府および地方公共団体
金 融 機 関
証 券 会 社
そ の 他 の 法 人
外 国 法 人 等（うち個 人 ）
個 人 ・ そ の 他

計
単 位 未 満 株 式 の 状 況

割　合

－％
１００．００

－
－
－（－）
－

１００．００

所有株式数

－単位
７１５，０００

－
－
－（－）
－

７１５，０００
－株

株主数

－人
１
－
－
－（－）
－
１

（2）優先株式 （平成１１年３月３１日現在）

区分

１，０００単位以上
５００単位以上
１００単位以上
５０単位以上
１０単位以上
５単位以上
１単位以上
計

単位未満株式の状況

割　合

１００．００％
－
－
－
－
－
－

１００．００

所有株式数

７１５，０００単位
－
－
－
－
－
－

７１５，０００
－株

株主数

１人
－
－
－
－
－
－
１

（２）優先株式 （平成１１年３月３１日現在）

割　合

１００．００％
－
－
－
－
－
－

１００．００
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●
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●

大株主
（１）普通株式 （平成１１年３月３１日現在）

株　数 持株比率順位 株主名 （千株） （％）

１ 三井生命保険相互会社 ８０，０１３ ４．７４

２ 三 井 不 動 産 株 式 会 社 ５５，７４９ ３．３０

３ 株 式 会 社 さ く ら 銀 行 ４３，９８０ ２．６０

４ 三 井 物 産 株 式 会 社 ４１，１６２ ２．４３

５ 三井海上火災保険株式会社 ２９，３１５ １．７３

６ 東京急行電鉄株式会社 ２９，１６２ １，７２

７ 三 菱 電 機 株 式 会 社 ２８，４８８ １．６８

欧 州 復 興 開 発 銀 行８ 常任代理人 株式会社日本興業銀行 ２５，０００ １．４８

９ モルガン信託銀行株式会社 ２４，３３８ １．４４

１０ 富士写真フイルム株式会社 ２４，１３６ １．４３

株　数 持株比率順位 株主名 （千株） （％）

１１ トヨタ自動車株式会社 ２１，８１０ １．２９

１２ 三 井 化 学 株 式 会 社 ２１，７６９ １．２９

１３ 東　レ　株　式　会　社 ２１，１６７ １．２５

１４ 東 武 鉄 道 株 式 会 社 ２０，０６２ １．１８

１５ 日本証券金融株式会社 １９，９３２ １．１８

１６ 株　式　会　社　東　芝 １８，６２８ １．１０

１７ 鹿 島 建 設 株 式 会 社 １７，２７６ １．０２

１８ 日 本 製 紙 株 式 会 社 １６，８８２ １．００

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー１９ 常任代理人 株式会社富士銀行 １６，３６７ ０．９６

２０ 東 急 不 動 産 株 式 会 社 １６，０７６ ０．９５

（２）優先株式 （平成１１年３月３１日現在）

株　数 持株比率株主名 （千株） （％）

株式会社整理回収銀行 ７１５，０００ １００．００

（注）１．株式会社整理回収銀行は、平成１１年３月３１日に主要株主となりました。
２．株式会社整理回収銀行は、合併により、平成１１年４月１日に株式会社整理回収機構となりました。
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自己資本比率

　金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行により平成１０年１２月１日に銀行法第１４条の２が改正

されたことに伴い、平成１０年度から、自己資本比率は、銀行法第１４条の２の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式

に基づき、単体ベースと連結ベースの双方について算出しています。なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、マー

ケットリスク規制を導入しています。

（注）銀行法第１４条の２の規定に基づく大蔵省告示のうち、左記表で引用さ
れているものは以下のとおりです。
・告示第１４条第２項：あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の
金利または配当率（以下「ステップ・アップ金利等」という）を上乗せす
る特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（専ら当該銀行の
資本調達を目的として海外に設立された子会社等（以下「海外特別
目的会社」という）の発行する優先出資証券を含む）。
・告示第１４条第３項：海外特別目的会社の発行する優先出資証券。
・告示第１５条第１項第４号：負債性資本調達手段で、次に掲げる性
質の全てを有するもの。
①無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること。
②第３項に規定される場合を除き、償還されないものであること。
③業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること。
④利払いの義務の延期が認められるものであること。

・告示第１５条第１項第５号：期限付劣後債務（契約時における償還期
間が５年を超えるものに限る）。
・告示第１５条第１項第６号：期限付優先株。
・告示第１５条第３項：第１項第４号から第６号に掲げるものについて、
同項第４号に掲げるものの償還または同項第５号若しくは第６号に掲
げるものの期限前償還（以下「償還等」という）の特約が付されている
場合には、当該償還等が債務者である銀行の任意によるものであり、
かつ、次のいずれかの時に限り償還などを行うことができるものに限
り、同項第４号から第６号までに掲げるものに該当するものとする。
①当該償還等を行った後において当該銀行が十分な自己資本比率
を維持することができると見込まれるとき。
②当該償還等の額以上の額の資本調達を行うとき。

（１）単体自己資本比率（国際統一基準） （単位：百万円）

項目 期別

基 本 的 項 目
資 本 金
うち非累積的永久優先株
新 株 式 払 込 金
資 本 準 備 金
利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
次 期 繰 越 利 益
そ の 他
営　業　権　相　当　額（△）
［ 基 本 的 項 目 ］ 計　 （Ａ）
うち告示第１４条第２項に掲げるもの
うち告示第１４条第３項に掲げるもの

補 完 的 項 目
有価証券含み益の４５％相当額
再評価差額金の４５％相当額
一 般 貸 倒 引 当 金
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等
告示第１５条第１項第４号に掲げるもの
告示第１５条第１項第５号
および第６号に掲げるもの
補完的項目不算入額（△）

［ 補 完 的 項 目 ］ 計 （Ｂ）
準 補 完 的 項 目
短 期 劣 後 債 務
準補完的項目不算入額（△）
［ 準 補 完 的 項 目 ］計 （Ｃ）
自己資本総額（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） （Ｄ）
控 除 項 目
他の金融機関の資本調達手段
の 意 図 的 な 保 有 相 当 額
告示第１５条第１項第４号に掲げるもの
お よ び こ れ に 準 ず る も の
告示第１５条第１項第５号および第６号に
掲げるものおよびこれらに準ずるもの
短 期 劣 後 債 務 お よ び
こ れ に 準 ず る も の

［ 控 　 除 　 項 　 目 ］計 （Ｅ）
自 己 資 本 額
（Ｄ）－（Ｅ） （Ｆ）
リ ス ク ア セ ッ ト 等
資産（オンバランス）項目
オフ バ ラン ス 取 引 項 目
マーケットリスク相当額を８％で除して得た額

合　　　　　　　計 （Ｇ）
（Ｆ）

単体自己資本比率（国際統一基準）＝
（Ｇ）

×１００

（参考）（A）／（G）

平成１１年３月３１日

３８３，４２８
１５７，３００

－
２７２，４９４
３４，１６３
４１，３７６
５，０９８
－
－

７３６，５６１
－
－

－
６，８１０
５０，８９０
４１５，９４２
１１４，２０５

３０１，７３７
－

４７３，６４３

－
－
－

１，２１０，２０５

９９９

－

－

－
９９９

１，２０９，２０５

６，７８３，０５１
９２８，１５２
１７，３５０

７，７２８，５５３

１５．６４％

９．５３％
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項目 期別

基 本 的 項 目
資 本 金
うち非累積的永久優先株
新 株 式 払 込 金
資 本 準 備 金
連 結 剰 余 金
連結子会社の少数株主持分
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券
営　業　権　相　当　額（△）
連結調整勘定相当額（△）
［ 基 本 的 項 目 ］ 計
うち告示第４条第２号に掲げるもの

補 完 的 項 目
有価証券含み益の４５％相当額
再評価差額金の４５％相当額
一 般 貸 倒 引 当 金
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等
告示第５条第１項第４号に掲げるもの
告 示 第５条 第１項 第５号
および第６号に掲げるもの

補完的項目不算入額（△）
［ 補 完 的 項 目 ］ 計
準 補 完 的 項 目
短 期 劣 後 債 務
準補完的項目不算入額（△）
［ 準 補 完 的 項 目 ］計
自 己 資 本 総 額
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）
控 除 項 目
他の金融機関の資本調達手段
の 意 図 的な 保 有 相 当 額
告示第５条第１項第４号に掲げるもの
お よ び こ れ に 準 ず る も の
告示第５条第１項第５号および第６号に
掲げるものおよびこれらに準ずるもの
短期劣後債務およびこれらに準ずるもの

告示第７条第１項第２号に規定する連結の範囲
に含まれないものに対する投資に相当する額
控 除 項 目 不 算 入 額（△）
［ 控 除 項 目 ］ 計
自 己 資 本 額
（Ｄ）－（Ｅ）
リ ス ク ア セ ッ ト 等
資産（オンバランス）項目
オフ バ ラン ス 取 引 項 目
マーケットリスク相当額を８％で除した額
　 合 計
自己　　資本比率（国際統一基準）＝（F）
連結自己資本比率（国際統一基準）＝

（Ｇ）
×１００

（参考）（A）／（G）

平成１０年３月３１日

５６２，３９９

－
６，８４０
５１，０６７
３５２，０９５

－
４１０，００２

－
－
－

９７２，４０２

－

－
－

９７２，４０２

８，０６５，２９４
１，２４５，０１２
３１，８１２

９，３４２，１１９

１０．４０％

６．０２％

（２）連結自己資本比率（国際統一基準） （単位：百万円）

（注）銀行法第１４条の２の規定に基づく大蔵省告示のうち、上記表で引用されているものは以下のとおりです。
・告示第４条第２項：ステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等（海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む）。
・告示第５条第１項第４号：負債性資本調達手段で、次に掲げる性質の全てを有するもの。
①無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること。
②第３項に規定される場合を除き、償還されないものであること。
③業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること。
④利払いの義務の延期が認められるものであること。

・告示第５条第１項第５号：期限付劣後債務（契約時における償還期間が５年を超えるものに限る）。
・告示第５条第１項第６号：期限付優先株。
・告示第５条第３項：第１項第４号から第６号までに掲げるものについて、同項第４号に掲げるものの償還または同項第５号若しくは第６号に掲げるものの期限前償還（以下「償還等」という）の特
約が付されている場合には、当該償還等が債務者である銀行の任意によるものであり、かつ、次のいずれかの時に限り償還等を行うことができるものに限り、同項第４号から第６号までに掲げる
ものに該当するものとする。
①当該償還等を行った後において当該銀行が十分な自己資本比率を維持することができると見込まれるとき。
②当該償還等の額以上の額の資本調達を行うとき。

・告示第７条第１項第２号：金融子会社にあって、連結財務諸表規則第５条第１項各号に該当するため、連結の範囲に含まれないものに対する投資に相当する額。

平成９年３月３１日

５６４，２８４

１８５，６９７

１１０，３８８
１４８，０００

－
４４４，０８５

１，００８，３７０

－

－
－

１，００８，３７０

９，０４９，７８２
１，４９６，９３３

１０，５４６，７１６

９．５６％

５．３５％

平成１１年３月３１日

３８０，２１５
１５７，３００

－
２７２，４９４
７１，０３８
４，６６７
－
－
－

７２８，４１６
－

－
６，８１０
５１，４６４
４１５，９４２
１１４，２０５

３０１，７３７
－

４７４，２１６

－
－
－

１，２０２，６３３

９９９

－

－
－

－
－
９９９

１，２０１，６３３

６，８７８，９４８
９０５，１９６
１７，３５０

７，８０１，４９４

 １５．４０％

９．３３％

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｆ）

（Ｇ）
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４．想定元本額とは、デリバティブ取引において、名目上、あるいは計算上用いられる元本であり、これ自体はリスクを表すものではありません。実際のリスク相当額（貸出の元本金額に相当）は、与
信相当額で表されます。

５．与信相当額は、「取引の再構築コスト＋ポテンシャル・エクスポージャー」を与信相当額とするカレント・エクスポージャー方式により算出しています。「取引の再構築コスト」とは、契約の相手方が
契約を履行できなくなった場合に、同一のキャッシュ・フローを持つ契約を第三者との間で締結するために必要なコストであり、評価時点における含み益といえます。また、「ポテンシャル・エクス
ポージャー」とは、原資産価格の変化に伴い、契約残存期間中に信用エクスポージャーが増大する潜在的リスクを指します。

６．想定元本額は約１４兆円で、連結総資産（オンバランス取引）約９兆円の約１．５倍に相当しますが、与信相当額は１，５８６億円であり、連結総資産の約１．１％にとどまります。なお、自己資本比率
規制対象外のオフバランス取引の大宗は信用リスクの少ない取引所取引です。

７．当社が取り扱っている金融派生商品および先物外国為替取引の主要なものは次のとおりです。
（１）スワップ取引：あらかじめ決められた条件により相互にキャッシュ・フローを交換する取引です。同一通貨の金利（例えば固定金利と変動金利）を交換し、元本の異動を生じない金利スワップ

と、異なる通貨の債権や債務を交換する通貨スワップがあります。金利・為替リスクのヘッジを可能にし、効率的かつ有利な資金の運用・調達手段となる場合があります。
（２）先物外国為替取引：あらかじめ決められたレートにより、将来のある時点で行われる外国為替取引です（例えば円と米ドルの交換）。
（３）オプション取引：通貨や債券など特定の金融商品を、あらかじめ決められた期日や期間内に一定の価格で売る権利（プット）や買う権利（コール）を売買する取引です。

期別
種類

コ ミ ッ ト メ ン ト
保 証 取 引
そ の 他
合 計

（２）与信関連取引 （単位：億円）

平成１０年３月３１日
契約金額

３，１６６
１，７２１
３５

４，９２４

平成９年３月３１日
契約金額

４，５２１
２，４４３
３３

６，９９８

平成１１年３月３１日
契約金額

１，４６０
１，２０５

０
２，６６５

期別
種類

金 利 ス ワ ッ プ
通 貨 ス ワ ッ プ
先 物 外 国 為 替 取 引
金 利 オ プ シ ョ ン（買）
通 貨 オ プ シ ョ ン（買）
その他の金融派生商品
一括清算ネッティング契約に
よる信用リスク削減効果（△）
合 計
（注）１．上記計数は、自己資本比率（国際統一基準）に基づくものであり、与信相当額の算出に当たってはカレント・エクスポージャー方式を採用しています。

２．当年度より、与信相当額については、ネッティング（取引相手と結んだすべてのオフバランス取引の時価評価額を相殺し、ネットアウト後の金額を与信相当額とするもの）を行っています。
３．なお、国際統一基準の対象となっていない取引所取引および原契約期間が１４日以内の外国為替関連取引等の契約金額・想定元本額は次のとおりです。

与信相当額

３，５６０
２１９

１，５３７
１６
１１６
０

５，４５１

契約金額・想定元本額

１７３，４７９
２，６５２
３４，４４５
２，３０４
２，５９９

０

２１５，４８２

与信相当額

４，１１２
２９１

１，６９４
１０８
１０
３

６，２２０

契約金額・想定元本額

１８８，６１５
５，２５１
４９，６３３
２，３８０
５２８
６０４

２４７，０１４

平成１０年３月３１日平成９年３月３１日

オフバランス取引情報
（１）金融派生商品および先物外国為替取引 （単位：億円）

与信相当額

２，９４２
４６２
２８０
１０
２２
０

２，１３１

１，５８６

契約金額・想定元本額

１２５，１５９
８，７１５
６，８５９
２，００２
６４０
０

１４３，３７６

平成１１年３月３１日

（単位：億円）

種類 期別

金 利 ス ワ ッ プ
通 貨 ス ワ ッ プ
先 物 外 国 為 替 取 引
金 利 オ プ シ ョ ン（売）
金 利 オ プ シ ョ ン（買）
通 貨 オ プ シ ョ ン（売）
通 貨 オ プ シ ョ ン（買）
その他の金融派生商品
合 計

平成９年３月３１日

－
－

３，１２６
１７，４１６
１２，６２９
６０７
２４

４９，１０３
８２，９０５

平成１０年３月３１日

－
－

９，８７６
３１，８９６
２８，０３２
２，３６８

０
３５，２１８
１０７，３９１

平成１１年３月３１日

－
－

３，９８５
１３，２８８
１４，９０１
６８９
０

１２，１０６
４４，９７０
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（平成１１年６月３０日現在）

本店所在地

北 海 道
東 北
関東・甲信越

北 陸・東 海

近 畿

中 国

四 国
九 州

行 庫 数

地　方　銀　行

北海道銀行
東北銀行　東邦銀行　秋田銀行
群馬銀行　常陽銀行　千葉銀行
第四銀行　山梨中央銀行

北國銀行　静岡銀行　スルガ銀行

滋賀銀行　京都銀行　大阪銀行

中国銀行　鳥取銀行　山陰合同銀行

百十四銀行
筑邦銀行　佐賀銀行　宮崎銀行

２２

第二地方銀行

北洋銀行
殖産銀行　仙台銀行
京葉銀行　東日本銀行　神奈川銀行
長野銀行

石川銀行　福邦銀行　名古屋銀行

西京銀行

香川銀行
福岡シティ銀行 熊本ファミリー銀行
豊和銀行

１５

そ　　の　　他

商工組合中央金庫
埼玉縣信用金庫
東京シティ信用金庫
多摩中央信用金庫
興能信用金庫
岐阜信用金庫
三島信用金庫
京都中央信用金庫
大阪市信用金庫
関西西宮信用金庫
広島信用金庫
下関信用金庫

大分みらい信用金庫

１３

行庫数

２
５

１３

９

６

６

２

７

５０
（注）１．取扱業務および取扱店舗等については、各信託代理店にご確認ください。

２．平成１１年３月３１日現在の信託代理店契約行庫数は５０です。

（平成１１年６月３０日現在）

項　目 料　　金
三井信託銀行 三井信託銀行以外 同左

振込手数料 本・支店宛 の銀行宛（電信扱） （文書扱）
（窓口でのお取扱いの場合） １万円未満１件につき １０５円 ４２０円 ３１５円

（上記の金額には５％の消費税
１万円以上３万円未満１件につき ２１０円 ５２５円 ４２０円

等が含まれています。） ３万円以上１件につき ４２０円 ７３５円 ６３０円

送金手数料 三井信託銀行 三井信託銀行以外 同左
（上記の金額には５％の消費税 本・支店宛 の銀行宛（至急） （普通）
等が含まれています。） １件につき ４２０円 ８４０円 ６３０円

代金取立手数料 三井信託銀行 三井信託銀行以外 同左
（上記の金額には５％の消費税 本・支店宛 の銀行宛（至急） （普通）
等が含まれています。） １件につき ４２０円 ８４０円 ６３０円

平日８：００～８：４５
ＭＩＣＳ・ＳＯＣＳ利用手数料 平日８：４５～１８：００ 平日１８：００～２１：００ 土曜１７：００～２０：００
（最大稼働時間） 土曜９：００～１４：００ 土曜１４：００～１７：００ 日祝１７：００～２０：００

日祝０９：００～１７：００
三井信託銀行カードによる引き出し 無料 １０５円 １０５円

（上記の金額には５％の消費税 ＭＩＣＳ・ＳＯＣＳ提携カードによる引き出し １０５円 ２１０円 お取扱いいたしません。
等が含まれています。） 郵便貯金カードによる引き出し １０５円 ２１０円 ２１０円

完全所有権価格 類型 建物および敷地 完全所有権価格 類型 建物および敷地
５００万円以下 　２２４千円 ３億円超６億円以下 ０．０７２％＋５６７千円

不動産鑑定手数料 ５００万円超１千万円以下 １．１２％＋１６８千円 ６億円超１２億円以下 ０．０３９％＋７６５千円
１千万円超２千万円以下 ０．５６％＋２２４千円 １２億円超２５億円以下 ０．０２４％＋９４５千円
２千万円超４千万円以下 ０．５６％＋２２４千円 ２５億円超５０億円以下 ０．０１７％＋１，１２０千円
４千万円超８千万円以下 ０．２８％＋３３６千円 ５０億円超１００億円以下 ０．０１６％＋１，１７０千円
８千万円超１億５千万円以下 ０．１６％＋４３２千円 １００億円超 ０．０１３％＋１，４７０千円
１億５千万円超３億円以下 ０．０７４％＋５６１千円

●

信
託
代
理
店
契
約
先
一
覧
／
主
要
手
数
料
一
覧
　
●

信託代理店契約先一覧

主要手数料一覧

（手数料は類型および完全所有
権価格に応じて定められますの
で詳しくは窓口でご相談くださ
い。なお、消費税等（５％）を別
途ご負担いただきますのでご了
承ください。）
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（建設省告示により全国統一）

不動産媒介手数料 売買価格 規定手数料

（上記に係る消費税等（５％）を
２００万円以下 売買価格×５％

別途ご負担いただきますのでご ２００万円超４００万円以下 売買価格×４％＋２０千円
了承ください。） ４００万円超 売買価格×３％＋６０千円

遺言書保管手数料 初年度　　　年５万円
（上記に係る消費税等（５％）を別途ご負担いた
だきますのでご了承ください。） 次年度以降　年５千円

執行報酬は次の（１）と（２）の合計額です。

（１）基本報酬 ……………………………………………………………… ３０万円

（２）財産比例報酬

①三井信託銀行の預金信託の部分については０．３％です。

②その他の財産については次の率を乗じた額の合計となります。

遺言執行報酬 　１億円以下の部分 …………………………………………………… １．５％

　１億円超２億円以下の部分 ………………………………………… １．０％

　２億円超３億円以下の部分 ………………………………………… ０．７％

　３億円超５億円以下の部分 ………………………………………… ０．５％

（上記に係る消費税等（５％）を別途ご負担いた
　５億円超の部分 ……………………………………………………… ０．３％

だきますのでご了承ください。） ※財産の評価額は、相続税評価額です。

期　別 国内店舗数 設置店舗数 設置台数 店舗外自動設備 カード発行枚数
５７店 １４６台 ３台平成元年３月３１日 ５７店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－５７） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１４６） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－３） ５７２，２４８枚

６１店 １５９台 ３台平成２年３月３１日 ６１店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６１） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５９） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－３） ６０８，０８２枚

６１店 １５９台 ３台平成３年３月３１日 ６１店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６１） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５９） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－３） ６４５，１２７枚

６３店 １５８台 ３台平成４年３月３１日 ６３店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６３） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５８） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－３） ６６９，５５９枚

６４店 １６２台 ２台平成５年３月３１日 ６４店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６４） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１６２） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ６７９，２７９枚

６２店 １５９台 ２台平成６年３月３１日 ６２店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６２） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５９） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ６９６，４７７枚

６２店 １５９台 ２台平成７年３月３１日 ６２店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６２） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５９） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ６９２，７３６枚

６１店 １６４台 ２台平成８年３月３１日 ６１店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６１） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１６４） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ６６４，２８６枚

５８店 １５７台 ２台平成９年３月３１日 ５８店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－５８） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５７） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ６４２，０８６枚

５７店 １５５台 ２台平成１０年３月３１日 ５７店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－５７） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５５） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ６１３，４３４枚

６０店 １５５台 ２台平成１１年３月３１日 ６０店 （ＣＤ－０／ＡＴＭ－６０） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－１５５） （ＣＤ－０／ＡＴＭ－２） ５８９，４８５枚

（注）一覧表として記載した以外にも、種々の手数料をいただく場合がございますので、詳細につきましては、最寄りの本・支店にお問い合わせください。

●

主
要
手
数
料
一
覧
／
Ａ
Ｔ
Ｍ（
Ｃ
Ｄ
を
含
む
）の
設
置
状
況
　
●

ＡＴＭ（ＣＤを含む）の設置状況
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（注）平成１１年３月３１日にはインストアブランチ５店舗を含んでいます。
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役員の状況

取締役会長
（代表取締役）

にし だ けい う

西　田　敬　宇

取締役社長
（代表取締役）

ふる さわ き いち ろう

古 沢 熙 一 郎

取締役副社長
（代表取締役）

おか だ あきら

岡　田　　　明

専務取締役
（代表取締役）

た なべ かず お

田　辺　和　夫

専務取締役
（代表取締役）

かざ ま しゅん ぺい

風　間　俊　平

常務取締役
やま ぐち あきら

山　口　　　晃

常務取締役
こ だか まさ はる

小　3　正　春

常務取締役
やま ぐち ひろし

山　口　　　浩

常務取締役
かみ むら とし あき

上　村　俊　明

常務取締役
にし たけし

西　　　　　毅

取締役
（不動産部長）

あん どう いさむ

安　藤　　　勇

取締役
（大阪支店長）

うえ むら しげ お

植　村　茂　夫

取締役
（本店営業第四部長）

まつ だ ひろむ

松　田　　　博

取締役
（本店営業第三部長）

かわ い ただし

川　合　　　正

取締役
（神戸支店長）

み ま ひさ とよ

三　間　久　豊

取締役
（受託資産運用部長）

わた なべ てる お

渡　辺　輝　夫

取締役
（企画推進部長）

とみ た たけ し

冨　田　武　史

取締役
（総合企画部長）

おく の じゅん

奥　野　　　順

取締役
（人事部長）

すみ だ けん

住　田　　　謙

取締役
（名古屋支店長）

たか はし しゅん いち

高　橋　俊　一

取締役
（業務企画部長）

ます だ いたる

増　田　　　格

取締役
（融資企画部長）

きり はら のり ひで

桐　原　典　秀

取締役
（システム企画部長）

きた お ます ひさ

北　尾　益　久

監査役
（常勤）

うえ の ひろし

上　野　　　紘

監査役
（常勤）

くり たに ただし

栗　谷　　　肇

監査役
（常勤）

とく の かず ひろ

徳　野　一　博

社外監査役
（非常勤）

ひ ぐち しゅん じ

樋　口　俊　二

社外監査役
（非常勤）

こ ばやし ひで お

小　林　英　夫

（平成１１年６月３０日現在）

種類 期別

従 業 員 数

平 均 年 齢

平 均 勤 続 年 数

平 均 給 与 月 額

従業員の状況

（注）１．従業員数には以下の海外現地採用者を含んでいます。

期別

臨時雇員、嘱託

平成１０年３月３１日

３３人

３．平均給与月額は、３月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与を除くものです。

４．従業員の定年は、満６０歳に達した時です。

平成９年３月３１日

男子３，２６７人
５，８０７人

女子２，５４０人
男子４１歳７月

３８歳７月
女子３４歳９月
男子１６年７月

１３年９月
女子１０年０月
男子５４３千円

４１０千円
女子２３９千円

平成９年３月３１日

２２人

●

役
員
・
従
業
員
の
状
況
　
●

役員・従業員の状況

２．従業員数には以下の臨時雇員および嘱託は含んでいません。

期別
海外現地採用者

平成１０年３月３１日

１９８人

平成９年３月３１日

１９５人

平成１１年３月３１日

男子２，８１８人
５，１９７人

女子２，３７９人
男子４０歳１１月

３８歳１１月
女子３６歳６月
男子１６年３月

１３年７月
女子１０年４月
男子５９０千円

４３０千円
女子２４０千円

平成１１年３月３１日

７３人

平成１１年３月３１日

４２人

平成１０年３月３１日

男子３，１５９人
５，６０３人

女子２，４４４人
男子４１歳６月

３９歳１月
女子３５歳１０月
男子１６年１０月

１４年０月
女子１０年４月
男子５５０千円

４１６千円
女子２４２千円



97

THE MITSUI TRUST AND BANKING COMPANY, LIMITED 1999

監査役会

営 業 企 画 部
融 資 企 画 部
審 査 第 一 部
審 査 第 二 部
審 査 第 三 部
国 際 部
決 済 管 理 部
金 融 法 人 部
不 動 産 部
総 合 資 金 部
証 券 部
受 託 資 産 運 用 部

投 資 顧 問 部
公的資金運用部
年 金 運 用 部
公的年金運用部

受 託 資 産 管 理 部
証 券 代 行 部
年 金 企 画 部
年 金 信 託 部
調 査 部
シ ス テ ム 企 画 部
事 務 管 理 部
法 務 部
資 産 監 査 部
市場リスク管理部
検 査 部
人 事 部
総 務 部
業 務 企 画 部
企 画 推 進 部

総 合 企 画 部

監 査 役 室

本店営業第一部

本店営業第二部

本店営業第三部

本店営業第四部

本店営業第五部

本店営業第六部

本店融資管理部

本店法人営業部

本店年金営業第一部

本店年金営業第二部

本店年金営業第三部

新 橋 支 店

新 宿 西 口 支 店

浅 草 橋 支 店

上 野 支 店

大 森 支 店

世 田 谷 支 店

玉 川 支 店

渋 谷 支 店

中 野 支 店

荻 窪 支 店

池 袋 支 店

立 川 支 店

吉 祥 寺 支 店

町 田 支 店

多摩桜ヶ丘支店

浦 和 支 店

所 沢 支 店

船 橋 支 店

津田沼出張所

千 葉 支 店

松 戸 支 店

八 千 代 支 店

川 崎 支 店

横浜駅西口支店

日吉出張所

港南台出張所

二 俣 川 支 店

たまプラーザ支店

青葉台出張所

横 須 賀 支 店

藤 沢 支 店

大船出張所

厚 木 支 店

宇 都 宮 支 店

金 沢 支 店

静 岡 支 店

名 古 屋 支 店

名古屋駅前支店

豊 橋 支 店

大 津 支 店

京 都 支 店

大 阪 支 店

難 波 支 店

梅 田 支 店

阿 倍 野 支 店

池 田 支 店

枚 方 支 店

神 戸 支 店

塚 口 支 店

鳥 取 支 店

岡 山 支 店

広 島 支 店

高 松 支 店

北 九 州 支 店

福 岡 支 店

熊 本 支 店

大 分 支 店

仙 台 支 店

札 幌 支 店

株主総会 会長 社長

取締役会 経営会議

監査役

（平成１１年６月３０日現在）

●

組
織
図
　
●

組織図

ニューヨーク駐在員事務所
北 京 駐 在 員 事 務 所
上 海 駐 在 員 事 務 所
シンガポール駐在員事務所
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国内本支店

本 店 営 業 部 〒１０３－８３２３東京都中央区日本橋室町２－１－１（日本橋三越隣り） Ｔｅｌ：０３－３２７０－９５１１

新　橋　支　店 〒１０５－０００４東京都港区新橋２－２０－１（ＪＲ新橋駅銀座口・新橋交差点・玉木屋向かい） Ｔｅｌ：０３－３５７１－７１４１

新宿西口支店 〒１６０－００２３東京都新宿区西新宿１－１－４（京王百貨店１階） Ｔｅｌ：０３－３３４６－３１３１

浅 草 橋 支 店 〒１１１－００５２東京都台東区柳橋２－１５－２（ＪＲ浅草橋駅・旧国技館寄り） Ｔｅｌ：０３－３８５１－８１２１

上　野　支　店 〒１１０－０００５東京都台東区上野１－１９－１０（松坂屋南館前） Ｔｅｌ：０３－３８３４－３１３１

大　森　支　店 〒１４３－００２３東京都大田区山王２－１－１（ＪＲ大森駅・山王北口） Ｔｅｌ：０３－３７７１－０１１６

世 田 谷 支 店 〒１５４－０００４東京都世田谷区太子堂４－１－１（キャロットタワー１階・世田谷通り沿い） Ｔｅｌ：０３－３４１３－３１０１

玉　川　支　店 〒１５８－００９４東京都世田谷区玉川２－２４－９（東急新玉川線二子玉川園駅・玉川高島屋真向かい） Ｔｅｌ：０３－５７１６－３１３１

渋　谷　支　店 〒１５０－００４３東京都渋谷区道玄坂１－２－２（渋谷東急プラザ１階） Ｔｅｌ：０３－３４６３－３１８１

中　野　支　店 〒１６４－０００１東京都中野区中野５－６２－５（中野駅北口） Ｔｅｌ：０３－３３８９－１２３１

荻　窪　支　店 〒１６７－００４３東京都杉並区上荻１－１６－１６（タウンセブン隣り・青梅街道沿い・ユアビル） Ｔｅｌ：０３－３３９２－５１５１

池　袋　支　店 〒１７１－００２１東京都豊島区西池袋１－１５－９（池袋西口広場・東武百貨店前） Ｔｅｌ：０３－３９８４－８１３１

立　川　支　店 〒１９０－００１２東京都立川市曙町２－６－１（立川駅ビル・ルミネ真正面） Ｔｅｌ：０４２－５２２－６１１１

吉 祥 寺 支 店 〒１８０－０００４東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１４－９（吉祥寺駅北口・近鉄百貨店筋向かい） Ｔｅｌ：０４２２－２１－８６３１

町　田　支　店 〒１９４－００１３東京都町田市原町田６－３－４（東急デパート新館隣り・町映ビル１階） Ｔｅｌ：０４２－７２５－１１３１

多摩桜ヶ丘支店 〒２０６－００１１東京都多摩市関戸１－１－５（京王百貨店前・「ザ・スクエア」２階） Ｔｅｌ：０４２－３７４－３２１１

浦　和　支　店 〒３３６－００１１埼玉県浦和市高砂１－１２－１（浦和駅前・コルソビル） Ｔｅｌ：０４８－８２２－１１８１

所　沢　支　店 〒３５９－８６９１埼玉県所沢市日吉町３－５（所沢駅前プロペ通り・丸井前） Ｔｅｌ：０４２－９２２－１１３１

船　橋　支　店 〒２７３－０００５千葉県船橋市本町４－４４－３５（京成船橋駅前） Ｔｅｌ：０４７－４２３－３１３１

千　葉　支　店 〒２６０－００１５千葉県千葉市中央区富士見１－１－１６（ＪＲ千葉駅前・駅前通り） Ｔｅｌ：０４３－２２２－３１３１

松　戸　支　店 〒２７１－００９１千葉県松戸市本町２－１（松戸駅西口・伊勢丹手前） Ｔｅｌ：０４７－３６７－３３３１

八 千 代 支 店 〒２７６－００３３千葉県八千代市八千代台南１－３－１（京成八千代台駅・ユアエルム前） Ｔｅｌ：０４７－４８３－３１３３

川　崎　支　店 〒２１０－０００７神奈川県川崎市川崎区駅前本町３－１（ＪＲ川崎駅正面・リクルートビル２階＜地下街２６番出入口＞） Ｔｅｌ：０４４－２２２－５３１１

横浜駅西口支店 〒２２０－０００５神奈川県横浜市西区南幸１－６－３１（横浜高島屋１階） Ｔｅｌ：０４５－３１２－３１３１

二 俣 川 支 店 〒２４１－０８２１神奈川県横浜市旭区二俣川１－３－２（相鉄線二俣川駅北口・二俣川ライフ２階） Ｔｅｌ：０４５－３６２－３３０６

たまプラーザ支店 〒２２５－０００２神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－１－３（田園都市線・たまプラーザ駅前） Ｔｅｌ：０４５－９０３－１１３１

横 須 賀 支 店 〒２３８－０００８神奈川県横須賀市大滝町２－３（横須賀中央駅・さいか屋手前） Ｔｅｌ：０４６８－２７－１１３１

藤　沢　支　店 〒２５１－００５５神奈川県藤沢市南藤沢２１－１－１０１（藤沢駅南口・藤沢小田急内） Ｔｅｌ：０４６６－２６－３１５１

厚　木　支　店 〒２４３－００１８神奈川県厚木市中町３－５－１４（小田急線本厚木駅北口） Ｔｅｌ：０４６２－２１－０５０９

●

店
舗
の
ご
案
内
　
●

店舗のご案内

仙　台　支　店�

札　幌　支　店�

浦　和　支　店�
宇 都 宮 支 店 �

所 沢 支 店 �

金 沢 支 店 �

本 店 営 業 部 �
新 橋 支 店 �
新宿西口支店�
浅 草 橋 支 店 �
上 野 支 店 �
大 森 支 店 �
世 田 谷 支 店 �
玉 川 支 店 �

渋 谷 支 店 �
中 野 支 店 �
荻 窪 支 店 �
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吉 祥 寺 支 店 �
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千 葉 支 店 �
松 戸 支 店 �
八 千 代 支 店 �

川 崎 支 店 �
横浜駅西口支店�
二 俣 川 支 店 �
たまプラーザ支店�
横 須 賀 支 店 �
藤 沢 支 店 �
厚 木 支 店 �

名 古 屋 支 店 �
名古屋駅前支店�

静岡支店�
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難 波 支 店 �
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熊 本 支 店 �
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宇 都 宮 支 店 〒３２０－００３３栃木県宇都宮市本町４－１２（バス停県庁前・虎屋ビル） Ｔｅｌ：０２８－６２５－３１０１

金　沢　支　店 〒９２０－０９１７石川県金沢市下堤町１０（名鉄丸越筋向かい・武蔵ヶ辻から香林坊寄り） Ｔｅｌ：０７６－２３１－４２２１

静　岡　支　店 〒４２０－０８５７静岡県静岡市御幸町９－５（松坂屋北隣り） Ｔｅｌ：０５４－２５３－６１３１

名 古 屋 支 店 〒４６０－０００８愛知県名古屋市中区栄３－１５－３３（松坂屋北・栄ガスビル） Ｔｅｌ：０５２－２４２－７３１１

名古屋駅前支店 〒４５０－０００２愛知県名古屋市中村区名駅４－２７－２０（笹島角・名鉄メルサ前） Ｔｅｌ：０５２－５５１－６１４１

豊　橋　支　店 〒４４０－０８８８愛知県豊橋市駅前大通１－４０（豊橋駅前・西武百貨店隣り） Ｔｅｌ：０５３２－５５－３１０１

大　津　支　店 〒５２０－００５１滋賀県大津市梅林１－３－１０（大津駅前・アルプラザ向かい） Ｔｅｌ：０７７－５２５－３３４１

京　都　支　店 〒６００－８００７京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６６（四条通大丸西隣り） Ｔｅｌ：０７５－２３１－８２５１

大　阪　支　店 〒５４１－００４１大阪府大阪市中央区北浜２－２－２１（北浜２丁目交差点西） Ｔｅｌ：０６－６２０２－３４６１

難　波　支　店 〒５４２－００７６大阪府大阪市中央区難波３－７－１７（新歌舞伎座向かい） Ｔｅｌ：０６－６６３２－３１８１

梅　田　支　店 〒５３０－００１７大阪府大阪市北区角田町８－４７（阪急百貨店前・阪急グランドビル２階） Ｔｅｌ：０６－６３１３－３１８１

阿 倍 野 支 店 〒５４５－００５２大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－３－１５（近鉄百貨店すぐ南） Ｔｅｌ：０６－６６２３－３１８１

池　田　支　店 〒５６３－００４８大阪府池田市呉服町１－１－１３４（阪急池田駅南口・サンシティ池田１階） Ｔｅｌ：０７２７－５３－３１８１

枚　方　支　店 〒５７３－００３２大阪府枚方市岡東町１９－１（京阪枚方市駅・東口＜京都寄り＞１階） Ｔｅｌ：０７２０－４４－３７３１

神　戸　支　店 〒６５１－００８８兵庫県神戸市中央区小野柄通７－1－1８（ＪＲ三ノ宮駅前・そごう東隣り） Ｔｅｌ：０７８－２３１－４３３１

塚　口　支　店 〒６６１－０００２兵庫県尼崎市塚口町１－１５－１（阪急塚口駅北口・いかりスーパー南隣り） Ｔｅｌ：０６－６４２３－１１０１

鳥　取　支　店 〒６８０－０８２２鳥取県鳥取市今町１－１０３（鳥取駅前太平線通り・大丸並び） Ｔｅｌ：０８５７－２７－６８３１

岡　山　支　店 〒７００－０８２２岡山県岡山市表町１－１１－２８（天満屋前・三井信託ビル） Ｔｅｌ：０８６－２２５－３１０１

広　島　支　店 〒７３０－００３１広島県広島市中区紙屋町１－２－１８（紙屋町交差点） Ｔｅｌ：０８２－２４７－９２５１

高　松　支　店 〒７６０－００２７香川県高松市紺屋町９－４（中央通り・高松市美術館西隣り） Ｔｅｌ：０８７－８５１－３１３１

北 九 州 支 店 〒８０２－０００４福岡県北九州市小倉北区鍛冶町１－１－５（西鉄小倉駅前バス停正面） Ｔｅｌ：０９３－５２１－０５３１

福　岡　支　店 〒８１２－００３６福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１（呉服町角・三井ビル） Ｔｅｌ：０９２－２７１－３１８１

熊　本　支　店 〒８６０－０８０６熊本県熊本市花畑町１０－３４（熊本市役所通り・電通ビル） Ｔｅｌ：０９６－３５３－３１０１

大　分　支　店 〒８７０－００３５大分県大分市中央町１－３－２３（トキハデパート向かい） Ｔｅｌ：０９７－５３７－３１４１

仙　台　支　店 〒９８０－００２１宮城県仙台市青葉区中央１－２－２（仙台駅北口前・第一ビル隣り） Ｔｅｌ：０２２－２２５－６４０１

札　幌　支　店 〒０６０－０００３北海道札幌市中央区北三条西４－１－４（札幌駅前・西武百貨店筋向かい） Ｔｅｌ：０１１－２５１－３２５１

（平成１１年６月３０日現在）

国内出張所（有人）

コンサルプラザ津田沼（船橋支店津田沼出張所）
〒２７５－００２６千葉県習志野市谷津７－７－１（ＪＲ津田沼駅南口・ユザワヤ横） Tel：０４７－４７２－５３２１
コンサルプラザ日吉（横浜駅西口支店日吉出張所）
〒２２３－００６１神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１（日吉東急百貨店本館地下１階） Tel：０４５－５６４－１３２１
コンサルプラザ港南台（横浜駅西口支店港南台出張所）
〒２３４－００５４神奈川県横浜市港南区港南台３－１－３（港南台バーズ３階） Tel：０４５－８３５－６３２１
コンサルプラザ青葉台（たまプラーザ支店青葉台出張所）
〒２２７－００６２神奈川県横浜市青葉区青葉台１－７－３（東急田園都市線青葉台駅ビル１階） Tel：０４５－９８５－５３２１
コンサルプラザ大船（藤沢支店大船出張所）
〒２４７－００５６神奈川県鎌倉市大船１－４－１（大船ルミネウィング４階） Tel：０４６７－４５－８３２１

●

店
舗
の
ご
案
内
　
●

海外駐在員事務所

北京駐在員事務所
7th Floor, Chang Fu Gong Office Building, A-26, Jian Guo Men Wai Da Jie, Chao Yang District, Beijing, 100022, People’s Republic of China Tel: 86-10-6513-9234
ニューヨーク駐在員事務所
1251 Avenue of the Americas, 39th Floor, New York,  NY 10020-1104, U.S.A. Tel:1-212-333-3100
上海駐在員事務所
#2308, Rui Jin Building, 205 Mao Ming South Road, Shanghai, 200020, People’s Republic of China Tel: 86-21-6472-0989
シンガポール駐在員事務所
20 Cecil Street, #22-01, The Exchange, Singapore 049705, Republic of Singapore Tel: 65-532-2353

海外現地法人

三井トラストインターナショナル株式会社（ロンドン）
米国三井信託銀行株式会社（ニューヨーク）
ＭＴＩファイナンス（ケイマン）株式会社
MTIキャピタル（ケイマン）株式会社
MTBウィングファイナンス有限会社（アムステルダム）
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●

主
な
子
会
社
等
の
状
況
　
●

主な子会社等の状況

（注）Mitsui Trust Bank (U.S.A.) は平成１１年７月１日付でMitsui Trust Company (U.S.A.) に社名変更しました。

海外
（平成１１年６月３０日現在）

会　社　名 所　在　地 設立年月日 資本金 業務内容 当社出資 当社グループ会社
比率（％） 出資比率（％）

1251 Avenue of Americas,Mitsui Trust Bank
38th Floor, New York, 昭和６２年１０月１４日

５５百万 銀行業務
１００ －(U.S.A.)

NY 10020-1104, U.S.A.
米ドル 信託業務

Mitsui Trust International 5th Floor, 6 Broadage,
昭和６１年２月１９日

３０百万 証券業務
１００ －Ltd. London EC2M 2TB, U.K. 英ポンド 投資顧問業務

1251 Avenue of Americas, 金利先物Mitsui T&B
38th Floor, New York, 平成２年６月１日

５百万
オプション精算 － １００Options Inc.

NY 10020-1104, U.S.A.
米ドル

業務

Drentestraat 20,MTB Wing Finance
1083 HK Amsterdam, 平成９年１０月２７日

２５万 貸出および
１００ －B.V.

The Netherlands
オランダギルダー 投資業務

P.O.Box 309, George Town,MTI Finance
Grand Cayman, Cayman Islands, 平成７年８月２日 １万米ドル

債券発行による
１００ －(Cayman) Ltd.

B.W.I.
資金調達業務

P.O.Box 309, George Town,MTI Capital
Grand Cayman, Cayman Islands, 平成９年８月１８日 １万米ドル

債券発行による
１００ －(Cayman) Ltd.

B.W.I.
資金調達業務

F.K. Corporation
1209 Orange Street, Wilmington,

平成４年３月１６日 ３０米ドル
貸出および

－ １００Delaware, U.S.A. 投資業務

国内

会　社　名 所　在　地 設立年月日 資本金 業務内容 当社出資 当社グループ会社
（百万円） 比率（％） 出資比率（％）

プルデンシャル三井トラスト投信㈱ 東京都中央区日本橋浜町２－３１－１ 平成１０年０９月０１日 ３，５００ 投資信託委託業務 ５０ －
三　信　建　物　管　理㈱ 東京都中央区日本橋室町２－１－１ 昭和６３年０４月２日 ３，１００ 不動産管理業務 １００ －
三 　 信 　 リ 　 ー 　ス㈱ 東京都中央区日本橋室町３－１－２０ 昭和５７年０３月２日 ５００ リース業務 ５ ９５
三　井　信　カ　ー　ド㈱ 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 昭和５８年０５月９日 ３０８ クレジットカード業務 ５ ９５
三　信　投　資　顧　問㈱ 東京都中央区日本橋小舟町４－１ 昭和６１年０９月１９日 ２００ 投資顧問業務 ５ ８０
三 井 信 情 報 シ ス テ ム㈱ 東京都目黒区下目黒６－１－２１ 昭和６１年０１月２０日 １００ コンピュータ関連業務 １００ －
三井信ビジネスサービス㈱ 東京都中央区日本橋本町３－２－１１ 平成２年０５月２４日 １００ 事務代行・人材派遣業務 １００ －
三　信　総　合　管　理㈱ 東京都千代田区麹町３－１２－１２ 平成７年０６月０６日 １００ 不動産業務 １００ －
三　信　住　宅　販　売㈱ 東京都中央区日本橋室町２－４－２ 昭和６３年０２月５日 １００ 不動産業務 ５ ９５
㈱デ ベ ロ ッ パ ー 三 信 東京都中央区日本橋室町３－４－４ 昭和４６年１２月１０日 １００ 不動産業務 ３．５ １６．５
東 　 信 　 不 　 動 　 産㈱ 東京都渋谷区渋谷２－１０－１３ 昭和２２年１１月０８日 ９６ 不動産業務 ５ ８１．７

札 幌 フ ァ ニ シ ン グ㈱ 北海道札幌市厚別区 昭和２０年０８月０４日 ９１ 家具・インテリア用品 － ８９．６大谷地東１－２－４０ 卸売業

三 　 信 　 振 　 興㈱ 東京都港区新橋２－２０－１ 昭和２８年０９月１１日 ６１ 不動産業務・ ４．９ ４９保険代理店業務
三　信　信　用　保　証㈱ 東京都中央区日本橋小舟町４－１ 昭和５３年０７月１０日 ５０ 信用保証業務 ５ ８０

フ ジ ヤ 都 市 開 発㈱ 北海道札幌市豊平区 昭和６０年０５月１６日 ５０ ホテル・レストラン業 － １００豊平四条１－１－１
三信証券代行ビジネス㈱ 東京都目黒区下目黒６－１－２１ 昭和５８年０２月１７日 １０ 事務代行業務 １００ －
エ フ ・ イ ー ・ ビ ー㈱ 東京都中央区日本橋室町２－５－１３ 平成５年０２月０１日 １０ 不動産業務 － １００
デ ー ・ イ ー ・ シ ー㈱ 東京都中央区日本橋室町２－５－１３ 平成６年０３月１４日 １０ 不動産業務 － １００
長 栄 エ ス テ ー ト㈱ 東京都千代田区一番町４－４２ 平成６年０６月１７日 １０ 金融業 － １００

（平成１１年６月３０日現在）

（注）三信投資顧問㈱は、平成１１年７月１日に中信投資顧問㈱と合併し、中央三井アセットマネジメント㈱となっています。
三信信用保証㈱は、平成１１年７月１日に中央信用保証㈱と合併し、中央三井信用保証㈱となっています。
三井信カード㈱は、平成１１年７月１日に中央カードサービス㈱と合併し、中央三井カード㈱となっています。
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